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　（行政財産の管理及び処分）
第二百三十八条の四　行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除く
ほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは
信託し、又はこれに私権を設定するこ　　とができない。
２　行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度に
おいて、貸し付け、又は私権を設定することができる。
　一 　当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で
定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産で
ある土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを
所有し、又は所有しようとする場合（当該普通地方公共団体と一棟の建物を
区分して所有する場合を除く。）において、その者（当該行政財産を管理する
普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当
と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けるとき。
　二 　普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と
行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当
該土地を貸し付ける場合
　三 　普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該
普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者（当
該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政
財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該土
地を貸し付ける場合
　四 　行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの
敷地（以下この号において「庁舎等」という。）についてその床面積又は敷地に
余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以
外の者（当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方
法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該余裕がある部分を貸
し付けるとき（前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。）。
　五 　行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人
の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、
その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
　六 　行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人
の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、そ
の者のために当該土地に地役権を設定するとき。
３ 　前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを
受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部（以下この項及び次
項において「特定施設」という。）を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡し
ようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者（当該行政財産を管
理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上
で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けることができる。
４　前項の規定は、同項（この項において準用する場合を含む。）の規定によ
り行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとす
る場合について準用する。
５～９　（略）

　（行政財産の管理及び処分）
第二百三十八条の四　行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除く
ほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは
信託し、又はこれに私権を設定するこ　　とができない。
２　行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度に
おいて、貸し付け、又は私権を設定することができる。
　一 　当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で
定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産で
ある土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを
所有し、又は所有しようとする場合（当該普通地方公共団体と一棟の建物を
区分して所有する場合を除く。）において、その者（当該行政財産を管理する
普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当
と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けるとき。
　二 　普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と
行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当
該土地を貸し付ける場合
　三 　普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該
普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者（当
該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政
財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該土
地を貸し付ける場合
　四 　行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの
敷地（以下この号において「庁舎等」という。）についてその床面積又は敷地に
余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以
外の者（当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方
法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該余裕がある部分を貸
し付けるとき（前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。）。
　五 　行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人
の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、
その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
　六 　行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人
の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、そ
の者のために当該土地に地役権を設定するとき。
３ 　前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを
受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部（以下この項及び次
項において「特定施設」という。）を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡し
ようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者（当該行政財産を管
理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上
で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けることができる。
４　前項の規定は、同項（この項において準用する場合を含む。）の規定によ
り行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとす
る場合について準用する。
５～９　（略）
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証券化は、資産の所有者がビークルである
SPCに資産を売却した上で資産の使用と所
有を分離することによって資金調達を行うス
キームであり、地方公共団体が、特定の行
政財産について、証券化した上で公用また
は公共用機能を維持したまま利活用したい
と考えた場合、普通財産化した上でSPCに
売却するという方法では自治法第238条第4
項に抵触すると懸念される。
また、もし上記の方法が自治法上許される
ならば、行政財産と普通財産との別は、そ
の供用目的に関わらず資産運用の便宜を
図るために長の任意で行ってよいものと解
され、そもそも行政財産についてのみ処分
に関して制限が加えられている理由が薄弱
になると考えるが如何か。

右提案主体の意見を踏ま
え、再度検討し回答された
い。

　行政財産は、地方公共団体の行政執行の物的手段と
して行政目的の効果の達成のために利用されるもので
あることから、財産として一体的に管理する必要があ
る。よって公有財産の一部を行政財産とし、残りの部分
を普通財産として証券化することは適当ではない。
　なお、売却等により証券化した財産の一部を地方公共
団体が利用することについては自治法上規制はない。

ⅠC

資産流動化法に基づく証券化に関して、
以下の要件のいずれかまたは全てを満た
すものについて行政財産の譲渡を認める
ことにより、財産の有効活用による行政目
的と民間収益の共存が実現し、自治体財
政再建及び住民の福祉の向上につなが
ると考える。
①当該財産を所有する自治体が証券化
の資金調達の際に一定額の優先出資を
行う。
②資産流動化計画に、特定資産について
行う業務の種類として行政目的の業務を
明示する。
③「防災・安全等の観点から民間による利
活用が不可能な財産」と「それ以外の財
産」に区分し、後者について財産の譲渡を
認める。

地方公共団体が所有している土地
や建物について、下記について対応
可能か判断願いたい。
１．一部を行政財産として残し、残り
の部分を普通財産として証券化する
こと。
２．全体を普通財産として証券化し、
一部の区画を公共用のホール等に
活用すること。
また、上記内容が実現できないので
あれば、地方公共団体において、施
設の有効利用の手段として、所有財
産を証券化するという選択を可能と
する事はできないか、右提案主体の
意見も踏まえて再度検討し、回答さ
れたい。

　地方公共団体の公有財産は、住民の福祉の増進等、
公用又は公共的な性格を有しているものであり、その保
有目的に応じた適切な管理が必要である。よって、財産
の効率的な運用の観点と照らし合わせ、一定のものに
ついてのみ信託を認めているところである。
　よって、証券化を通じた収益の確保の観点からのみで
行政財産を含めた財産全般について流動化・証券化を
目的とした信託設定を可能とすることは、公有財産保有
の趣旨にそぐわないものであり、適当ではない。
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ⅠC

現行法上では、公有財産が「行政財産」と「普通財産」に
区別され、前者は譲渡が無効とされている。
行政財産の中には、行政目的を実現させながら、証券
化を通じて一定の収益を上げることが期待できる不動産
もあるが、証券化を行うに際しては不動産を特定目的会
社に譲渡することになるため、規定が障害となって実現
できない。利用形態による規制の見直しを行うことで、証
券化による蘇生が可能になり、官民双方にとって魅力あ
るスキームを構築することができる。

ＰＦＩ法をはじめとして、公共施設の民間活用等
が進められているが、証券化による不動産の
蘇生事業も積極的に展開させていきたいと考
えている。しかしながら、現行法上では、行政
財産の譲渡が一律に認められていない。
そこで、特定目的会社への地方自治体の出資
を前提に当該行政財産の利用形態に応じて
譲渡を可能にし、公有財産の有効活用と不動
産金融市場の拡張を図る。

現行法では、地方自治体が管
理・所有する行政財産の譲渡は
無効とされているが、行政財産
という一律の枠で譲渡を無効と
するのではなく、利用形態の状
況に応じて譲渡が可能となるよ
うにする。

地方自治法
第238条の4

資産流動化
法に基づく証
券化に関す
る行政財産
の処分許可
要件の緩和
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株式会社
国際総合計
画、社団法
人日本
ニュービジ
ネス協議会
連合会

総務省－D

　今般の地方自治法の改正により、行政財産である土
地については、当該土地の供用の目的を効果的に達成
することに資すると認められるものを所有し、又は所有
しようとする場合において、当該行政財産を管理する地
方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理
を行う上で適当と認める者に対し、貸し付けを行うことが
可能となったところである。
　なお、施行日は公布の日（平成１８年６月７日）から１年
を超えない範囲で政令で定める日となっているところ。

D －

提案理由：
万代島地区では、2003年に新潟県が主導となり県内初
のコンベンション施設として朱鷺メッセが開業し、オープ
ン当初はそれなりの動員があったが、現在、特に平日の
動員は閑散としており、当地区が観光資源として十分に
活かされておらず、中心市街地活性化の面からも早急
な対策が必要である。
　朱鷺メッセ周辺を観光エリアにすべく民間開発にて補
うにも、新潟市魚市場（新潟市所有）、朱鷺メッセ駐車場
（新潟県所有）一帯があり、また信濃川沿いにて万代地
区の商業集積地との連携を採ろうにも小規模な工場が
乱立しており、現時点以上の開発ができないのが現状
である。

代替措置：
当提案実行後、増加するであろう朱鷺メッセ利用者のた
めの駐車場台数を確保するために、現状、平場駐車場
となっている箇所を自走式簡易立体駐車場にする。

　万代島地区周辺にて県の管理する低利用
地（朱鷺メッセ駐車場一部）の民間への貸付、
及び新潟市魚市場移転後の跡地の民間への
貸付を実行する。
　具体的には、この地域に民間によるフィッ
シャーマンズワーフ（海産物直販所）、商業施
設、小型船舶の発着場を新設し、将来的に、
商業施設、及び新潟西港（旧新潟港）の由緒
ある歴史を踏まえた地域の特性を活かした文
化施設を集積させる事により、国内はもとより
環日本海沿岸諸国に向けた新潟県、新潟市
の観光業の中心とする。

現行法にて規定されている行政
財産の貸与について、左記地
区において中心市街地活性化
の面から民間への貸付を可能
にする。

地方自治法
第238条の4

新潟市万代
島地区にお
ける行政財
産の貸与
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　（行政財産の管理及び処分）
第二百三十八条の四　行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除く
ほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは
信託し、又はこれに私権を設定するこ　　とができない。
２　行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度に
おいて、貸し付け、又は私権を設定することができる。
　一 　当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で
定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産で
ある土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを
所有し、又は所有しようとする場合（当該普通地方公共団体と一棟の建物を
区分して所有する場合を除く。）において、その者（当該行政財産を管理する
普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当
と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けるとき。
　二 　普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と
行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当
該土地を貸し付ける場合
　三 　普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該
普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者（当
該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政
財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該土
地を貸し付ける場合
　四 　行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの
敷地（以下この号において「庁舎等」という。）についてその床面積又は敷地に
余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以
外の者（当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方
法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該余裕がある部分を貸
し付けるとき（前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。）。
　五 　行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人
の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、
その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
　六 　行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人
の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、そ
の者のために当該土地に地役権を設定するとき。
３ 　前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを
受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部（以下この項及び次
項において「特定施設」という。）を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡し
ようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者（当該行政財産を管
理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上
で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けることができる。
４　前項の規定は、同項（この項において準用する場合を含む。）の規定によ
り行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとす
る場合について準用する。
５～９　（略）
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目的外使用
許可を指定
管理者に代
行させる特
区

地方自治法
第238条の4
第7項

　（行政財産の管理及び処分）
第二百三十八条の四　（略）
２～６　（略）
７ 　行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可
することができる。
８・９　（略）

指定管理者制度において、指
定管理者が、公の施設におけ
る目的外使用許可の一部を代
行できることとする。

施設の効率的な管理運営のため適当であると
認められる場合について、指定管理者が目的
外使用許可を代行できる範囲及び基準を市の
条例において規定し、指定管理者が公の施設
の目的外使用許可の一部を代行できることと
する。これによって管理運営を一元化すること
ができ、迅速な意思決定による住民サービス
の向上と、行政コストの削減が図られる。

公の施設の目的内の使用許可は指定管理者に代行さ
せているが、災害等緊急の場合は公用又は公共用に供
する必要を生じるものであり、市の指示により許可を取
り消させるなど、指定管理者の管理監督者である市が
最終的な権限を留保すべきものと考えており、協定にお
いてこれらのことを規定している。指定管理者に目的外
の使用許可を代行させたとしても、公用又は公共用に供
する必要が生じたときは、同様に、協定に基づき市の指
示により指定管理者に使用許可の取消しを行わせるも
のである。
本提案の趣旨は全ての目的外使用許可を代行させるの
ではなく、短期で一時的なものを、その範囲と基準を明
確に条例に規定した上で代行させることを予定してい
る。現在、目的内外で、申請書の様式、受付システム、
利用料金の収入先、意思決定ルート等、全てが複数パ
ターンあり煩雑で高コストとなっている。住民サービスの
向上とコスト削減のため、上記について検討されたい。

C Ⅰ

行政財産の目的外使用許可を受けてする行政財産の
使用については、借地借家法の規定は適用されず（自
治法§２３８の４⑧）、公用又は公共用に供するため必
要を生じたとき等には、地方公共団体の長又は委員会
はその許可を取り消すことができる（自治法§２３８の４
⑨）こととされている。
　行政財産の目的外使用許可処分については、こうした
特別の法的措置が取られているところであり、その性格
から、地方公共団体の長などに専属的に付与されたも
のと言える。地方公共団体以外の者が「公用又は公共
用に供するための必要性」を判断し、許可処分を行うこ
とはできないものである。
　なお、条例に規定することで、施設本来の目的の範囲
内で使用できることとすることにより、ご提案の内容は対
応可能と考えられる。

貴省回答には「条例に規定すること
で、施設本来の目的の範囲内で使
用できることとすることにより、ご提
案の内容は対応可能」とあるが、こ
の場合地方公共団体によって目的
外使用許可を要する用途の範囲に
差が生じる事が懸念される。この懸
念に対する貴省の解釈も含め、再度
条例による対応で本提案内容が実
現可能か検討し、回答されたい。

「施設本来の目的の範囲内で使用できる
こととすることにより、提案の内容は対応
可能」とのことであるが、公の施設におい
て、自販機や売店等の設置以外で、空き
会議室を一時的に利用するなど通常の利
用と態様が異ならない利用の場合（例え
ば、勤労青少年ホームで臨時の老人会を
開く、文化施設で展示即売会を行う等）に
ついては、施設の設置目的にかかわら
ず、通常の利用と態様が異ならないことを
もって、対象者や目的を広く解し、目的の
範囲内の利用として取扱うことが適当で
あるとの回答と解してよろしいか。補助金
適正化法等との関係も含めて回答いただ
きたい。

D Ⅰ

　普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に
特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及
びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなけれ
ばならないこととされており、各団体が地域の特性等に
応じて条例で施設の目的等を広く定め、本来の目的の
範囲内で使用できることとする取扱いは可能であると考
えられる。

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

　貴省の回答にあるように、各団体が地域
の特性等に応じて条例で施設の目的等を広
く定め、本来の目的の範囲内で使用できる
こととする取扱いは可能である。本提案で
は、利用の態様に着眼し、目的外使用許可
を指定管理者に代行させるものであり、利
用の目的に着眼するものではない。
　条例で目的等を幅広く定めるに当たって
は、「その他住民の福祉全般」と捉えること
となる。施設の設置目的を特段の目的に限
定せず、住民の福祉全般とする可否につい
て、補助金適正化法との関係も含め、貴省
ではどのような解釈をされるか伺いたい。
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多治見市 総務省

第百五十八条　（略）
２　（略）
３　普通地方公共団体の長は、第一項の条例を制定し又は改廃したときは、
遅滞なく、その要旨その他の総務省令で定める事項について、都道府県にあ
つては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に届け出なければならな
い。
　（予算の送付、報告及び公表）
第二百十九条　（略）
２　普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合に
おいて、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちにこれを
都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、
かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
　（決算）
第二百三十三条　会計管理者は、毎会計年度、政令の定めるところにより、
決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書
類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
２～５　（略）
６　普通地方公共団体の長は、決算をその認定に関する議会の議決及び第
三項の規定による監査委員の意見と併せて、都道府県にあつては総務大
臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表
しなければならない。
　（条例の制定改廃の報告）
第二百五十二条の十七の十一　第三条第三項の条例を除くほか、普通地方
公共団体は、条例を制定し又は改廃したときは、政令の定めるところにより、
都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事にこれを報
告しなければならない。
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機構改革の
市長専決

地方自治法
第158条

第百五十八条　普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌さ
せるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普
通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務
については、条例で定めるものとする。
２　普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普
通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう
十分配慮しなければならない。
３　普通地方公共団体の長は、第一項の条例を制定し又は改廃したときは、
遅滞なく、その要旨その他の総務省令で定める事項について、都道府県にあ
つては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に届け出なければならな
い。

自治体の内部組織の機構改革
を首長専決に委ねるもの。

地方自治法第158条によると、自治体の内部
組織の設置及び事務分掌は条例事項とされ、
議会の承認を得るものとされているが、首長
の専決事項とするもの。

自治体の内部組織は、行政組織の執行体制の問題で
あるため、本来首長の権限に属するものであり、首長の
専決事項とすべきと考える。

C Ⅰ

　地方公共団体の内部組織については、その事務及び
事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配
慮しなければならないものであることから、長の直近下
位の内部組織について、住民自治・住民監視の観点か
らも条例で定めることとしているところ。
　よって、これらについて安易に首長の専決事項とすべ
きではない。

国では各行政機関の役割のみ法律
（各省設置法）で規定され、部局の
設置は政令（各省組織令）で規定さ
れている。比較して、普通地方公共
団体では長の直近下位に限定され
るとは言え、内部組織の構成が条例
によって規定される必要があるとい
うのは、行政機構の臨機応変な組織
再編を妨げ、行政の柔軟な対応を困
難としているのではないか。普通地
方公共団体の組織構成が国よりも
厳しく議会に拘束される理由を明確
にするとともに、右提案主体の意見
も踏まえ再度検討し、回答された
い。

市長は住民の直接選挙によって信任され
た自治体の執行の長であり、その自治体
の内部組織のあり方については首長の強
いリーダーシップの下に整備されるべきで
あると考える。
また、首長の内部組織案が議会で安易に
否認されうる現行法では、自治体の執行
権を首長に託した住民の選択が無効にな
る可能性がある。

C Ⅰ

　長の権限は総合行政主体である地方公共団体の事務
の総合調整等、全般に渡っており、こうした権限を分掌
する組織については、その設置の抑制等も含め、議会
によるチェックが必要である。
　なお、特区室の検討要請中の見解に対しては、議院内
閣制と大統領制といった制度の差異から一概に国と地
方を比較することは困難であるが、国においても、分担
管理原則のもと、内閣の直近下位である各府省につき
設置法を置いているところであり、この点について、政令
に委ねることとはされていないところ。

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

長の権限は、地方自治法第１４７条（長の統
括代表権）、第１４８条（事務の管理及び執
行権）などで明確に担保されている。長の執
行権の範疇といえる内部組織案が議会で
否認されうる現行法では、現実的には長の
権限が担保されているとは言い難い。長の
執行権を現実的に担保するには、行政機構
を市長の専決にすることが必要であると判
断できるので、再考願いたい。
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執行機関の
条例による
設置

地方自治法
第138条の4
第1項

第百三十八条の三　普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共
団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執
行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。
２～３　（略）

地方自治法（昭和22年法律第
67号）第138条の4第1項によれ
ば、普通地方公共団体の執行
機関の設置は、法律によること
とされている。本提案は、執行
機関を条例により設置すること
を可能とするものである。

多治見市では、市民の権利救済制度の一環
として調査・勧告等を行う機関の設置を検討し
ている。この機関については高い独立性が求
められ、現在設置が認められている執行機関
の附属機関として設置するには、権限・所掌
範囲共に不十分であると考えている。この制
度の実効性を担保するためには、独自の権限
を持つ機関を設置する必要がある。
昨今の社会情勢や不祥事等に鑑み、現行の
制度では対処できない問題やニーズに対応し
ていくため、地方自治の本旨に則り自治体の
内部組織のあり方について自由度を拡大する
ため、条例による執行機関の設置を可能とす
るよう提案する。

第9次提案の際の再回答において、憲法第92条により
地方公共団体の執行機関の設置は法律によることが必
要とのことであったが、人事委員会及び公平委員会の
設置については人口要件により選択的に条例に委ねら
れているところであるし、また、教育委員会・農業委員会
の選択的設置に関しても議論がなされているところ。地
方公共団体の執行機関の組織の形態等について、可能
な限り地域の実情に応じて条例等により行うことができ
るよう検討されたい。

C Ⅰ

行政委員会制度にについて弾力化することは必要と認
識しているが、憲法上、地方公共団体の組織及び運営
に関する事項は法律で定めることとされている（日本国
憲法第９２条）。
　地方公共団体の執行機関は、独自の執行権限をも
ち、その担任する事務の管理及び執行に当たって自ら
決定し、表示しうるものであり、その設置は地方公共団
体の根本組織に関するものである。
　このため、その設置は法律によることが必要である。
法律によることなく、条例によって執行機関を設置する
ことは困難である。

提案主体の求めている機関の実現
に向け、現行法に規定のある監査
委員の事務を拡大し、住民からの行
政改善や苦情等の提言を受け、地
方公共団体の事務の執行状況等を
調査し、行政実務の改善を促すよう
な運用ができないか。右提案主体の
意見も踏まえて再度検討し、回答さ
れたい。

本市において設置を検討している機関
は、行政改善・苦情処理や、職員による公
益通報制度の一環として調査・勧告等を
行うことを想定している。この機関は、行
政の財務的側面の監視ではなく、行政活
動の妥当性や市民の権利救済を目的とし
ており、現在設置が認められている執行
機関の附属機関として設置するには、権
限・所掌範囲共に不十分であると考えて
いる。法律で定められた全国一律の執行
機関制度では対応しきれない住民ニーズ
に応えていくため、条例による執行機関
の設置を可能とするよう検討をお願いした
い。

C Ⅰ

貴市において設置を検討されている機関は、行政活動
の適法性等について調査や勧告を行うように考えられ
る。この場合、監査委員と所掌事務と権限が重複すると
考えられるものであるため、これを執行機関として認め
ることはできない。

右提案主体の意見に記載の
ある業務内容について、現
行法に規定のある監査委員
の業務を拡大し、実現する
事ができないか、再度検討し
回答されたい。

　本市において設置を検討している機関
は、①市民からの直接の権利侵害（苦情）
申立てを契機として調査・勧告等を行うこと
により、市民の権利利益の保護が目的であ
る点、②意見表明は合議を必要とせず、委
員それぞれによる調査・勧告・意見表明が
可能である点、③申立者に対し、別の方法
により解決することがより適切である場合
に、別方法の教示を担保する点等、適法・
適正の確保や費用対効果・合理化を旨とす
る監査委員の職務とはその目的及び内容
が異なるものと考えている。

1
0
2
9
0
5
0

多治見市 総務省

「行政財産への広告掲出」を、
私法上の契約のみで実施でき
るようにする。

　駅自由通路等の行政財産を活用しながら地
域企業の情報発信の場を広く提供することに
より、地域経済の活性化を図る。
　具体的には、「行政財産への広告掲出」を私
法上の契約のみで実施できるようにし、広く募
集する中で（地域企業を中心に）公の場にふさ
わしい広告を選定しながら実施できるようにす
るものである。
　現行法上では、「申請のあった者に対する許
可処分」として実施することになるが、より広く
公募することにより、公の場の掲出にふさわし
く地域経済の活性化につながる企業情報を、
広く収集・発信することが可能となる。

提案理由
　地域経済の活性化を図るため、行政財産の有効活用
を図れるようにする。
代替措置
　審査機関を組織するとともに基準を設けて運用するこ
とにより、行政財産の適正な使用及び掲載する広告の
適正さを確保することができる。契約にも、一方的に削
除や訂正を求めることができることなどを明記することな
どにより、適切に運用できるよう万全を期す。

D －

ご要望については、複数の申請者から申請を行わせ、
これについて目的外使用許可を行うこととするといった
弾力的な運用により、現行制度で対応可能であると考
える。

広告物の掲載について、広く公募を
し、かつ目的外使用許可を得ること
で対応が可能という解釈でよいか、
右提案主体の意見も踏まえて再度
検討し、回答されたい。

行政財産の目的外使用については、その
本来の用途・目的を妨げることのないよう
制限が加えられているものである。壁面
等を利用した広告掲出は、本来の機能を
縮小するものではなく行政財産の用途・目
的を妨げないことが明らかである。既存ス
トックを有効に活用しながら経済の活性化
を図ることは現代社会の潮流に沿ったも
のであり、昭和30年代からの変わらぬ運
用は、時代にそぐわなくなっている。なお、
使用許可手続きでは公募の形が取れな
いこととなっているが、広く平等に運用す
るには公募の形をとることが好ましい。

-D 総務省熊谷市
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  本市では、民間事業者等の提案を広く受
け入れながら市有資産の活用（広告媒体
等）による地域経済の活性化等を実施した
いと考えている。現行制度で対応可能とは、
「企画提案を含む公募をし、その最良案を
提案した者に使用許可の申請をさせるとと
もに、その企画提案による使用料を徴収す
ることが可能である。」と解して良いか。
　その場合、条例に具体的な額等は示さ
ず、「広告媒体として使用する場合は、受益
や需要の程度を勘案して市長が定める額」
等、条例に市長への委任規定を設け、媒体
ごとの額等企画提案内容を柔軟に反映でき
るようにすることが可能であると解して良い
か。

行政財産への広告掲載については、目的外使用許可に
よるべきであるが、申請者を広く公募により募ることとす
る運用も可能である。

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

地方自治法
第158条第3
項、第219条
第2項、第
233条第1項
及び第6項､
第252条の17
の11

0
4
0
0
5
0

県知事への
各種届出義
務を廃止す
る特区

0
4
0
0
3
0

行政財産の
使用許可及
び使用料に
関する規制
緩和

地方自治法
第238条の4

条例の制定・改廃及び予算に関する市町村の
届出義務（地方自治法第158条、第219条、第
233条、第252条の17の11）を廃止することによ
り、これらに関する事務の簡素化、効率化を図
る。

市町村において、条例の制定
改廃及び予算を都道府県知事
に届け出ることが義務付けられ
ているが、この届出義務を廃止
する。

C

現実的には、都道府県が広域にわたる事務や市町村の
連絡調整に関する事務を適時適切に行うにあたっては、
地方自治法（以下「法」という。）第245条の4の規定に基
づく資料等の提出の請求を行い、条例及び予算だけで
なくそれらに付随する関連する事項について調査を行う
ケースが一般的であり、届出義務の規定により提供され
た市町村の組織、予算・決算、条例といった基本的な事
項を都道府県が有効に活用しているか、疑問である。も
し、有効に活用されていないのであれば、それは実務上
必要のない事務であるか、又は都道府県の事務処理上
の問題であるため、まずこの届出義務に関する事務に
ついての評価を行い、実務上不要であるならば、届出義
務の規定を廃止し、法第245条の4の規定による資料請
求の規定に一本化することが現実的ではなかろうか。

Ⅰ

　地方自治法第252条の17の11の規定は、都道府県が
広域にわたる事務や市町村の連絡調整に関する事務を
適時適切に行うに当たって、都道府県が市町村の組
織、予算・決算、条例といった基本的な事柄について確
実に把握しておくためのものである。
　届け出られたものの有効な活用について、まずは岐阜
県と県内市町村との間で検討していただきたいと考えて
いる。

右提案主体の意見を踏まえて再度
検討し、回答されたい。

事務の簡素化及び効率化並びにコストの
削減の観点からいえば、現在の方法によ
る県への各種届出義務は削除すべきであ
る。県が市町村の基本的な事項を把握す
る必要があるのならば、法第245条の4に
よれば現実的には可能であり、市町村に
届出義務を課すという方法によって県の
把握義務を担保する必要はないのではな
いか。
なお、この届出の方法については現在岐
阜県と検討中であることを申し添えてお
く。

ⅠC

地方自治法第252条の17の11の規定は、都道府県が広
域にわたる事務や市町村の連絡調整に関する事務を適
時適切に行うに当たって、都道府県が市町村の組織、
予算・決算、条例といった基本的な事柄について確実に
把握しておくために必要なものである。貴市のご意見の
とおり、事務の簡素化及び効率化は重要なことであり、
届出方法の改善について岐阜県との間で検討していた
だきたいと考えている。

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

　情報公開の推進、通信技術の進歩等によ
り、ホームページ等で市町村の基本的情報
を比較的容易に得ることができること等を考
えると、都道府県は市町村からの報告によ
ることなく情報収集が可能であり、不足する
部分の情報については法第245条の4の規
定による資料請求をすれば、それで足りる。
事務の簡素化及び効率化並びにコスト削減
の観点からも、法第252条の17の11等の規
定による市町村の報告義務は必ずしも必要
ないと考える。
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 04　総務省（特区第10次　再々検討要請）

管
理

コ
ー

ド

具体的事業
を実現するた
めに必要な
措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置
の分
類

措置
の内
容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

提
案
事
項
管

理
番
号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
4
0
0
8
0

議会への附
属機関に相
当する機関
の設置

地方自治法
第138条の4
第3項

第百三十八条の三　（略）
２　（略）
３　普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間
にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければな
らない。

一定の所掌の下に、議会の発
意による事案も取扱い、議会の
閉会中においても活動可能な
機関を条例により設置すること
を可能とする。

議会における政策形成の充実及び市民参加
の推進を図るため、一定の所掌の下に、議会
の発意による事案も取扱い、議会の閉会中に
おいても活動可能な機関を条例により設置す
る。
具体的には、特別職報酬等審議会等が考えら
れる。

議会への附属機関の設置は、第28次地方制度調査会
で市議会議長会等から要望があったところ。また、同調
査会の答申において「住民参加の取組が遅れていると
いった指摘」との言及もあったところ。
議会は、住民の代表である議員により構成される合議
制の議事機関であり、多様な意思や見解を議会議論に
反映させる手法の充実が必要である。また、議会におけ
る政策形成の充実のため、議案に限定されることなく、
自らの発意に係る事案についても、多様な意思や見解
を議会議論に反映させることが必要である。
このような機関の設置にあたっては、附属機関という名
称に拘るものではないが、条例を以って設置することが
適当である。
具体的には、議会が議員報酬の見直しを行うにあたり、
首長からの提案を待つことなく、自ら、多様な意思や見
解を反映させる場を持つことを可能とするものである。

C Ⅰ

　附属機関とは、執行機関の行政執行のためなどに必
要な調査や諮問等を行う機関である。
　一方、議会は住民の代表である議員により構成される
合議制の議事機関として、自らが多様な意思を反映さ
せて意思決定を行う機関であり、その性格上附属機関
の設置はなじまない。
　なお、ご提案については第２８次地方制度調査会で市
議会議長会等から要望があったが、上記の考え方を踏
まえつつ、議会における審議機能を充実させることが重
要であるという見地に立ち、議会が議案の審査等に係
る専門的事項について学識経験者等に調査・報告をさ
せることができることとすべき旨答申をいただいたところ
であり、これを踏まえ、今般の地方自治法改正を行った
ものである。

右提案主体の意見を踏まえて再度
検討し、回答されたい。

御省の回答は、議会における審議機能を
充実させることに鑑み、附属機関の設置
ではなく、専門的知見の活用を制度化さ
れたとの趣旨であると考える。
そこで、専門的知見の活用については、
創設されたばかりの制度でもあり、その詳
細について知見がないため、附属機関と
の相違につき、その機能、権限、組織等
の観点から、ご教示願いたい。
具体的には、一定の所掌を持つこと、議
案外の事項の取扱い、議会閉会中の活
動、建議の可否について、御教示願いた
い。

C Ⅰ

　専門的知見の活用は、議会における議案の審査等に
関し専門的知見の活用が必要となった場合に、一定の
調査研究を行った上での報告を求めることができるよ
う、学識経験者等に専門的事項に係る調査をさせること
ができることを法律上明確に位置づけたものである。
　従って、閉会中においても「審査」又は「調査」が議会
において行われている限りにおいて本制度を活用するこ
ろは可能である。
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条例の制定
改廃に伴う
予算議案の
議員提出

地方自治法
第149条第1
号及び第2号

第百四十九条　普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任す
る。
　一　普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出
すること。
　二　予算を調製し、及びこれを執行すること。
　三～九　（略）

議員（委員会を含む。）による条
例の提案に際し、これに伴う予
算議案の提出を可能とする。

議員による条例の提案に際し、これに伴う予
算議案の提出を可能とすることにより、議員の
条例提案権を強化し、議員により提案され、可
決成立した条例の運用を担保するとともに、
予算の不可分一体性を維持する。

地方自治法第222条の解釈においては、新たに予算を
伴う条例案の議員提案にあたっては、執行機関と連絡
のうえ、財源の見透しを得る必要があるとされているとこ
ろ。
このため、このような条例については、議員の条例提案
に対し、首長の関与が前提として想定されていると言え
る。
また、このような条例については、可決成立しても、首長
が対応する予算議案を提出しない限り、実質的な運用
が行われない可能性があり、更に、現に議決された予
算に含まれない予算措置が必要となり、予算の不可分
一体性を損なうこととなる。
そもそも、このような条例の議員提案にあたっては、予
算措置についても、首長に転嫁することなく、政策立案
の一環として、議員自ら提案することが望ましい。
このため、議員の条例提案権に対する首長の関与を排
し、その運用の実質を担保するとともに、予算の不可分
一体性の維持のための制度的な保証を求めるものであ
る。

C Ⅰ

地方議会は執行機関ではなく、執行権を付与することは
執行機関と議会の関係という地方自治制度の根幹に関
わる事項であり慎重な検討が必要。
　また、予算を伴う事務については、予算は不可分一体
であり、その執行権限は執行機関である長に専属して
いる。
　議事機関である地方議会に予算の執行権限を付与す
ることについては議会と長の関係という地方自治制度の
根幹にも関わる事項であり慎重な検討が必要。

右提案主体の意見を踏まえて再度
検討し、回答されたい。

まず、本件は、予算を伴う事務の取扱い
ではなく、新たに予算を要することとなる
条例案の提出に伴う予算議案の提出の
問題であることを、確認されたい。
このような条例を提案する場合において
は、実態として、首長の事前の合意が必
要となっている。議会における政策形成
の向上が必要であることにも鑑み、このこ
とを課題としているものである。
また、予算の不可分一体性を実質的に損
なう可能性があることにも留意する必要
があるものである。
更に、自治体をめぐる向後の状況に鑑
み、議会議員が予算審議を充分に行える
素地を形成していく必要がある。このた
め、必要な場合にあっては議会議員が予
算立案することも可能とするようにすべき
である。

C Ⅰ

首長は総合行政主体たる地方公共団体の長として行政
の執行に関し統括的な責任を有しており、条例の制定改
廃に伴う予算措置についても執行機関である長に専属
している。

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

　御省の回答の趣旨が明確でないが、現行
法の解釈については、当然に承知してい
る。
　本提案は、現行法における課題として、議
員の条例提案権に対する首長の関与を排
し、その運用の実質を担保するとともに、予
算の不可分一体性の維持のための制度的
な保証を求めるものである。このことにつ
き、まず、課題として認識されているのか否
かを御回答されたい。
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特別多数決
による議決
事件を条例
により追加す
る

地方自治法
第116条

第百十六条　この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の
議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
２　前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しな
い。

特別多数決をもって議会の表決
とする議決事件を条例により追
加することができることとする。

特別多数決をもって議会の表決とする議決事
件を条例により追加する。

地方自治法第116条においては、議会の表決は過半数
議決を原則としつつ、別段の定めにおいて、特別多数決
（2/3以上）とする議決事件を定めているところ。
自治体の自己決定・自己責任が求められており、議会
が団体意思の決定を行うにあたり、何を以って議会の表
決とするかについては、団体自治の観点からも、各団体
において定めることが望ましい。
特別多数決とする議決事件を追加するにあたっては、議
会における意思決定のルール及び議案の提案者〔議員
及び委員会並びに首長〕と議会との関係が安定的であ
る必要があり、また、機関意思としての議会の判断に委
ねるべきではなく、団体意思として決定すべきであること
から、議会規則ではなく、条例により定めることとする。
このため、特別多数決をもって議会の表決とする議決事
件を条例により追加することができるよう求めるもので
ある。

C Ⅰ

代議制民主主義における議会の意思決定は過半数を
原則としているところであり、慎重な判断を要するものに
ついては例外として特別多数議決が限定列挙されてい
る。
　ご提案の内容は、議会における意思決定のルールや
長と議会の関係が不安定になるとともに恣意に流れる
おそれがあり、統一的な制度のもとで実施されるのが望
ましいものと考える。

右提案主体の意見を踏まえて再度
検討し、回答されたい。

御省の回答の趣旨が必ずしも明確ではな
いが、特別多数決をもって議会の表決と
する議決事件を定めるにあたっては、条
例により定めることとしているため、意思
決定ルール等が不安定になるとは言えな
い。
また、「恣意」という表現を、条例に対し使
用しているのか、特別多数決による議決
に対して使用しているのか判然としない
が、いずれにしても、自治体の条例及び
議会の議決を指し、適当な表現ではない
と考える。
なお、本件については、統一的な制度と
の視点ではなく、団体自治の観点から
各々の自治体に委ねることが適当と考え
る。

C Ⅰ

　代議制民主主義における議会の意思決定は過半数を
原則としているところであり、慎重な判断を要するものに
ついては例外として特別多数議決が限定列挙されてい
る。
　（ご提案の特別多数議決事件を条例で定めるにあたっ
て、将来にわたり議会と長の双方が常に納得する形で
行われるとは限らない。
　ご提案の内容は、議会の一方的な判断により議決の
要件を加重することを認めることとなるものであり、議会
における意思決定のルールや議会と長の関係を不安定
にするおそれがあることから認められないとしているも
のである。）

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

　本件においては、特別多数決とする議会
の表決とする議決事件を追加するにあたっ
ては、条例により定めるとしているところで
ある。
　条例により定めることから、議会における
意思決定のルール及び議案の提案者〔議
員及び委員会並びに首長〕と議会との関係
が不安定になることはない。
　なお、条例の制定改廃は、議会の議決事
件であり、首長の納得が要件とされるもの
ではない。
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議会の所掌
に関する事
務の議会に
おける執行

地方自治法
第149条第2
号、第180条
の2、第180
条の7

第百四十九条　普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任す
る。
　一　（略）
　二　予算を調製し、及びこれを執行すること。
　三～九　（略）
第百八十条の二　普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部
を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団
体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助
する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又
はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理
に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める
普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。
第百八十条の七　普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属す
る事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団
体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事
務所、支所若しくは出張所、第二百二条の四第二項に規定する地域自治区
の事務所、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区の事務所
若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通
地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機
関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を
調査させることができる。ただし、政令で定める事務については、この限りでは
ない。

議会の所掌に関する事務につ
いて、議会が自ら執行すること
を可能とする。

議会においては、その所掌に関する事項につ
いても自ら執行できず、具体的には、会議録
の調製や議会広報の発行などについても、市
長名で契約を締結しているところである。
議会の所掌に関する事務について、議会が自
ら執行することを可能とすることにより、専門
的知見の活用等の取組みを制度的に担保す
るとともに、議会の所掌に関する事務につい
て、責任の所在を明確にすることにより、議会
の自主性・自律性を担保する。
具体的には、会議録の調製、議会広報、実費
弁償等、議会の所掌に関する事務を議長にお
いて執行するものである。

議会と首長は、それぞれ独立の立場において相互に牽
制しあうべきものであるが、議会については、執行権が
付与されていないため、その所掌に関する事項につい
ても、首長において執行されているところ。
会議録の調製や議会広報の発行などのほか、専門的知
見の活用等、また、第28次地方制度調査会の答申にあ
る「公聴会、参考人制度の活用」や「ケーブルテレビ、イ
ンターネット等の手段を用いた議会の審議状況の中継」
などについても、議会と首長の間の政治的な見解の相
違等によって、その実施が拒まれる可能性がある。
これらの取組みを担保するためには、首長の関与につ
いて、政治的な対応や対立による解決に期待するので
はなく、制度的な保証を行うことが必要である。
一方、議会の意思に基づく事務であっても、首長が執行
することにより首長がその責任を問われる可能性があ
り、責任の所在が不明確となっており、明確化すること
が必要である。

C Ⅰ

　予算は不可分一体であり、その執行権限は執行機関
である長に専属している。
　議事機関である地方議会に予算の執行権限を付与す
ることについては議会と長の関係という地方自治制度の
根幹にも関わる事項であり慎重な検討が必要。

現行法では、議会の行う事務につい
ての予算執行権が首長にあるため、
議会が必要とする調査等を外部へ
発注する場合、首長が同意しなけれ
ば実施できないといった事態も想定
される。
また、国会においては予算執行が可
能となっており、地方公共団体にお
いても国と同様の執行制度を導入す
る可能性を検討できないか。
右提案主体の意見も踏まえて再度
検討し、回答されたい。

国の予算執行については、知見がない
が、財政法第20条第2項及び同法第31条
第1項の規定によると、国においては、両
院が自ら予算執行を行っていると考える。
これに対し、自治体においては、議会が
一切の執行ができないことにより、議会が
その権能を発揮するにあたり、実態的に
首長の合意を要することとなっている。
慎重な検討が必要であることには、異論
はない。
しかしながら、このことを課題として認識さ
れているのか、今後、検討する意思があ
るのか、更に、検討されるのであれば、そ
の予定について、御回答されたい。

C Ⅰ

議会は、地方公共団体の機関の１つである。また地方公
共団体の予算は不可分一体であり、その執行権限は執
行機関である長に専属している。議会に予算執行権を
付与することについては議会と長の関係という地方自治
制度の根幹にも関わる事項であり慎重な検討が必要。
なお、国権の最高機関であり独立の人格を有する国会
と地方公共団体の機関の一つである地方議会を単純比
較するのは適当ではない。

地方自治制度の根幹に関わ
る事項との回答であるが、予
算編成するのは首長であ
り、その執行を議会が行うこ
とについて弊害は無いと思
われる。右提案主体の意見
も踏まえて再度検討し回答さ
れたい。

　議会と首長は、それぞれ独立の立場にお
いて相互に牽制しあうべきものであるが、議
会が首長に対し、政策提案や監視機能を発
揮する際にあっても、議会と首長の間の政
治的な見解の相違等によって、その権能の
発揮が拒まれる可能性がある。
　一方、議会の意思に基づく事務であって
も、首長が執行することにより首長がその責
任を問われる可能性があり、責任の所在が
不明確となっている。
　なお、自治体は2元代表制を採っているこ
とから、議会の首長からの独立性は、より強
く要求されるものであり、国と単純比較して
いるものではない。
　このことにつき、課題として認識されてい
るのか否かを御回答されたい。
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多治見市 総務省
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障害者支援
施設等との
役務提供に
かかる随意
契約の可能
化

地方自治法
施行令第167
条の2第1項
第3号

　（随意契約）
第百六十七条の二　地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契
約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
　一・二　（略）
　三　身体障害者福祉法 （昭和二十四年法律第二百八十三号）第二十九条
に規定する身体障害者更生施設、同法第三十一条 に規定する身体障害者
授産施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 （昭和二十五年法律
第百二十三号）第五十条の二第三項 に規定する精神障害者授産施設、同条
第五項 に規定する精神障害者福祉工場、知的障害者福祉法 （昭和三十五
年法律第三十七号）第二十一条の六 に規定する知的障害者更生施設、同法
第二十一条の七 に規定する知的障害者授産施設若しくは小規模作業所（障
害者基本法 （昭和四十五年法律第八十四号）第二条 に規定する障害者の地
域における作業活動の場として同法第十五条第三項 の規定により必要な費
用の助成を受けている施設をいう。）において製作された物品を普通地方公
共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、高年齢者等の雇用の安
定等に関する法律 （昭和四十六年法律第六十八号）第四十一条第一項 に規
定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項 に規定するシルバー
人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供
を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法 （昭和三十九年法律第百二十九号）
第六条第六項 に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される
者が主として同項 に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているも
の及び同条第三項 に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子
福祉団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をす
るとき。
　四～九　（略）
２～４　（略）

地方自治法施行令で定められ
ている地方公共団体が随意契
約を行うことができる範囲につ
いて、障害者支援施設等から役
務提供を受ける場合も対象とす
る。

社会福祉団体や障害者支援施設等が行う事
業で、その事業に従事する者が主として障害
者であるものに係る役務の提供を地方公共団
体が受ける場合、随意契約を可能とする。役
務の内容については、公園の清掃業務等、単
純労務でかつ反復する業務を想定している。
（別紙有）

就労促進が大きなテーマの一つである障害者自立支援
法が施行された中、障害者に対して「働く場」を創出する
必要がある。役務提供が随意契約の対象とされていな
い現状では、事業規模拡大には限度があり、「働く場」の
拡充は難しい。障害者福祉の増進という政策目的の観
点から見れば、物品購入と役務提供の両者は共に目的
になじむものであり、役務提供のみ随意契約の対象でな
いことは不適切と考えられる。また、第９次提案の省庁
回答「知的障害者授産施設等がどのような役務提供を
行うのか法令上明らかでなく、施設の所管省庁により役
務提供が施設の目的として明確に位置づけられるなら
ば検討の余地がある」については、骨太の方針で、努力
する意欲はあるが障害等のために困難な状況に直面し
ている人の「再チャレンジ」支援を図るとされており、この
観点から、国策として各省庁が一体的に法令上の問題
点等の課題を解決し、本提案を実現頂きたい。（別添
有）

C －

現行制度上、随意契約によることが認められるものは、
随意契約による方が経済性を発揮できるもの、契約の
相手方が自ずから特定されるもの、契約の履行を特に
確保する必要があるもの、競争入札に付するまでもない
もの、少額の契約について事務処理の合理化を図るも
の、競争入札に付することにより支障を来してしまうよう
なものである。
　障害者支援施設等は、障害者の職業訓練等により就
業を支援することを目的としており、これらの施設におい
てその活動の成果として製作された物品を買い入れる
契約については、随意契約事由として認められていると
ころ。一方、これらの施設からの役務の提供は、その内
容が法令上明確でなく、上記の随意契約の方法による
ことができる事由としては、客観的に認められない。ご
提案のような役務提供が施設の目的として明確に位置
付けられるものであれば、随意契約の要件として認める
ことも検討の余地があると考えられる。

右提案主体の意見を踏まえ、授産
施設等からの役務提供を随意契約
の要件に加えることについて、再度
検討し、回答されたい。

貴省回答では「役務提供が施設の目的と
して明確に位置づけられるものであれば
随意契約の要件として認めることも検討
の余地がある」と提案実現の可能性を示
されているが、障害者支援施設等の所管
省庁である厚生労働省は、当市提案に対
し「障害者の積極的な就労支援推進のた
め、政令の改正は必要である」との回答を
されていることから、貴省と厚生労働省等
と連携を図ることで、提案の実現は可能で
あると考えられる。障害者の働く場の創出
のため、早期の提案実現に向けて積極的
なご対応をお願いしたい。

C －

　障害者支援施設等の役務提供を施設の目的として法
令上明確に位置付けることについて、厚生労働省にお
いて検討がなされているところであるが、現時点では随
意契約の方法によることができる事由としては客観的に
認められないと考えているところ。

右提案主体の意見を踏ま
え、授産施設等からの役務
提供を随意契約の要件に加
えることについて、再度検討
し回答されたい。

　障害者の働く場の創出のため、厚生労働
省など関係省庁等との連携を図られ、早期
の提案実現に向けて積極的なご対応をお
願いしたい。
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岐阜市
総務省

厚生労働省
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 04　総務省（特区第10次　再々検討要請）

管
理
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ー

ド

具体的事業
を実現するた
めに必要な
措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置
の分
類

措置
の内
容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

提
案
事
項
管

理
番
号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁
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障害者を多
数雇用する
企業との優
先契約

地方自治法
施行令第167
条の2第1項
第3号

　（随意契約）
第百六十七条の二　地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契
約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
　一・二　（略）
　三　身体障害者福祉法 （昭和二十四年法律第二百八十三号）第二十九条
に規定する身体障害者更生施設、同法第三十一条 に規定する身体障害者
授産施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 （昭和二十五年法律
第百二十三号）第五十条の二第三項 に規定する精神障害者授産施設、同条
第五項 に規定する精神障害者福祉工場、知的障害者福祉法 （昭和三十五
年法律第三十七号）第二十一条の六 に規定する知的障害者更生施設、同法
第二十一条の七 に規定する知的障害者授産施設若しくは小規模作業所（障
害者基本法 （昭和四十五年法律第八十四号）第二条 に規定する障害者の地
域における作業活動の場として同法第十五条第三項 の規定により必要な費
用の助成を受けている施設をいう。）において製作された物品を普通地方公
共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、高年齢者等の雇用の安
定等に関する法律 （昭和四十六年法律第六十八号）第四十一条第一項 に規
定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項 に規定するシルバー
人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供
を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法 （昭和三十九年法律第百二十九号）
第六条第六項 に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される
者が主として同項 に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているも
の及び同条第三項 に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子
福祉団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をす
るとき。
　四～九　（略）
２～４　（略）

障害者が健常者と一緒になって
働ける環境を普及させるために
は、ハードのバリアフリー、グ
ローバルデザインだけでなく、ソ
フトの面で障害者を受け入れて
いる企業を顕彰し普及させるこ
とが重要である。地方自治体や
国などが企業から調達しようと
する場合に、公平原則だけでな
く、こうした障害者に雇用機会を
与えている企業を優先して調達
することを可能にする。

随意契約に当たっては、他の条件が等しけれ
ば、障害者を多数雇用している企業を優先す
る。

障害者が健常者と共生できる社会実現を更に一層促進
するために、率先して障害者を雇用している企業を顕彰
し、他の範とする。

C Ⅱ

　現行制度上、随意契約によることが認められるもの
は、随意契約による方が経済性を発揮できるもの、契約
の相手方が自ずから特定されるもの、契約の履行を特
に確保する必要があるもの、競争入札に付するまでもな
いもの、少額の契約について事務処理の合理化を図る
もの、競争入札に付することにより支障を来してしまうよ
うなものである。ご提案の内容については、これらの随
意契約の方法によることができる事由としては、客観的
に認められないもの。なお、障害者を多数雇用している
事業者であっても営利事業者であり、指名競争入札に
積極的に指名する等の手法で契約機会の拡大を図るこ
とが可能である。

本提案内容は、随意契約の対象の
拡大を求めているのではなく、障害
者を多数雇用する企業と優先的に
契約するような措置を求めている。
具体的には、入札時に同額入札
だった場合に、上記企業と優先的に
契約すること等を求めている。
本提案内容について、再度検討し回
答されたい。

C Ⅱ

　地方公共団体の入札契約においては、入札参加資格
及び入札条件を満たした入札参加者についてはすべて
平等に取り扱われるべきである。これは同価の入札で落
札者となるべきものが２人以上ある場合においても同様
であり、その方法として最も公平である「くじ」で定めるこ
ととしている。
　なお、障害者を多数雇用している事業者であっても営
利事業者であり、指名競争入札に積極的に指名する等
の手法で契約機会の拡大を図ることが可能である。

「再チャレンジ」が重要な政
策課題として位置付けられ
ている中、本提案は障害者
の雇用を支え、社会参加を
促すものとして重要である。
同価の入札であれば財政的
負担は異ならないため、各
地方公共団体の政策的判断
として障害者を多数雇用す
る企業を優先的に採用でき
る、という選択肢も用意され
るべきと考える。再度検討し
回答されたい。
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社団法人日
本ニュービ
ジネス協議
会連合会

総務省
経済産業省

○地方自治法施行令
第百六十七条の二　地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契
約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
四　新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定
めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生
産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契
約をするとき。
○地方自治法施行規則
第十二条の三の二　普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十
七条の二第一項第四号の規定により、新商品の生産により新たな事業分野
の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産により新たな事業分野の開
拓を実施しようとする者（新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施
する法人を設立しようとする者を含む。）に当該新たな事業分野の開拓の実施
に関する計画（以下本条において「実施計画」という。）を提出させ、その実施
計画が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するもの
とする。
一　当該新たな事業分野の開拓に係る新商品が、既に企業化されている商品
とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は
既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであつても既存の商品
とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると
認められること。
二　当該新たな事業分野の開拓に係る新商品が、事業活動に係る技術の高
度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するもの
と認められること。
三　次項第四号に掲げる事項が新商品の生産による新たな事業分野の開拓
を確実に実施するために適切なものであること。
２　実施計画には、次に掲げる事項を記載させなければならない。
一新商品の生産の目標 二新商品の内容 三新商品の生産の実施時期 四新
商品の生産の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法
３　普通地方公共団体の長は、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を
図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画を
変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適
合するものであることを確認しなければならない。
４　普通地方公共団体の長は、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を
図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画
（前項の規定による変更の確認があつたときは、その変更後のもの）に従つて
新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認めるときは、
その認定を取り消すものとする。

○地方自治法
　（公有財産に関する長の総合調整権）
第二百三十八条の二　普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を
図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に
属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、
報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講
ずべきことを求めることができる。
２　普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関
で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、
若しくは第二百三十八条の四第二項若しくは第三項（同条第七項において準
用する場合を含む。）の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれ
に対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第七項の規定による行政
財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとす
るときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならな
い。
３　（略）
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律
　（教育委員会の職務権限）
第二十三条　教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事
務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
　一　教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機
関（以下「学校その他の教育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関するこ
と。
　二　学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」という。）の
管理に関すること。
　三～六　（略）
　七 　校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
　八～十九　（略）
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公民館事務
に関する権
限の移譲

地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律第２
３条第１２号

　（教育委員会の職務権限）
第二十三条　教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事
務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
　一～十一　（略）
　十二　青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関する
こと。
　十三～十九　（略）

教育委員会が担当する社会教
育分野、特に公民館の整備・管
理事務について、地方公共団
体の判断により首長が担当でき
るようにする。

・公民館の整備・管理権限を教育委員会から
首長へ移譲し、住民の多様な活動拠点として
活用する。

現行制度上、教育委員会が担当することとさ
れている社会教育に関する事務については、
地方自治法１８０条の７によれば、教育委員会
から普通地方公共団体の長への委任はでき
ず、首長の補助機関たる職員等への事務委
任に留まっている。社会教育に関する事務、
特に公民館の整備・管理事務に関して、予算
編成権や条例制定権を有する首長の明確な
責任と判断で行えるようになることで、多様な
住民ニーズに的確・迅速に対応できるようにな
り、より効果的・効率的な公民館運営が可能と
なる。

　社会教育に対する住民ニーズは時代の変化とともに
多様化してきている。現在、住民から公民館に対して教
育委員会と市長部局の両方に関連する要望があり、迅
速かつ効率的な対応が困難となっている。これらを解消
し、住民サービスを向上させるためには、住民の代表で
ある首長のもとに公民館を一元化させることが必要であ
る。
　また「経済財政運営と構造改革に関する基本方針
2006」（平成18年7月7日閣議決定）においても「教育委
員会制度については、十分な機能を果たしていない等
の指摘を踏まえ、教育の政治的中立性の担保に留意し
つつ、当面、市町村の教育委員会の権限（例えば、学校
施設の整備・管理権限、文化・スポーツに関する事務の
権限など）を首長へ移譲する特区の実験的な取組を進
める（略）」とされている。
　以上のことから社会教育施設である公民館の整備・管
理権限を教育委員会から地方公共団体の長へ移譲する
ことを求めるものである。

F Ⅰ

骨太の方針２００６（平成１８年７月７日閣議決定）におい
て「市町村の教育委員会の権限（例えば、学校施設の
整備・管理権限、文化・スポーツに関する事務の権限な
ど）を首長へ移譲する特区の実験的な取組を進める」と
された。
　また、自治体からの具体的な提案を受け、先の構造改
革特区の第９次提案等に対する政府の対応方針（平成
１８年９月１５日構造改革特別区域推進本部決定）にお
いては、社会教育について「現行制度上、社会教育に関
する事務については、教育委員会が担当しているとこ
ろ、地方自治体の判断により首長が担当できるよう、政
治的中立性の担保等に留意しつつその条件や範囲を含
め具体的内容を検討する。」とされ、今後検討を進める
こととされたところ。
　これを受け、現在当該制度を所管する文部科学省に
おいて具体的な検討が進められているものと承知してお
り、善通寺市のご提案も踏まえつつ、今後検討が進めら
れるものと考えている。
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本ニュービ
ジネス協議
会連合会

1
1
0
9
2
2
0

－D

「試験調達」の意味が不明であるが、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第４号及び地方自治法施行規則第
１２条の３の２の規定に基づき、一定の要件に該当する
場合には、地方公共団体の長は、新商品として生産す
る物品を随意契約により調達することができる。

－D

「試験地用達」制度において、過去の採用実績を記載さ
せるのは制度的に矛盾している。政策的判断で例えば
創業５年以内の企業から優先調達（随意契約）すること
によって、地域産業の興隆を図ることができる。

新技術内容を採用側で審査して欲しい。また、
試験調達なので、実証実験のつもりで指導願
いたい。

地域における新技術採用品の
当該地域内「官庁の試験調達
の促進（試験調達制度）」及び
同採択手続きの合理化
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地方自治法
施行令第１６
７条の２第１
項第４号及
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法施行規則
第１２条の３
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骨太の方針２００６（平成１８年７月７日閣議決定）におい
て「市町村の教育委員会の権限（例えば、学校施設の
整備・管理権限、文化・スポーツに関する事務の権限な
ど）を首長へ移譲する特区の実験的な取組を進める」と
された。
　また、自治体からの具体的な提案を受け、先の構造改
革特区の第９次提案等に対する政府の対応方針（平成
１８年９月１５日構造改革特別区域推進本部決定）にお
いては、学校施設について「現行制度上、学校施設の
整備・管理に関する事務については、教育委員会が担
当しているところ、地方自治体の判断により首長が担当
できるよう、政治的中立性の担保等に留意しつつその条
件や範囲を検討し、措置する。」とされ、特区対応とされ
たところ。
　これを受け、現在当該制度を所管する文部科学省に
おいて具体的な検討が進められているものと承知してお
り、遠野市のご提案も踏まえつつ、今後検討が進められ
るものと考えている。
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地方自治法
第238条の2
第1項、第2
項
地方教育行
政の組織及
び運営に関
する法律 第
23条第1項第
1号、第2号
及び第7号
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公の施設の
一元的な設
置・管理の容
認

学校、公民館、文化交流施設な
ど、教育委員会が所管する施設
の整備や管理運営を、市長が
行えるようにすること。
教育財産の管理を、市長が行
えるようにすること。

 市長部局や教育委員会の組織的な縦割りを
超えて、市が設置する公の施設の整備や管理
運営、教育財産の管理を、市長が一元的に行
えるようにする。
　現状では、執行機関ごとに施設を整備・管理
運営をしているため、一つの市の施設であっ
ても、一体的な管理運営をすることが認められ
ておらず、教育財産についても市長が管理で
きない状況である。このため、一つの市役所
の中でも、市長部局と教育委員会とのそれぞ
れで施設や財産を管理する担当者を配置する
など、決して効率的な行財政運営に結びつい
ているとは言えない状況にある。
 本提案は、こうした二重行政の弊害を改善
し、小規模な自治体での効率的な行財政運営
につながるものである。

提案理由：本市では、より効率的な施設管理を行うため
に、市が設置している施設の一元的な管理ができない
か検討しているところである。しかしながら、市が設置し
た施設でも、市長が管理できない施設が法律で定めら
れている。そこで、本提案が措置されることにより、市長
が施設管理をひとつの担当セクションで管理できるうえ、
教育行政サイドは、施設管理業務から開放され、地域の
教育課題の解決につながる業務に集中できるので、そ
れぞれの専門性に特化した業務が執行され、より高い
総合的な行政サービスにつながる。

代替措置：本市では、市民センター構想のもと、市長と
教育委員会が、それぞれの独立性と自主性を相互に尊
重しつつ、市長の所轄の下に相互の連絡を図り、一体と
して行政機能を発揮するよう協力する体制が整っている
ので、教育施設の管理を市長が担うことは可能である。
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 04　総務省（特区第10次　再々検討要請）
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(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置
の分
類

措置
の内
容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
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項
管

理
番
号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁
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社会教育、
文化財保護
に関する権
限の区長へ
の移管

地方自治法
第１８０条の
８、地方教育
行政の組織
及び運営に
関する法律
第２３条第１
２・１４号

○地方自治法
第百八十条の八　教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その
他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材
の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その
他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律
　（教育委員会の職務権限）
第二十三条　教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事
務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
　一～十一　（略）
　十二　青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関する
こと。
　十三　（略）
　十四　文化財の保護に関すること。
　十五～十九　（略）

「地方自治法」第１８０条の８（学
校に関することを除く。）並びに
「地方教育行政の組織及び運
営に関する法律」第２３条第１
号、第２号、第３号、第１０号、
第１２号及び第１４号（学校に関
することを除く。）並びに「文化
財保護法」、「社会教育法」及び
「図書館法」中、教育委員会に
関する規定を千代田区教育委
員会には適用しない。

教育委員会の職務権限のうち、以下の権限を
区長に移管することにより、社会教育、文化・
スポーツに関する施策をより一層推進する。
①社会教育
②文化財保護
③上記①と②に関連する施設の設置、管理及
び廃止、教育財産の管理、職員の任免その他
の人事、環境衛生

千代田区では、区民の意思や地域特性をより一層反映
した区政運営を行うため、社会教育、文化・スポーツに
関する事務を区長部局が補助執行し、まちづくり、地域
コミュニティ活性化、子育て、高齢者福祉等の区民生活
に関連する他の施策と一体的に取り組んでいる。
しかし、現状では教育委員会に最終的な権限が留保さ
れているため、責任の所在が明確でないという問題があ
る。
社会教育、文化関連施策は区民生活に密接に関わるも
のであるため、区民の信託を受けた区長が自らの責任
において行う方が適切であり、権限を区長部局へ移管
する必要がある。
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骨太の方針２００６（平成１８年７月７日閣議決定）におい
て「市町村の教育委員会の権限（例えば、学校施設の
整備・管理権限、文化・スポーツに関する事務の権限な
ど）を首長へ移譲する特区の実験的な取組を進める」と
され、また自治体からの具体的な提案を受け、先の構
造改革特区の第９次提案等に対する政府の対応方針
（平成１８年９月１５日構造改革特別区域推進本部決定）
において、文化・スポーツについては、「現行制度上、文
化・スポーツに関する事務については、教育委員会が担
当しているところ、地方自治体の判断により首長が担当
できるよう、政治的中立性の担保等に留意しつつその条
件や範囲を検討し、措置する。」とされ、全国対応事項と
されたところ。
　これを受け、現在当該制度を所管する文部科学省に
おいて具体的な検討が進められているものと承知してお
り、千代田区のご提案も踏まえつつ、今後検討が進めら
れるものと考えている。
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社会教育、
文化財保護
に関する権
限の区長へ
の移管

地方自治法
第１８０条の
８、地方教育
行政の組織
及び運営に
関する法律
第２３条第１
２・１４号

○地方自治法
第百八十条の八　教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その
他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材
の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その
他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律
　（教育委員会の職務権限）
第二十三条　教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事
務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
　一～十一　（略）
　十二　青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関する
こと。
　十三　（略）
　十四　文化財の保護に関すること。
　十五～十九　（略）

「地方自治法」第１８０条の８（学
校に関することを除く。）並びに
「地方教育行政の組織及び運
営に関する法律」第２３条第１
号、第２号、第３号、第１０号、
第１２号及び第１４号（学校に関
することを除く。）並びに「文化
財保護法」、「社会教育法」及び
「図書館法」中、教育委員会に
関する規定を千代田区教育委
員会には適用しない。

教育委員会の職務権限のうち、以下の権限を
区長に移管することにより、社会教育、文化・
スポーツに関する施策をより一層推進する。
①社会教育
②文化財保護
③上記①と②に関連する施設の設置、管理及
び廃止、教育財産の管理、職員の任免その他
の人事、環境衛生

千代田区では、区民の意思や地域特性をより一層反映
した区政運営を行うため、社会教育、文化・スポーツに
関する事務を区長部局が補助執行し、まちづくり、地域
コミュニティ活性化、子育て、高齢者福祉等の区民生活
に関連する他の施策と一体的に取り組んでいる。
しかし、現状では教育委員会に最終的な権限が留保さ
れているため、責任の所在が明確でないという問題があ
る。
社会教育、文化関連施策は区民生活に密接に関わるも
のであるため、区民の信託を受けた区長が自らの責任
において行う方が適切であり、権限を区長部局へ移管
する必要がある。

Ｆ
社会
教育
につ
いて

Ⅰ

骨太の方針２００６（平成１８年７月７日閣議決定）におい
て「市町村の教育委員会の権限（例えば、学校施設の
整備・管理権限、文化・スポーツに関する事務の権限な
ど）を首長へ移譲する特区の実験的な取組を進める」と
され、また自治体からの具体的な提案を受け、先の構
造改革特区の第９次提案等に対する政府の対応方針
（平成１８年９月１５日構造改革特別区域推進本部決定）
において、社会教育については、「現行制度上、社会教
育に関する事務については、教育委員会が担当してい
るところ、地方自治体の判断により首長が担当できるよ
う、政治的中立性の担保等に留意しつつその条件や範
囲を含め具体的内容を検討する。」とし、今後検討を進
めるとされたところ。
　これを受け、現在当該制度を所管する文部科学省に
おいて具体的な検討が進められているものと承知してお
り、千代田区のご提案も踏まえつつ、今後検討が進めら
れるものと考えている。

F Ⅰ
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千代田区
総務省

文部科学省

○地方自治法施行令
第百六十七条の十の二　普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当
該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合におい
て、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第二百三十四条第三項本
文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、
予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、価格その他
の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをし
た者を落札者とすることができる。
２　普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他につい
ての請負の契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の当
該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履
行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが
公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認め
るときは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制
限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が
当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落
札者とすることができる。
３　普通地方公共団体の長は、前二項の規定により落札者を決定する一般競
争入札（以下「総合評価一般競争入札」という。）を行おうとするときは、あらか
じめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が
当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するための基準（以下
「落札者決定基準」という。）を定めなければならない。
４　普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとするとき、総
合評価一般競争入札において落札者を決定しようとするとき、又は落札者決
定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、
学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
５　普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合に
おいて、当該契約について第百六十七条の六第一項の規定により公告をす
るときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第二項
の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般
競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決
定基準についても、公告をしなければならない。
○地方自治法施行規則
第十二条の四　普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条
の十の二第四項（同令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。
次項において同じ。）の規定により学識経験を有する者の意見を聴くときは、
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項に関し学識経験を有
する者の意見を聴かなければならない。
一総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札（以下「総合評価競争
入札」という。）を行おうとするとき　総合評価競争入札によることの適否　二総
合評価競争入札において落札者を決定しようとするとき　予定価格の制限の
範囲内の価格をもつて行われた申込みのうち、価格その他の条件が当該普
通地方公共団体にとつて最も有利なものの決定　三落札者決定基準を定めよ
うとするとき　当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項
２　普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の十の二第
四項の規定により学識経験を有する者の意見を聴くときは、二人以上の学識
経験を有する者の意見を聴かなければならない。
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公共サービ
ス安心開放
特区

地方自治法
第14条第3項

第十四条　（略）
２　（略）
３　普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条
例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以
下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の
規定を設けることができる。

草加市が条例で定める事業の
受託事業者及び指定管理者に
ついては、それぞれの契約や協
定に基づいて従事する業務の
範囲においてその執行を公務と
みなし、また、職務上知り得た
秘密の漏洩及び贈収賄等の罰
則の適用について公務員とみ
なすものとする。

草加市が条例で定める事業の受託事業者及
び指定管理者については、それぞれの契約や
協定に基づいて従事する業務の範囲において
その執行を公務とみなし、また、職務上知り得
た秘密の漏洩及び贈収賄等の罰則の適用に
ついて公務員とみなすものとする。

本市では、業務委託や指定管理者を通じて多くの公共
業務の担い手を民間に開放しているが、現制度下で
は、これらの事業者と市の関係は従前からの受託者と
委託者の枠を超えるものではなく、公共業務を担う協働
のパートナーとしての責任分担が明確ではない。また市
民にとって、公共業務に民間人が携わることは、中立性
や守秘義務に不安を伴いがちである。ところで、公共
サービス改革法のみなし公務員規定は事業者への統制
と保護という２つの側面を有し、両者が相俟って公務の
中立性・公正性や円滑確実な業務運営を担保する。し
かし同法に基づかない委託や指定管理者には、この規
定を適用できず、市条例で同様の規定を定めることも困
難と考える。そこで、市が条例により定める業務に従事
する民間事業者及び従業員については、従事する業務
の範囲においてその執行を公務とみなし、適正な業務
の遂行と責任の明確化を図りたい。

D －

　地方公共団体が提供する公共サービスのうち、民間
事業者が実施することができない業務については、競争
の導入による公共サービスの改革に関する法律におい
て、第三者機関やみなし公務員規定等を置くことによ
り、例外的に特定公共サービスとして民間委託できるも
のとされている。
　競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
によらなくても民間事業者が実施することができる業務
については、民間委託は可能であり、この場合、条例に
おいて民間事業者に対して秘密保持を義務付け、地方
自治法第１４条第３項の規定に基づき、同項の範囲内で
罰則を設けることは可能と考えられる。指定管理者につ
いても、各地方公共団体において、管理する公の施設
の種類や管理業務の内容、範囲に照らして個々具体的
に判断し、条例において個人情報の取扱い、罰則等を
規定する対応が可能である。

右提案主体の意見を踏まえて再度
検討し、回答されたい。

一例として、見なし公務員規定の適用に
より、個人情報保護条例等で対応してい
る電算処理委託業務における情報流出
防止策をより効果的なものにしたい。ご指
摘のとおり、公共サービス改革法によらず
とも民間委託等は可能だが、主体が公務
員に限定される賄賂罪は、罪質が類似し
た他の刑罰が存在しないため、受託業者
や指定管理者が提供する公共事務の公
正さを担保する法が空白となっている。賄
賂罪に相当する行為について条例で罰則
を定めれば良いとのご意見もあろうが、自
治法と刑法では罰則の差違が大きいこと
に鑑み、市が条例で定める業務の従事者
への見なし公務員規定の適用、さもなく
ば、条例で定められる罰則上限の引き上
げを求めたい。

D －

　地方自治法第１４条第３項の規定に基づき、民間事業
者に対して、同項の範囲内で罰則を設けることは可能で
あり、指定管理者についても、各地方公共団体におい
て、管理する公の施設の種類や管理業務の内容、範囲
に照らして個々具体的に判断し、条例において罰則等を
規定する対応が可能である。
　条例による罰則の上限については、全国一律に定めら
れるべきものであり、特定の地方公共団体についての
み特例を設けることはできない。ご提案の内容について
は、刑法犯と同程度の罰則を設定しなくとも、実現可能
ではないかと考える。

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

条例で同等の義務・罰則を設けられるにも
係わらず、貴省は、本市の地方税徴税事務
に係る特区提案に対し「その他の職員等に
は法律（地公法・地税法）が適用されないた
め民間活用は不可」と回答されている。然る
に、本回答では、法律と条例との罰則の差
違には触れず、「刑法犯と同程度の罰則を
設定しなくとも、（民間に委託した公共事務
の公正を）実現可能」と考える根拠は何か、
なぜ「条例による公正さの担保」に係る評価
が、地方税徴税事務に係る民間活用提案
への回答と方向性が全く異なるのか、お示
しいただきたい。なお、本提案の目的が実
現できるのであれば、全国的な対応であっ
ても一向に差し支えないことを申し添えるも
のである。
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地方公共団
体の自主市
場化テストに
おける特例
措置特区

地方自治法
第14条第3項

第十四条　（略）
２　（略）
３　普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条
例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以
下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の
規定を設けることができる。

地方公共団体が、競争の導入
による公共サービスの改革に関
する法律（平成18年法律第51
号）による法令の特例を適用し
ない任意の市場化テストを行っ
た場合でも、公共サービス改革
法の手続きに則った場合は、受
託民間事業者に対するみなし
公務員規定を適用することを可
能とする。

地方公共団体の公共サービスのうち、法の規
制がない業務を民間事業者に委託する場合
でも、公共サービス改革法で担保されるレベ
ルのみなし公務員規定の適用が望ましい業務
が多数ある。地方自治法第14条第3項による
量刑と、公共サービス改革法第25条第2項の
量刑は異なっているため、事業者の安定的な
公務執行の担保が十分でなく、地方における
民間参入の阻害要因となる。地方において
も、公共サービス改革法で担保されるレベル
のみなし公務員規定を適用したい事業につい
ては、公共サービス改革法に沿った入札手続
をとることを条件として、適用可能とできるよう
求める。

地方公共団体において、現行法において入札が実施可
能な事業についても、それを公務員が行う場合と、民間
事業者が行った場合とでは、適用される量刑が異なって
くる。同じ公共サービスであるにもかかわらず、提供主
体によって規制及び保護範囲が異なるのは市民にとっ
ても不安であり分かりづらい。より一層の民間参入促進
と同時に、事業者の安定的な公務執行を確保するた
め、公共サービス改革法に則った手続きを採った場合に
限り受託民間事業者に公共サービス改革法上のみなし
公務員規定が適用されるよう、検討されたい。

D －

　地方公共団体が提供する公共サービスのうち、民間
事業者が実施することができない業務については、競争
の導入による公共サービスの改革に関する法律におい
て、第三者機関やみなし公務員規定等を置くことによ
り、例外的に特定公共サービスとして民間委託できるも
のとされている。
　競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
によらなくても民間事業者が実施することができる業務
については、民間委託は可能であり、この場合、地方自
治法第１４条第３項の規定に基づき、同項の範囲内で条
例において民間事業者に対して罰則を設けることは可
能と考えられる。

右提案主体の意見を踏まえて再度
検討し、回答されたい。

地方自治法第14条第3項による量刑と、
公共サービス改革法第25条第2項の量刑
範囲には違いがある。地方の公共サービ
スのうち、法の規制がない業務を民間事
業者に委託する場合でも、公共サービス
改革法で担保されるレベルのみなし公務
員規定の適用が望ましい場合がある。公
共サービス改革法に沿った手続きを取れ
ば、条例で設置できる量刑は地方自治法
第14条第3項の量刑範囲に限られないと
いう特例を設けることはできないか、検討
いただきたい。

D －

　地方自治法第１４条第３項の規定に基づき、民間事業
者に対して、同項の範囲内で罰則を設けることは可能と
考えられる。
　条例による罰則の上限については、全国一律に定めら
れるべきものであり、特定の地方公共団体についての
み特例を設けることはできない。ご提案の内容について
は、刑法犯と同程度の罰則を設定しなくとも、実現可能
ではないかと考える。

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

　公共サービス改革法における規制緩和が
必要な業務とそうでない業務を、一括で入
札にかけ民間委託した場合や、一つの業務
を公務員と民間業者が協働して行う場合な
どは、一つの業務を行っていても量刑が異
なるケースが混在することとなる。本市の提
案は、民間業者と公務員が行った場合、及
び公共サービス改革法の内外において量
刑範囲に差があることについて述べている
のであり、市民の目線に立てば、この量刑
範囲の差は理解できるものではない。
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ⅢC

提案理由：
　学識経験者の意見聴取を定めているのは、総合評価
入札を行うこと又は落札決定を行う基準の妥当性、行政
の恣意的な落札者決定の防止等手続の客観性を確保
し、担保するためのものと考えられる。
　鳥取県が独自に考案した簡便型総合評価競争入札
は、各入札参加者の応札額及び工事成績等を、学識経
験者にあらかじめ了承された基準に基づき計算し、落札
者を決定するものであり、行政の恣意的な運用により上
記手続に係る客観性の確保を阻害する余地はないと考
えるため、特区の提案を行いたい。

　鳥取県が簡便型総合評価競争入札により発
注する工事においては、落札者を決定しようと
するときの学識経験者の意見聴取を省略する
ことにより、学識経験者に無用な手間を省き
速やかに落札決定を行うことで事務の効率化
及び公共工事の早期発注を図る。

総合評価競争入札を行う場合
は、総合評価競争入札を行おう
とするとき、落札者を決定しよう
とするとき、落札者決定基準を
定めようとするときのそれぞれ
の段階で学識経験者の意見聴
取することが定められている
が、鳥取県が行う簡便型総合評
価入札については、落札者を決
定しようとするときの学識経験
者の意見聴取を省略する。

地方自治法
施行令第１６
７条の１０の
２、地方自治
法
施行規則第
１２条の４

総合評価競
争入札にお
ける学識経
験を有する
者への意見
聴取の緩和

　学識経験者による意見聴取の手続の必要性について
は、落札者決定基準に行政の恣意的な関与の余地があ
るか否かのみで判断するべきではなく、入札・契約手続
の適正化の観点から、当該決定基準が適切に運用され
ているかどうかを担保するための仕組みとしても必要で
あり、直ちにこの手続を省略することは適当ではない。

ⅢC 総務省鳥取県
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　本県が行っている簡便型総合評価入札に
おける落札決定の際の意見聴取は計算が
正しくなされているかどうかの確認のみであ
るため、設定された基準が適切に運用され
ているかどうかを担保する仕組みについて
は、あえて学識経験者の意見聴取によらな
くても可能であると考える。例えば、落札決
定前にホームページ上で公開し、不特定多
数の者が閲覧できるようにし、一定の期間
不特定多数の者から当該入札に係る不適
当である旨の意見がなければ落札決定を
行う。このような方法であっても学識経験者
に意見聴取するところの目的は担保される
ものと考える。

落札者決定基準の計算式におい
て、地方公共団体の恣意的な関与
の余地が無く、なおかつその計算式
も事前に学識経験者の承認を得て
いるのであれば、落札者決定時の
意見聴取は、単に計算ミスが無いか
確認をするのみであるため、学識経
験者を採用する必要性は無く、その
事務を省略しても弊害は無いと思わ
れる。
提案内容について、右提案主体の
意見も踏まえて再度検討し、回答さ
れたい。

総合評価競争入札による落札者の決定については、入
札の公正性、透明性を確保する観点から、総合評価競
争入札を行おうとするとき、落札者を決定しようとすると
き、落札者決定基準を定めようとするときに学識経験を
有する者の意見を聴かなければならないとしている。
これは、地方公共団体にとって価格その他の要件が最
も有利な者の判断が恣意的にならないために設けられ
たものであり、この手続を省略することは適当ではな
い。

提案主体の行っている総合
評価競争入札においては、
あらかじめ学識経験者により
了承された基準に従い評価
点数を計算している。また、
その計算式も含めた計算結
果をホームページ上に公開
することにより、適切な運用
の判断は可能と思われる。
このような場合、落札者決定
時の協議は、業務の効率化
のため省略すべきではない
か。右提案主体の意見も踏
まえて再度検討し回答され
たい。

落札決定時の学識経験者の意見聴取
は、地方公共団体の恣意的な運用を防止
するためのものであるためその意見聴取
を省略することはできないとの御回答であ
るが、鳥取県が実施している簡便型総合
評価競争入札の落札者決定方法は、あら
かじめ学識経験者により了承された落札
者決定基準に従って計算し、その計算結
果が最高点の者を落札者とするだけのも
のである（別添資料参照）。又、当該計算
結果はＨＰ上で公開し、事後的にも地方
公共団体の恣意的な運用の防止を図って
いるところである。このため、落札決定時
の学識経験者の意見聴取を省略しても恣
意的な運用に陥る恐れはないものと考え
る。
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 04　総務省（特区第10次　再々検討要請）

管
理

コ
ー

ド

具体的事業
を実現するた
めに必要な
措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置
の分
類

措置
の内
容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

提
案
事
項
管

理
番
号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
4
0
2
1
0

手数料に関
する利用料
金制類似制
度の創設

地方自治法
第227条

　（手数料）
第二百二十七条　普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特
定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。

手数料について利用料金制に
類似した制度を創設することに
より、適当と認められる場合に
あっては、条例で定めたうえ、
官民競争入札等において民間
企業等が落札した場合など、民
間企業等への委託等におい
て、受託者が取扱う業務に係る
手数料を受託者の収入とするこ
とができることとする。
また、手数料の金額は、原則と
して条例で定めることとしつつ、
条例で積算方法や上下限等を
定め、届出や協議を経て受託
者が変更できることとする。

適当と認められる手数料について、官民競争
入札等において民間企業等が落札した場合
など、民間企業等への委託等において、利用
料金制に類似した制度を適用する。
政策上、全国的に統一して定めることが特に
必要と認められ、政令で定める金額を標準と
することとされている手数料については、制度
の対象外とすることも可能だが、条例において
対象としない、又は政令で定める金額の手数
料を標準とすることを条例で定めることにより
対応することも可能である。
具体的なケースとしては、窓口業務を包括的
に委ねた場合における諸証明手数料や福祉
分野などにおける役務の提供に係る手数料な
どへの適用が考えられる。

利用料金制には、次のメリットがあるところ。
①利用料金が受託者の収入となるため、サービスの向
上による収入増が期待でき、民間ノウハウを引き出すイ
ンセンティブとなる。
②利用料金を受託者が設定することができ、料金の変
更（値上げ、値下げ）が柔軟に行える（設定にあたって
は、自治体の承認等が必要であり、公共サービスとして
の適正さは担保される）。
これらの効果は、公の業務の民間開放全般に期待でき
ることであり、制度の拡充が望ましい。また、この制度の
拡充により、官民競争入札等への民間の参入意欲が高
まることも期待できる。
一方、利用料金制が採用できないことにより、官民競争
入札にあたり、官はサービスの向上による収入増が期
待できるが、民には期待できない、また、官のみが料金
の変更の変更権限を独占的に保有するなど、競争にお
ける官民の非対称性が一律に存在することとなってい
る。

C Ⅰ

  地方公共団体の徴収する「手数料」は、特定の者に提
供する役務に対しその費用を償うため又は報償として徴
収する料金である。 当該料金は、当該事務に要する経
費と当該役務の提供から受ける特定の者の利益とを勘
案して定められるべきものであり、更には、政策上、全
国的に統一して定めることが特に必要と認められるもの
については、政令で定める金額の手数料を徴収すること
を標準として条例で定めなければならないこととなって
いる。
  以上より、手数料は、公の施設の使用料のように、施
設の管理経費のみに着目したものと性質を異にすること
から、利用料金制類似の制度の導入は困難である。

手数料の設定について、全国的に
統一して定めることが特に必要と認
められる手数料を除き、条例におい
て上下限を定めて幅を持たせること
はできないか。また、特定の者に提
供する役務を指定管理者が行った
場合、その収入を指定管理者の収
入とすることができないか、右提案
主体の意見を踏まえて再度検討し、
回答されたい。

公の施設の管理運営は、単なる施設管理
ではなく、当該施設の設置目的を果たす
ための事業も含むものである。このため、
使用料が、その管理経費のみに着眼した
ものであるとは言えない。
また、本件については、受託者が全く自由
に手数料を定めることができることを求め
ているものではない。このため、その費用
を償うため又は報償として適当か否かの
基準を自治体が設けることで対応可能で
ある。また、政令に標準があるものについ
ては、これを標準とすることで対応可能で
ある。
更には、手数料について、受託者による
設定を不可としても、手数料を受託者の
収入とすることができるメリットがあるもの
である。

C Ⅰ

　利用料金は、公の施設の利用の対価であり、公の施
設の使用料に相当するものである。地方公共団体の徴
収する「手数料」は、特定の者に提供する役務に対しそ
の費用を償うため又は報償として徴収する料金であっ
て、行政財産の目的外使用又は公の施設の使用に対し
その反対給付として徴収される使用料とは異なるもので
ある。
　したがって、手数料を指定管理者の収入として収受さ
せることはできない。
　なお、手数料の金額については条例で規定をすること
となっているが、条例でその上限を定めるなどの規定を
おいて、具体的な金額は規則に委任することは現行制
度上、可能である。

指定管理者等が特定の者に
役務を提供するのであれ
ば、その報償としての手数料
は指定管理者の収入とすべ
きではないか。右提案主体
の意見も踏まえて再度検討
し回答されたい。

　利用料金及び使用料と手数料との概念の
違いにより、何故、受託者の収入として収受
させることができないのかについて、御教示
願いたい。
　なお、本提案については、必ずしも受託者
が指定管理者であるとは限らないことを申し
添える。
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多治見市
総務省
内閣府

0
4
0
2
2
0

BIDの法的根
拠と権限付
与

－ －

・北谷町（以下町）フィッシャリー
ナ事業地内公共施設の整備・
維持管理業務を、町に代わって
一部代行するための住民組合
法人（北谷町フィッシャリーナ
BID、以下BID）を立ち上げるた
めの法的根拠を付与する。
・ＢＩＤがエリア内において付加
的な公共的サービス・整備する
ための負担金を、北谷町が地
方税と併せて、当該住民等から
徴収することができるものとす
る。

・BIDは土地オーナー、テナントから構成され
る。
・ＢＩＤのエリア内の住民、地権者の大多数が
行政サービスに加えて、付加的な公共的サー
ビスを必要（例えば、道路の清掃について、行
政によるものに加えて、日常的に実施し、清潔
を保ちたい、など）として、当該事業に係る協
定を結んだ場合には、必要な負担金を町が地
方税と併せて当該住民等から徴収することが
できるものとする。
・オーナーは共有施設の整備費を負担。維持
管理費はオーナー・テナント双方が負担する。
・負担金の用途の大枠はBID及び北谷町との
協定で定められるが、詳細については街づくり
協議会で随時決定し、BIDが実行する。

・町の整備・維持管理業務をBIDが一部代行することに
より、自立循環的な街づくりを目指す。
・フィッシャリーナ事業地を基点に将来的には隣接する
既存商業エリアにも範囲を広げたい。
・基本的な公共設備は町で整備するが、街の魅力や安
全性を高めるための付加装備は受益者である地権者組
織に整備、維持管理をさせたい(地権者には町も含まれ
る)。純然たる公共施設の設置、維持管理を前提とした
指定管理者及びPFIの枠組みでは難しい。また、指定管
理者及びPFIでは起案から実施までに時間がかかり、来
街者のニーズに即時対応することが難しい。

D －

地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、普通地
方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達
成するため必要があると認めるときは、条例の定めると
ころにより、法人その他の団体であって当該普通地方公
共団体が指定するもの（指定管理者）に、当該公の施設
の管理を行わせることができ、同条第８項の規定によ
り、普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管
理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該
指定管理者の収入として収受させることが可能である。

BID制度における負担金に該当する
資金について、該当地域の地権者
の同意が得られている場合に、地方
公共団体が徴収し、運営団体の活
動資金として交付することは可能
か。
右提案主体の意見も踏まえて再度
検討し、回答されたい。

提案は区域を限定した機動性のある街づ
くり組織、いわば準自治体としての法的根
拠を提案している。回答にあるような公共
的な施設設備の設置や運営管理業務も
含まれるが、提案の骨子は地権者、入居
事業者、利用者の三者が、街づくりを自立
的に推進できる法的拘束力のある組織の
認可である。住宅地においては認可地縁
団体等法的根拠のある組織で運営管理も
可能であるが、不特定多数の利用者、常
時入替えのある入居テナントが前提とな
るリゾート商業地域の街づくりを推進でき
る法的拘束力のある組織は存在しない。
街の魅力の維持、そして保安面の点でい
えば、道路や歩道、そして交通規制に関
しても当該組織での運用が出来るようにし
て頂きたい。

D －

　地方自治法の規定に基づき、普通地方公共団体は、
数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある
事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件に
より特に利益を受ける者から、その受益の限度におい
て、分担金を徴収することが可能である。

現行法において、特定の地
域内の地権者から分担金を
徴収し、その地域内の清掃
活動等を行う運営団体に対
して、活動資金として交付す
る事は可能か。再度検討し
回答されたい。
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北谷町、
ユーデック
株式会社

総務省
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地域通貨に
よる地産地
消の促進

住民基本台
帳法第３０条
の４３

地方税法
上、規制する
明文規定な
し。

市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、契約の
相手方たる第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民
票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならず、また、市町村
長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース
であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定さ
れているものを構成してはならない。

（参考）【国税通則法】
第３４条（納付の手続き）
国税を納付しようとする者はその税額に相当する金銭に納付書を添えて、こ
れを日本銀行又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければな
らない。ただし、証券をもってする歳入納付に関する法律の定めるところにより
証券で納付することは財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長の
届けた場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。
２　略
３　物納の許可があった国税は、第１項の規定にかかわらず、国税に関する
法律の定めるところにより、物納をすることができる。

地域通貨による経済の地域内
循環性を高めるためには、企業
等にとって地方税の納付ができ
ることなどが誘引効果が高い
が、地方税により納付に使用で
きる証券は制限されており、地
域通貨は利用することができな
い。また、ＩＴを用いた地域住民
にすべからく利用しやすい安価
なシステムを求める場合、個人
認証によりセンターサーバー型
で管理する方式が有利となる
が、住民基本台帳法により、そ
の利用が制限されている。

①地域農産物、地域で発生するリサイクル資
源などを、地域で消費・製品化する決済手段
に、地方税の納付に使用できる地域通貨を利
用することを可能とする。②固定資産税、住民
税等について、地産地消の決済手段としての
地域通貨による納付を認める。③地域通貨の
電子媒体による管理者に住民票コードの利用
を認める。

地域通貨を介した経済的な地域循環手段が確保される
ことにより、地産地消が促進され、地域内への再投資が
盛んになり、地域経済の活性化・自立した地域の発展に
つながる。

C Ⅰ

住民票コードは、住基ネットを利用する行政機関等にお
いて、個人の確実な特定を可能にし、迅速かつ効率的
な検索を実現するために設けられたものであるため、そ
もそも民間による利用を想定しておらず、また、個人情
報保護の観点から厳格な利用制限がなされているもの
であり、御提案のような利用に供することはできないも
の。

②について
　地方税は、地方団体が行政サービスを提供する上で
根幹をなす財源であり、日本円以外による納税は認め
られない。

C Ⅰ
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社団法人日
本ニュービ
ジネス協議
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総務省
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原動機付自
転車等の課
税標識の様
式緩和
（松山選択希
望制ナン
バープレート
特区①）

・取扱通知第
四章　八
・通知　「原
動機付自転
車等の標識
について」
（昭和６０年４
月１日付自
治市第３０
号）

標識については、各地方公共団体の条例の定めるところにより規定。

通達により規定されている原動
機自転車等の課税標識（以下、
「ナンバープレート」という。）に
ついて、緩和により市独自のナ
ンバープレートの交付を可能と
する。

　ナンバープレートの様式を緩和し、観光・地
域振興等に活用する。
　具体的には、
・上段に市名のほか、「地域名及び図」を表示
し、「市」は表示しない。（仮称）「道後・松山」
・上段部分の下地へ規定色以外の色を塗布
し、安全運転の向上に向けたアピールを併せ
て行う。
・上位のケタ数字が有効数字でない場合は、
「・」に代わり「０」を表示する。
　本特例措置の実施は、共同提案事業者と協
力して行うことで、松山市総合計画の「物語の
ある観光日本一のまちづくり」で目指している
観光客数の増加に向けた取組みを推し進め
る。

　「道後」は、松山市の観光拠点で、「『坂の上の雲』のま
ち再生計画」の中心地域の一つであるにもかかわらず、
アンケート調査によると「道後温泉は松山市にある」とい
う認知度は低い。
　そこで観光・地域振興をさらに押し進めるため、緩和さ
れたナンバープレートに（仮称）「道後・松山」と表示し、
「道後（温泉）は松山市にある」という事実をはじめ、地域
の活性化に向け共同提案事業者と協業していく。
（措置の具体的効果）
・松山市の啓発
　「道後・松山」を表示した原動機付自転車が動く広告塔
となる。
・地域への想い
　松山市民をはじめ、全国各地の松山市出身者に対し、
松山市への思いを醸成させるメッセージを共同提案事
業者と共に発信できる。
・安全運転の向上
　注目されることにより運転マナーの向上に寄与する。

D －

・軽自動車税において標識は課税客体を把握し徴収を
確保するため、市町村の条例で定めるところにより交付
することとされている。
・様式の変更については、通知の趣旨を逸脱しない範囲
内であれば可能。例えば、市名を「道後・松山」と表記す
ることについては、課税団体の明示が十分でないことか
ら、「松山市」と表記したうえで、標識の余白部分を使用
して表記することは可能。その際には、標識取付用の穴
の位置を変更する等、住民、原動機付自転車等の製
造・販売業者等に負担を生じさせないよう配慮する必要
があり、また、近隣市町村等の関係行政機関、その他
関係機関と予め十分に連絡・調整を行う必要がある。

課税客体を把握し、徴収を確保する
のは市町村である。その主体が課
税客体を把握できると判断できるの
であれば、○○市という記載部分に
ついては、ある程度自由に設定して
も弊害は無いと思われる。
なお、本提案内容については事前に
警察庁及び国土交通省へも照会し
ており、公道の走行に際して、当該
標識の様式に定めはなく、支障のな
い旨確認済みである。
全国的に有名な地名を活用するな
どし、観光・地域振興に寄与すると
判断できる場合において、本提案内
容の措置を特区として活用できない
か、右提案主体からの意見も踏ま
え、再度検討し回答されたい。

全国ブランドである「道後」の地域名をい
れたオンリーワンのナンバープレートを活
用して、あくまで観光・地域振興を図る目
的で、独自性や唯一性を備えた「道後・松
山」と表記する特例措置（全国展開ではな
い。）を講じていただきたい。
「道後・松山」と表記した場合、課税団体
の明示が十分でないとのご指摘である
が、別紙の使用例や現況から判断して課
税団体の明示は十分であると考えます。

参照　別紙１、２

C －

・標識は賦課徴収の適正を目的として主たる定置場所
在の市町村において交付するものであるが、標識交付
後の原動機付自転車等が当該市町村内にとどまる保証
はない。
・再検討要請に、なお書きで「警察庁･･･へも照会してお
り、･･･支障のない旨確認済み」とあるが、警察庁に確認
したところ、単に「道路交通法上支障がない」という意味
であり、所有者の特定上支障がないと回答した訳ではな
いとのことであった。警察庁としては、所有者の特定の
ため標識に市町村名を記載すべきとの意見であった。
・前回の回答により、通知の趣旨を逸脱しない範囲内で
あれば様式の変更も可能としており、「道後・松山」と表
示することも否定していない。実際、他の団体において
は別紙のような様式を活用しているところであり、このよ
うな方法を用いれば提案主体の目的は十分達成できる
ものと考える。

「通知」は地方公共団体への
技術的助言であり、法的拘
束力は無く、貴省通知につ
いても同様の位置付けにな
ることから、各地方公共団体
の条例で定めるところによ
り、独自の様式を規定するこ
とも可能であると理解してい
るが、右提案主体の意見も
踏まえて再度検討し回答さ
れたい。

今回の申請は、松山市の観光拠点の一つ
である「道後」の地名をナンバープレートに
表示し、観光・地域振興を図ることを目的と
している。
軽自動車税の課税客体把握や所有者特定
等のため、ナンバープレートから「市」を省く
ことが不可能な場合は、以下のいずれかの
方法による課税団体の明示を可能としてい
ただきたい。
（１）課税団体名をナンバープレートの上段
以外の余白部分に表示する。上段中央部
分には地域名等を表示可能とする。（参照
別紙1‐1.2.3）
（２）ナンバープレートの上段中央部分に地
域名と課税団体名を併記することを可能と
する。（参照　別紙2）
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松山市、愛
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動車共同組
合、中予地
区自転車販
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原動機付自
転車等の課
税標識の選
択制
（松山選択希
望制ナン
バープレート
特区②）

・取扱通知第
四章　八
・通知　「原
動機付自転
車等の標識
について」
（昭和６０年４
月１日付自
治市第３０
号）

標識については、各地方公共団体の条例の定めるところにより規定。

現行のナンバープレートに加
え、①で提案しているナンバー
プレートを準備し、選択による交
付を可能とする。

　①の提案と併せ観光・地域振興を図るため、
ナンバープレートの選択制を導入する。
　さらに緩和されたナンバープレートには希望
ナンバー制を導入する。
　具体的には、
・交付申請者は緩和されたナンバープレートと
既定のナンバープレートの選択を可能とする。

　既定のナンバープレートとの選択制とする弾力的な運
用を行うことで、特例措置の円滑な実施を図る。
（措置の具体的効果）
・導入効果による振興策
　共同提案事業者の民間活力を活用し、導入効果や措
置の周知拡大を行うことで、観光・地域振興を図る。

D －

・標識の選択制については同一税率区分に二種類以上
の標識を使用することから、賦課徴収事務等に支障が
ないよう慎重に取り扱う必要がある。なお希望ナンバー
制については適切な運用により導入は可能である。

原動機付自転車等の課税標識につ
いて、提案内容のような選択制を導
入可能な旨、地方公共団体へ周知
し、事務の明確化ができないか検討
されたい。

D －

・標識は賦課徴収の適正を目的として交付するものであ
り、二種類以上の標識について選択制を導入すること
は、賦課徴収事務等に支障がないよう慎重に取り扱う必
要がある旨、前回回答したところであり、他の地方公共
団体への周知は適当でない。
・なお、前回回答における「希望ナンバー制」は所有者の
希望する「数字」という意味である。

上記①の提案内容の実現が
可能な場合、現在使用して
いる課税標識との混在が予
想されるが、いずれも課税主
体の特定に問題が無い場合
であれば、選択制の導入は
可能であると思われる。右提
案主体の意見も踏まえて再
度検討し回答されたい。

①で提案しているナンバープレートと現行の
ナンバープレートとの選択による交付を可
能としていただきたい。
具体的には、
（１）①で提案しているナンバープレートにつ
いては、希望ナンバー制の実施やレイアウ
トの独自性を表示するようなプレミア性を付
加するなど、弾力的な運用をモデル的に行
ないたい。
（２）選択を可能とすることによって、①で提
案しているナンバープレートを発行する際の
手数料徴収と、交付申請者の利便性の向
上を図りたい。
なお、システムについては、既存システムを
市町合併時に大規模な改修を行なっている
ことから、一部修正という対応で可能なた
め、費用はほとんどかからないものである。
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原動機付自
転車等の課
税標識交付
時の手数料
徴収
（松山選択希
望制ナン
バープレート
特区③）

地方自治法
第227条

　（手数料）
第二百二十七条　普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特
定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。

　松山選択希望制ナンバープ
レート特区①で提案している緩
和されたナンバープレートを新
たに交付する場合に発生する
手数料について、徴収を可能と
する。

・緩和されたナンバープレートを選択した場合
は、新規の申請であっても特定の個人のため
の事務に該当することから、手数料の徴収が
必要となる。
・希望ナンバー制を選択した場合も同様の理
由から、手数料の徴収が必要となる。
　なお、既定のナンバープレートについては希
望ナンバー制を導入せず、従前の取扱いとす
る。

　観光・地域振興をさらに推し進めるため、ナンバープ
レートの選択制や希望性を活用する。
（措置の具体的効果）
　①②及び③を併せて実施することにより、地域再生計
画における交流人口拡大の施策や、松山市総合計画の
「物語のある観光日本一のまちづくり」で目指している観
光客数の増加に向けたさらなる取組みを可能とする。そ
の際、緩和されたナンバープレートを選択した場合等に
生じると思われる手数料の扱いについて、明確にする必
要がある。

D －
（手数料について）一般的に、地方公共団体が特定の者
のために行う事務については、条例に位置づけるので
あれば、手数料を徴収することが可能であるところ。

原動機付自転車等の課税標識の交
付業務において、選択制等を導入し
た際には、手数料を徴収することが
可能な旨、地方公共団体へ周知し、
事務の明確化ができないか検討さ
れたい。

D ―
　現行地方自治法上、条例に位置づけるのであれば、
手数料を徴収できることについては疑義のないところ。

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

　現行地方自治法上、条例に位置づけるの
であれば、手数料を徴収できるとのことであ
るが、本市が現行のナンバープレートとは
別に独自のナンバープレートを交付すること
は、地方自治法第２２７条中の「特定の者の
ためにするもの」に該当し、条例を定めるこ
とにより、新規、変更等にかかわらず手数
料を徴収できると考えてよいか。
　また、独自のナンバープレートに併せて希
望ナンバーを交付する場合は、上乗せして
手数料を徴収できると考えてよいか。
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松山市 総務省
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 04　総務省（特区第10次　再々検討要請）

管
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コ
ー

ド

具体的事業
を実現するた
めに必要な
措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置
の分
類

措置
の内
容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

提
案
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項
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理
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提案主体名
制度の所
管・関係官
庁
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税滞納者に
対する納付
請求権を徴
収嘱託員に
付与する

地方自治法
２４３条、地
方自治法施
行令第１５８
条・第１５８条
の２

規制改革・民間開放推進３カ年計画（平成17年3月25日閣議決定）に基づき、
総務省自治税務局長通知（平成17年4月1日）などで民間事業者のノウハウを
活用できる業務についての民間への業務委託等の推進しているところであ
る。

地方税法や弁護士法に特例を
設けることにより、地方公務員
法第３条第３項第３号に基づく
非常勤嘱託員である徴収嘱託
員に税滞納者に対する納付請
求権限を付与し「支払を拒否す
る相手に対する納付を請求する
こと」を可能とすることで、市民
の納得を得られる公平で公正な
行政運営を実現したい。

地方税法や弁護士法に特例を設けることによ
り、地方公務員法第３条第３項第３号に基づく
非常勤嘱託員である徴収嘱託員に税滞納者
に対する納付請求権限を付与し「支払を拒否
する相手に対する納付を請求すること」を可能
とすることで、市民の納得を得られる公平で公
正な行政運営を実現したい。

本市の５次提案に対して、総務省からは、滞納者に対し
て滞納の事実を知らせ納付を促す「一般的な納付要請
は非常勤嘱託員が行うことは問題ない」との回答が寄せ
られたものの、支払を拒否する相手に納付を請求するこ
とは、「公権力の行使を伴う行為は、非常勤嘱託員が行
うことは適切ではない」とされた。しかも「一般的な納付
要請」と「公権力の行使を伴う行為」の境界が不明確で
あるため、コンプライアンスを絶対条件とする草加市に
おいては、徴収嘱託員が効率的な納税督促活動を行う
際の大きな障害となっている。他方、例えば弁護士は、
徴税吏員でないにもかかわらず、自治体からの委託を
受けて税の「納付請求」を行うことが可能とされている。
そこで、地方税法や弁護士法に特例を設けることによ
り、非常勤嘱託員である徴収嘱託員が「支払を拒否する
相手に対する納付を請求すること」を可能とし、市民の
納得を得られる公平で公正な行政運営を実現したい。

C Ⅰ

　地方税の納付を拒む者に対し、課税権を有する地方
団体に代わって納税義務の履行を請求する行為は、租
税の性格上、不適当であると考えている。
　なお、滞納者の自宅等を訪問し、滞納の事実を通告す
ることや、滞納者の地方税を収納することについては、
滞納者の氏名や税額、滞納状況などに関する情報の取
扱いが適正に行われるかどうか等の懸念は大きいもの
の、現行法上禁じられていない。

徴収業務において、一般的な納付
要請の事務と、公権力の行使を伴う
事務の違いが不明確である。規制
改革・民間開放推進３カ年計画にお
いても、地方税の徴収業務について
民間への開放を推進していることか
ら、上記事務の違いについて、通知
等により明確化し、嘱託員や民間を
活用した徴収業務の推進を図ること
はできないか。
右提案主体の意見も踏まえて再度
検討し、回答されたい。

租税の性格上不適当との回答を頂いた
が、これが租税の自力執行力を指すので
あれば、問題となるのは強制執行におい
てであり、本提案はそこまでの規制の特
例は求めていない。本提案の趣旨は、徴
収嘱託員が「支払を拒否する相手に対す
る納付を請求すること」を可能とすることで
あり「一般的な納付要請」と「公権力の行
使を伴う行為」の境界を明確にすることに
よって、徴収嘱託員による効率的な納税
督促活動を可能とすることである。なお、
秘密を漏洩した徴収嘱託員に「2年以下の
懲役、100万円以下の罰金」を科すことが
できるため、地公法・地税法の義務・罰則
は条例で代替可能と考えるので、この点
も踏まえて本提案実現への判断をいただ
きたい。

C Ⅰ

規制改革・民間開放推進３カ年計画（平成17年3月25日
閣議決定）に基づき、総務省自治税務局長通知（平成17
年4月1日総税企第７９号）などで、民間事業者のノウハ
ウを活用できる業務についての民間への業務委託等を
推進している。
なお、地方税の納付を拒む者に対し、課税権を有する地
方団体に代わって納税義務の履行を請求する行為は、
租税の性格上、不適当である。

先日改定が閣議決定された
公共サービス改革基本方針
において、「平成18年度中に
先進的な取り組み事例を地
方公共団体に周知する」とし
ているが、本提案内容に関
連する事項について明確に
なるとの理解でよろしいか。
また、「公金の徴収業務に係
る民間事業者の活用の在り
方について、早急に検討す
る」としているが、本提案内
容も含めて検討しているとい
う理解でよろしいか。
右提案主体の意見も踏まえ
て再度検討し回答されたい。

今回の提案募集において、貴省は、「法律と
同程度の罰則を設定しなくとも、民間に委託
した公共事務の公正を実現可能」と回答し
た。一方、条例で同等の義務・罰則を設けら
れるにも係わらず、貴省はこれまで、地方税
徴税事務に係る特区提案に対し「その他の
職員等には法律（地公法・地税法）による義
務・罰則が適用されないため民間活用は不
可」と回答してきた。なぜ「条例による公正さ
の担保」に係る評価が、地方税徴税事務に
係る民間活用提案への回答と方向性が全く
異なるのか、お示しいただきたい。また、貴
省のいう「租税の性格」とは具体的に何を指
すのか、併せてお示しいただきたい。
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税滞納者に
対する納付
請求権を徴
収嘱託員に
付与する

地方自治法
２４３条、地
方自治法施
行令第１５８
条・第１５８条
の２

規制改革・民間開放推進３カ年計画（平成17年3月25日閣議決定）に基づき、
総務省自治税務局長通知（平成17年4月1日）などで民間事業者のノウハウを
活用できる業務についての民間への業務委託等の推進しているところであ
る。

地方税法や弁護士法に特例を
設けることにより、地方公務員
法第３条第３項第３号に基づく
非常勤嘱託員である徴収嘱託
員に税滞納者に対する納付請
求権限を付与し「支払を拒否す
る相手に対する納付を請求する
こと」を可能とすることで、市民
の納得を得られる公平で公正な
行政運営を実現したい。

地方税法や弁護士法に特例を設けることによ
り、地方公務員法第３条第３項第３号に基づく
非常勤嘱託員である徴収嘱託員に税滞納者
に対する納付請求権限を付与し「支払を拒否
する相手に対する納付を請求すること」を可能
とすることで、市民の納得を得られる公平で公
正な行政運営を実現したい。

本市の５次提案に対して、総務省からは、滞納者に対し
て滞納の事実を知らせ納付を促す「一般的な納付要請
は非常勤嘱託員が行うことは問題ない」との回答が寄せ
られたものの、支払を拒否する相手に納付を請求するこ
とは、「公権力の行使を伴う行為は、非常勤嘱託員が行
うことは適切ではない」とされた。しかも「一般的な納付
要請」と「公権力の行使を伴う行為」の境界が不明確で
あるため、コンプライアンスを絶対条件とする草加市に
おいては、徴収嘱託員が効率的な納税督促活動を行う
際の大きな障害となっている。他方、例えば弁護士は、
徴税吏員でないにもかかわらず、自治体からの委託を
受けて税の「納付請求」を行うことが可能とされている。
そこで、地方税法や弁護士法に特例を設けることによ
り、非常勤嘱託員である徴収嘱託員が「支払を拒否する
相手に対する納付を請求すること」を可能とし、市民の
納得を得られる公平で公正な行政運営を実現したい。

C Ⅰ

　地方税の納付を拒む者に対し、課税権を有する地方
団体に代わって納税義務の履行を請求する行為は、租
税の性格上、不適当であると考えている。
　なお、滞納者の自宅等を訪問し、滞納の事実を通告す
ることや、滞納者の地方税を収納することについては、
滞納者の氏名や税額、滞納状況などに関する情報の取
扱いが適正に行われるかどうか等の懸念は大きいもの
の、現行法上禁じられていない。

徴収業務において、一般的な納付
要請の事務と、公権力の行使を伴う
事務の違いが不明確である。規制
改革・民間開放推進３カ年計画にお
いても、地方税の徴収業務について
民間への開放を推進していることか
ら、上記事務の違いについて、通知
等により明確化し、嘱託員や民間を
活用した徴収業務の推進を図ること
はできないか。
右提案主体の意見も踏まえて再度
検討し、回答されたい。

租税の性格上不適当との回答を頂いた
が、これが租税の自力執行力を指すので
あれば、問題となるのは強制執行におい
てであり、本提案はそこまでの規制の特
例は求めていない。本提案の趣旨は、徴
収嘱託員が「支払を拒否する相手に対す
る納付を請求すること」を可能とすることで
あり「一般的な納付要請」と「公権力の行
使を伴う行為」の境界を明確にすることに
よって、徴収嘱託員による効率的な納税
督促活動を可能とすることである。なお、
秘密を漏洩した徴収嘱託員に「2年以下の
懲役、100万円以下の罰金」を科すことが
できるため、地公法・地税法の義務・罰則
は条例で代替可能と考えるので、この点
も踏まえて本提案実現への判断をいただ
きたい。

D －

規制改革・民間開放推進３カ年計画（平成17年3月25日
閣議決定）に基づき、総務省自治税務局長通知（平成17
年4月1日総税企第７９号）などで、民間事業者のノウハ
ウを活用できる業務についての民間への業務委託等を
推進している。
なお、滞納者の自宅等を訪問し、滞納の事実を通告する
ことや、滞納者の地方税を収納することについては、滞
納者の氏名や税額、滞納状況などに関する情報の取扱
いが適正に行われるかどうか等の懸念は大きいもの
の、現行法上禁じられていない。
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守秘義務規
定の適用解
除

地方税法第
２２条

市債権の回収に関する調査事務により入手した情報（秘密事項）について
は、所管する事務以外の業務では活用できない。

同一の債権者（市長）が同一の
債務者（滞納者）に対し、同一
の法律（国税徴収法）に基づき
同一の行為（債権回収：財産調
査や滞納処分等）を行う場合に
は、守秘義務の解除を行う。

　市財政にとって大きな圧迫要因となっている
市税や国民健康保険料等の収入未済額を大
幅に縮減するとともに市民負担の公平性を確
保するために、積極的な徴収強化を推進す
る。
　具体的には、国民健康保険料、介護保険料
及び保育料（自力執行権を有する市債権）を
徴収する部門と税部門を統合し、税務調査等
で各部門が取得した情報を相互活用すること
により、効率的な滞納整理を実施する。滞納
者の一元管理（情報の共有化）により、より的
確な納付交渉が可能となるため、徴収率の向
上を図るとともに、事務負担の軽減による職
員数の減少（行革効果）も期待できる。

提案理由：
　市債権の回収に関する調査事務により入手した情報
（秘密事項）については、所管する事務以外の業務では
活用できないため、各担当部局において同一の滞納者
に対する調査を重複して行うとともに、それぞれ納付催
告を行っている。また、差押財産（預金等）に残余がある
場合でも、他の市債権への充当ができないため、滞納
者に返還せざるをえない。これらの弊害を解消するため
には、守秘義務規定の解除が必要であり、当該規制緩
和は、調査を受ける側の金融機関等の事務負担の軽減
や国民健康保険の「税」から「料」への移行の促進にも
資するものと考えられる。
代替措置：
　今回の規制緩和を実施しても、対象は必要最小限の
滞納者情報であり、その効果は自治体の枠内で完結す
るものであることから、守秘義務の趣旨を損なうもので
はないと考えている。

D －

　国民健康保険料に係る滞納者の所得情報（以下滞納
者情報という）については、国税徴収法第１４１条の規定
に基づき、滞納者等に対して財産に関し必要な質問及
び検査への応答義務が課されていることから、当該情
報は、滞納者との関係においては、秘密ではないと考え
られる。
　併せて、同法第１４６条の２の規定に基づく国保担当
課からの照会又は協力依頼に対しては、滞納者情報を
受け取った国保担当課にも守秘義務（罰則規定あり）が
課されていることから、税務担当課が必要な範囲内で滞
納者情報を提供することは、現行法上可能である。（国
税徴収法の適用を受ける介護保険料、保育料について
も同様。）
　なお、各団体の個人情報保護条例等にてらし、滞納者
情報の取扱いについては慎重に対応されたい。

地方税法において、調査事務により
入手した情報（秘密事項）について
は、所管する事務以外の業務では
活用できないという規定があるた
め、情報を共有して良いのか、判断
に悩むケースが多々あると思われ
る。
ついては、貴省回答内容について地
方公共団体へ周知し、事務の明確
化ができないか検討されたい。

D －
北九州市の提案に対する回答が、ホームぺージに公表
されることを通じて、周知されるものと考えている。
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北九州市 総務省

公務員には、政治からの中立性を担保するために身分
保障が認められており、行政の継続性と安定性を確保
するために、任命権者が任意に職員に対して不利益な
処分を行うことは否定されている。逗子市の提案のよう
に、任命権者が、職員の給与決定にあたり、級・号給を
変更することなく、業績に基づき一定期間、一定割合の
本給の減算を行うことは、実質的に降給と同様の効果を
もたらすことになると考えられ、このことは、地方公務員
法が分限処分について厳格に規定することにより確保し
ようとしている職員の身分保障の趣旨に反する。
次に、地方公務員の給与には、条例に基づいて支給さ
れなければならないという給与条例主義の原則がある。
これは、公務員の地位の特殊性と職務の公共性から労
働基本権に一定の制限が加えられていることの代償措
置的性格を有するものとして、公務員の給与は条例で明
確に定められなければならないという要請に加えて、公
務員の給与には住民自治の原則に基づく住民の同意が
必要であるという民主主義の要請に基づくものである。
基本的給与である給料について、逗子市提案の制度の
ようにその上限を条例で定めるのみでは、個々の職員
の権利保障という観点からも、住民による民主主義的な
チェックという観点からも、給与条例主義の趣旨に反す
る。
また、逗子市において「管理職職員としての職務・職責
に応じた基本給を設けることにより、職務給の原則から
外れるものではない」としている「基本給」の定義自体
が、そもそも「給料」にあたるものと解されるから、「業績
給」については、実質的に地方自治法第204条第2項に
規定されていない手当の新設を提案するものにほかな
らない。この地方自治法の規定は、地方公務員に対して
支給することができる手当を限定列挙することにより、手
当が乱立することを防ごうとする給与体系の根幹をなす
ものであるから、特区による対応は認められないもので
ある。また、国家公務員の制度との均衡を求めている地
方公務員法の基本にも抵触する恐れがある。
なお、前回回答においても指摘したとおり、国の給与構
造改革に準じた給与構造見直しを実施していれば、現
行制度においても、勤務実績に応じて、昇給幅の決定や
勤勉手当の成績率への反映を通した給与の増減額が
行えるところである。提案団体においては、要望の趣旨
を実現すべく、勤務成績をより反映させやすくするという
給与構造改革の趣旨を踏まえて、まずは現行制度を適
切に運用すべきである。
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任期付短時
間勤務職員
の採用要件
の緩和

地方公共団
体の一般職
の任期付職
員の採用に
関する法律
（平成十四年
五月二十九
日法律第四
十八号）
第５条

任命権者は、各類型に応じた要件を満たす場合、短時間勤務職員を任期を定
めて採用することができる。

過疎地域での農業や介護等に
従事しながらの勤務を希望する
者、夜間のみの勤務を希望する
者など、働く者の多様なライフス
タイルに対応した弾力的な雇用
が可能となるよう、任期付短時
間勤務職員の採用について、
法定の要件以外に、条例で定
める場合における採用を可能と
する。

条例で定める要件で任期付短時間勤務職員
を採用する。

現行法で定めている一定期間における業務量増加への
対応など公務の効率化等を図るための採用だけでなく、
条例で定める場合の採用を可能とすることにより、過疎
地域での農業や介護等に従事しながらの勤務を希望す
る者、夜間のみの勤務を希望する者など、働く者の多様
なライフスタイルに対応した弾力的な雇用を可能とす
る。

C －

　公務の運営については、公務の中立性の確保、公務
の能率性の追及等の観点から、任期の定めのない常勤
職員を中心として行われているが、任用・勤務形態の多
様化を図る観点から、任期付短時間勤務職員制度等を
導入しているところである。
   貴県要請における「過疎地域での農業や介護等に従
事しながらの勤務」が想定している従事する事業の範囲
やこれらの事業に従事する期間・頻度が明らかではない
が、このような勤務を恒常的に実現するための制度は、
民間においても設けられているとは考えられず、公務員
制度としてそのような制度を設けることは困難である。
   なお、国においては配偶者、父母等の介護をするた
め、勤務しないことが相当であると認められる場合に
は、介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続す
る６月の期間内において必要と認められる期間、介護休
暇が認められており、これと同様の制度を地方公共団
体においても導入することが可能となっている。

右提案主体の意見を踏まえて再度
検討し、回答されたい。

本提案は、労働者が自らのライフスタイル
に応じて能力が発揮できるよう、過疎地域
での農業や介護等に従事しながらの勤務
を希望する者や、夜間のみの勤務を希望
する者などに対して雇用の場を提供しよう
とするものである。また、公の施設の管理
業務や病院の夜間看護業務などに、常勤
職員と短時間勤務職員を組み合わせて配
置するなどにより、柔軟な執行体制を執る
ことができるとともに、一層の定員の適正
化を図ることができるものと考える。民間
企業における短時間正社員制度の導入
はまだ少ない状況にあるが、今後、導入
する企業が増加していくものと考える。
（別様有(1)）

C －

公務の運営については、任期の定めのない常勤職員を
中心として行われており、任期付短時間勤務職員制度
はこのような原則の例外として、一定の期間における特
定業務に従事する場合に限り、導入されているものであ
る。具体的には、①一定期間内に業務終了が見込まれ
る場合、②一定の期間に限り業務量増加が見込まれる
場合、③対住民サービスを向上し、又は向上されたサー
ビスを維持する場合等に任用できる制度となっており、
貴県要請の「公の施設の管理業務」等においても、一定
の場合には、工夫次第で短時間勤務職員の活用を図る
ことができるものと考えられる。また、地方公務員法第１
４条第１項及び第２４条第５項において、地方公務員に
おける勤務時間等の勤務条件については、民間や国家
公務員におけるものと均衡を図ることが求められている
もの。なお、貴県要請における「過疎地域での農業や介
護等に従事しながらの勤務」については、一次回答で示
したとおり。

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

現行制度上、任期付短時間勤務職員は、
「単に現状のサービスの提供時間や提供体
制を維持すること」は、採用できないとされ
ており、前回の意見で述べた公の施設の開
館業務又は病院の夜間看護業務につい
て、現状のサービス提供体制を維持したま
ま、その効率化を図ろうとする場合には、要
件を満たさないことから、採用することがで
きないこととなる。任期付短時間勤務職員
の採用要件を緩和することで、業務執行体
制の一層の効率化を図るとともに、労働者
の多様な働き方の受け皿となりうるものと考
える。
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兵庫県 総務省

サラリーゲット制においても、管理職職員
としての職務・職責に応じた基本給を設け
ることにより、職務給の原則から外れるも
のではないと考える。また、条例主義につ
いても業績給の上限額を条例で定めるこ
とにより対応可能と考える。なお、現行制
度においても、業績を給与に反映させるこ
とは可能ではあるが、昇給幅の決定に用
いた場合は、業績による昇給は可能で
あっても降給を行うことはできないこと、ま
た、勤勉手当の成績率の反映について
も、成績率という限られた中での増減しか
行えないため、反映される額も限られてお
り、当市が求めているサラリーゲット制（年
俸制）をこれらの方法により代えることは
できないものと考える。

貴省が適切ではないと判断している
項目について、１点目は提案者から
の再意見により適切であると判断さ
れ、2点目についても、最低基本給
の他に、業績給の幅を定めることに
より、適切と判断できるのではない
か。右提案主体からの意見も踏まえ
て再度検討し、回答されたい。

提案されている給与制度は、次の理由から適切でない
と判断せざるを得ないものである。
　・　地方公務員の給与については、職員の職務と責任
に応ずるものでなければならないという職務給の原則が
あるところ、同一の職（同一の級・号）において、異なる
給料が支給されることとなり、職員の職責と給料が関連
づけられずに不適切であること。
　・　地方公務員の給与については、住民自治の原則に
基づく住民の同意が必要であることから、条例に基づい
て支給されなければならないという給与条例主義の原
則があるところ、最低基本給のみを条例で定めること
は、明確にこの原則に反すること。
　なお、勤務成績に応じた給与上の措置については、現
行制度においても、勤務実績に応じて、昇給幅の決定
や勤勉手当の成績率への反映を通した給与の増減額
が行えるところであり、提案団体の要望の趣旨は、まず
は提案団体において国の給与構造改革に準じた給与構
造見直しを行い、適切に運用することにより、十分実現
できるものである。

C

年功によらず、評価期間における組織及び職としての事
業目標を設定し、その目標の達成度を成果として評価す
ることにより、給与面からの意識改革を行い、チャレンジ
ングな組織へと脱皮することを目標にしています。今回
の提案は、管理職職員へのサラリーゲット制（年俸制）
の導入を検討するに当たり、地方公務員法に基づく給料
表の規定及び分限処分（降給）の適用緩和を求めるもの
です。給料表については、最低基本給のみを規定し、業
績により給料額を変動するものとなるため、実際に支給
される給料額が給料表に明示されていないことになりま
す。また、地方公務員法における分限処分は、職員の
職責を十分に果たすことができない場合としており、そ
の場合に公務能率を維持し、適正な運営を確保すること
を目的として分限処分を行うことが認められています。こ
の趣旨には、いわゆる業績評価による処分は想定して
いないものと考えます。

年俸による給料表を作成します。年俸は、基
本給に業績給を加えたものとし、業績給につ
いては、業績評価制度の結果を反映するもの
とします。また、前年度の年俸より減額される
ことも想定されるため、地方公務員法第27条
第２項に基づく分限処分である降給について、
新たに条例で定めるものとします。給料の支
払いについては、年俸を12で除し、毎月の給
料日に支給するものとします。

本市では、管理職職員（主にス
タッフ職等の希望者）へのサラ
リーゲット（年俸）制の導入を検
討しており、年俸については、
基本給と業績給で決定すること
を想定しています。想定では、
基本給は、最低基本給のみを
給料表で定めるため、地方公務
員法第25条第６項の給料表に
関する規定の緩和が必要であ
り、また、業績給は、業績評価
の結果で決定するため、年度に
より年俸の減額も想定されるこ
とになり、分限処分である降給
を適用する必要が出てくるた
め、その要件を緩和する必要が
あるものです。

職員は、・・・条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給さ
れることがない。

地方公務員
法第２７条第
２項

0
4
0
2
9
0

地方公務員
のサラリー
ゲット制（年
俸制）

総務省逗子市

1
1
0
3
0
1
0

提案は、あくまでも希望する職員に対し導入
しようとするもので、業績給部分の額の変動
により給料の額が下がったとしても職員の
身分保障を害するものではない。また、希
望する職員に導入するのであるから職員の
権利保障の問題は生じないこと、制度導入
にあたっては必要な条例改正等を行うもの
であるから当然、議会制民主主義による
チェックは行われる。さらに、「業績給」につ
いては法定外の手当であるとの見解につい
ては、給料を「基本給」と「業績給」に区分し
ただけであり、あくまでも給料である。前回
意見のとおり、給与構造改革によるもの以
上に民間企業等で既に導入されている年俸
制という、より業績を反映した給与制度を目
指すものである。

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

C
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 04　総務省（特区第10次　再々検討要請）

管
理

コ
ー

ド

具体的事業
を実現するた
めに必要な
措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置
の分
類

措置
の内
容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

提
案
事
項
管

理
番
号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
4
0
3
1
0

任期付短時
間勤務職員
の任期撤廃

地方公共団
体の一般職
の任期付職
員の採用に
関する法律
（平成十四年
五月二十九
日法律第四
十八号）
第６条

短時間勤務職員の任期は、3年（特に必要がある場合として条例で定める場
合は5年）を超えない範囲で任命権者が定める。

任期付短時間勤務職員に係る
現行の任期を撤廃し、３年又は
５年を超えた任期を定めて任用
することを可能とする。

３年又は５年を超える任期を定めた任期付短
時間勤務職員を採用する。

３年又は５年を超える任期を定めた採用を可能とするこ
とにより、過疎地域での農業や介護等に従事しながらの
勤務を希望する者、夜間のみの勤務を希望する者など、
働く者の多様なライフスタイルに対応した弾力的な雇用
を可能とする。

C －

　公務の運営については、公務の中立性の確保、公務
の能率性の追及等の観点から、任期の定めのない常勤
職員を中心として行われている。
  任期付短時間勤務職員制度は、このような原則の例
外として、一定の期間における特定業務に従事する場
合に限り、かつ、基本的には他の職へ異動することのな
いことを想定して導入されたものであり（平成１６年８
月）、短時間勤務職員を任期の定めなく採用する場合に
は、人事配置など長期的な人事管理に困難が予想され
ること等から、ご提案のような任期付短時間勤務職員に
係る現行の任期を撤廃することは不適当である。
   また、地方公務員法第１４条第１項及び第２４条第５項
において、地方公務員における勤務時間等の勤務条件
については、民間や国家公務員におけるものと均衡を
図ることが求められているが、民間でも契約期間の定め
のない短時間正社員制度のような雇用形態は、現時点
で、一般的とは言い難く、また、国家公務員においても、
そのような制度はないところである。

右提案主体の意見を踏まえて再度
検討し、回答されたい。

本提案は、恒常的に過疎地域での農業や
介護等に従事しながらの勤務を希望する
者や、病院の看護師として夜間のみの勤
務を希望する者など、自らのライフスタイ
ルに応じて能力が発揮できる雇用の場を
提供し、併せて公務部門において広く人
材の確保を図るものである。ご指摘のとお
り、短時間勤務職員を任期の定めなく採
用した場合には、長期的な人事管理が難
しくなることが予想されることから、無任期
で採用するのではなく、５年を超えた採用
が可能となるように短時間勤務職員の任
期の上限を条例で定めることができるよう
提案するものである。（別様有(2)）

C －

貴県要請の「恒常的に過疎地域での農業や介護等に従
事しながらの勤務」等については、貴県要請の「任期付
短時間勤務の採用要件の緩和」における当課の一次回
答で示したとおり。また、例えば、対住民サービスの向
上又は向上されたサービスの維持として認められる任期
付短時間勤務職員の任期については、過剰なサービス
の提供や、需要に対して的確に対応できないサービス
体制を存置することにもつながりかねないことから、サー
ビスの水準が適切かどうかを判定、見直すための区切り
の期間として、原則３年が適当とされたところ。さらに、
任期の定めのない任用を基本とする地方公務員制度に
あって、いたずらに長期の任期とすることは若年定年制
的な機能を持たせるおそれもあるところであり、貴県要
請のように、５年を超えて任期の上限を条例で定めるこ
ととすることは、不適当である。

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

現行の任期付短時間勤務職員について
は、最大で５年間の任期しか認められてお
らず、サービスの水準の判定、見直しのた
め一定の区切りを設けたとしても、優秀な人
材を引き続き確保するためには、現行の上
限を超えた任用を可能とする措置が必要と
考えられることから提案を行うものである。
なお、民間労働者の有期労働契約について
は、必要に応じて有期労働契約の更新が可
能となっていることから、民間労働者と同等
の取扱いができるよう、従事する業務の状
況や採用した職員の能力・適性を勘案し、
必要に応じて５年を超えた雇用ができる措
置を求めるものである。

1
0
8
0
0
6
0

兵庫県 総務省
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2
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健康保険法
及び厚生年
金保険法に
おける育児
休業による
保険料免除
の対象者の
拡大

－ －

　健康保険法（大正11年4月22
日法律第70号）及び厚生年金
保険法（昭和29年5月19日法律
第115号）における「育児休業」
による保険料免除は、育児休
業・介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関
する法律（平成3年5月15日法律
第76号）又は地方公務員の育
児休業等に関する法律（平成3
年12月24日法律第110号）によ
る「育児休業」でなければ対象
とはならない。
　「育児休業」の定義を雇用保
険法（昭和49年12月28日法律
第116号）同様、「子を養育する
ために休業した場合」と読み替
えるもの。

　地方公務員の非常勤職員は「育児休業・介
護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律」及び「地方公務員の育児
休業等に関する法律」のどちらの適用もない
ため、事業主の承認を受けて育児のために休
業をしたとしても健康保険料、厚生年金保険
料の免除を受けることはできない。
　また、休業中も事業主と雇用関係があるた
め、休業期間、健康保険及び厚生年金の資格
を喪失して、配偶者の被扶養者となることもで
きない。
　保険料免除の対象とすることにより、育児の
ために休業する非常勤職員の経済的支援は
もとより、これから妊娠しようとする非常勤職
員に、安心して妊娠・出産・育児ができる環境
を整えようとするもの。

　豊中市は現在厳しい財政状況にあり、職員定数の適
正化を図るとともに市民サービスを維持・向上させていく
ため、臨時職員や非常勤職員を活用するとともに、任期
付短時間勤務職員制度を導入したところである。
　現在約1500人の非常勤職員が職務に就いており、市
政運営には非常勤職員は欠かせない存在となってい
る。
　また、豊中市は大阪のベットタウンとしての役割を果た
しており、配偶者の転勤によりやむを得ず離職した方や
子育て中でフルタイム勤務が困難な方等の多様な就労
ニーズも十分あると想定する。
　今後も多様な雇用形態の職員を活用しながら、より一
層、効率的・効果的な行政運営を目指していくために
は、豊富な知識や経験と高い能力を持った非常勤職員
の確保が必要であり、これら職員が妊娠や出産で就労
を断念することなく、安心して妊娠・出産・育児のための
休業をし、復職できる環境を整備したい。

E Ⅰ

ご要望に係る制度の所管省庁は厚生労働省であり、厚
生労働省からは以下のように回答。
 
　 「育児・介護休業期間中の保険料免除措置は、世代
間扶養の仕組みである公的年金制度及びそれと類似の
観点も含まれる公的医療保険制度において、次世代育
成支援も重要な課題であることから、設けられているも
のである。
　 この措置は、「保険料を負担しその実績に基づいて給
付を行う」ことが基本である厚生年金保険制度及び健康
保険制度において、極めて例外的な取り扱いであること
から、労働者の権利として広く社会的合意が形成されて
いる育児・介護休業法に定める育児休業等の期間に
限って対象としているものであり、その範囲外の休業期
間を対象とすることは困難である。
　なお、雇用保険制度における育児休業給付は、「雇用
の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を
行う」という法目的に沿って給付対象が規定されている
ものであり、厚生年金制度における保険料免除という極
めて例外的な措置の対象と同列に論じることは適当で
ない。」

E Ⅰ
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豊中市
総務省

厚生労働省
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「まちづくり」
を目的とした
地域基金の
原資としての
当せん金付
証票の発売
の要件緩和

地方財政法
第３２条
当せん金付
証票法第４
条

発売主体は、都道府県及び政令都市となっている。

「まちづくり」を目的とした地域
基金の原資としての当せん金
付証票の発売を可能とする為、
当せん金付証票法第４条の都
道府県や政令指定都市の他、
当せん金付証票の発売可能な
地域の要件緩和を求める。

地域基金の原資として、鞆の伝統ある「富くじ」
を伝統祭事の「お弓神事」をアレンジして復活
させる。又、地域観光事業にも資すると考え
る。
地域基金使用用途は、
①台風、地震、津波等の天災後の復興支援
②若者、新規定住者用の住宅取得、改修用
低利、無利子貸付
③地域産業振興用低利貸付
④町並み保存
⑤高齢者介護福祉(地域老人への配食サービ
ス、グループホーム、医療介護施設の経営)
⑥子育て支援(共稼ぎ夫婦の為の託児サービ
ス、情報誌作成)
⑦環境保全、改善、自然との共生(不用品のリ
サイクル、生ゴミの堆肥化、ゴミ5Rの推進)
⑧都会と地方の交流
⑨生活支援等(コミュニティバス、タクシーの運
行、買い物代行)

提案理由：
鞆町に残る江戸時代からの伝統的な町並みや港湾施
設等が調和した風景は、日本人の心の原風景であり、
歴史を将来に渡って体感する、豊かな遺産でもあり、新
しい創造へのよすがともなる、有形、無形の現在進行形
の歴史的文化財の「ともらしさ」となっている。
それと同時に、鞆町は少子高齢化、過疎化、歴史的建
造物の老朽化、防災、生活環境整備、産業振興、道路
整備、有効土地利用等の多くの問題を抱えている。
代替措置：
そこで、江戸時代に行われていた港湾整備等を目的とし
た「富くじ」を「まちづくり」を目的とした地域基金の原資
調達の一つの手段として復活させ、諸問題を解決する
資本とする事によって、地域資源をリサイクル、リプレイ
させ、その収益を地域に還元させて行く事により地域間
格差の是正が可能となり、継続的な地方交付金に依存
しない地域再生が実現可能と考える。

C Ⅰ

１　宝くじは、地方財政資金を調達し、公共事業等の公
益的事業に活用することを目的とするものであり、でき
るだけ広く一般住民に均てん化できるよう、刑法で禁止
されている富くじの例外として、原則として広域的な行政
主体である都道府県と指定都市のみにその発売権限を
認めてきたもの。
２　市町村が宝くじを発売することについては、上記の宝
くじの発売の趣旨や歴史的な経緯も踏まえ様々な検討
が行われた結果、現在は、市町村振興宝くじ（サマー
ジャンボ、オータムジャンボ）を発売することとし、その収
益の活用方法等については、各県単位で市町村が自ら
決定し、市町村のために効率的に活用されているとこ
ろ。したがって、既に市町村が宝くじを発売するのと同様
の結果が得られているもの。
３　この問題は、限られた宝くじの市場の中で都道府県・
指定都市と市町村との財源配分をどのように行うかとい
う問題に帰着するものであるが、現行の仕組みは全国
の都道府県・指定都市と市町村とが発売方法や収益金
の配分について了解したものである。

右提案主体の意見を踏まえて再度
検討し、回答されたい。

本提案の目的は、地域特性を活かした
「まちづくり」を実現する為の地域基金の
資本とする事で、広く多くの人々に一種の
寄付行為として、参加を促す行為であり、
地域文化や伝統を活用した観光事業にも
資する行事である。特定の目的実現の為
に行うものであり、今までの宝くじとは、目
的や意義を異にするものである。

C Ⅰ
市町村振興宝くじの収益については、各県単位で市町
村が自ら決定し、市町村において公益の増進のための
事業に効率的に活用することが可能。
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0
4
0
3
4
0

博物館施設
の独立法人
化に向けた
地方独立行
政法人法に
定める業務
範囲の拡大

地方独立行
政法人法第
二十一条第
一項第五
号、
地方独立行
政法人法施
行令第四条

○地方独立行政法人法
　（業務の範囲）
第二十一条　地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるもの
を行う。
　一～四　（略）
　五　公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと（前三号に
掲げるものを除く。）。
　六　（略）

○地方独立行政法人法施行令
　（公共的な施設の範囲）
第四条　法第二十一条第五号に規定する政令で定める公共的な施設は、次
に掲げるものとする。
　一　介護保険法 （平成九年法律第百二十三号）第八条第二十五項に規定
する介護老人保健施設
　二　会議場施設、展示施設又は見本市場施設であって総務省令で定める規
模以上のもの

地方独立行政法人法に規定さ
れている業務範囲に関し、「公
共的な施設で政令で定めるも
の」に新たに博物館施設を加え
て地方独立行政法人の対象と
することにより、市民の財産で
ある館蔵品等の継続的かつ適
正な維持・管理を実現するとと
もに、当該施設を核とした都市
経営戦略の展開を通じて施設
の有するポテンシャルを最大限
発揮させ、市民サービスの向上
や地域経済の活性化を図る。

独立行政法人による博物館施設の設置及び
管理運営によって資料の収集・保管や展示・
活用、調査研究、教育普及などの基幹業務に
おける継続性を確保する一方、博物館施設群
として人材育成の受け皿となる組織を形成す
る。この結果招来される集客力や広告宣伝力
の強化、企画展示力にも反映される専門性の
向上、外部資金の導入やコスト削減などス
ケールメリットを活かした経済性の向上、ブラ
ンド形成、NPOや外部人材、大学等専門研究
機関との連携強化など施設の集積効果を今
後の都市経営の展開上の契機となし、市民が
享受できるサービスの拡充はもとより、都市の
創造性の向上や経済効果の拡大を図る。

提案理由：
　本市は、天王寺動物園（大正３年）や市立美術館（昭
和１１年）をはじめ、別紙のとおり国内有数の博物館施
設を整備してきた。
　今年度中の策定を目指している都市戦略上の拠点施
設として、左記のような施策効果をねらってこれらの施
設の強みを最大限に引き出して運営していくには、経営
基盤の強化とともに、資料の保全、調査・研究、展覧会
等の企画など基幹業務における継続性の確保と中長期
的な視点をもった事業展開が不可欠である。しかし、期
間を指定する指定管理者制度では継続性の確保は保
証されず、反面、必ずしも地方公共団体が直接の事業
実施主体（直営）である必要はないと考えられる。
　こうした事業特性に鑑みれば地方独立行政法人によ
る博物館施設の設置及び管理運営が有効と考えられる
が、現行法令では当該施設は対象業務に含まれていな
いため、地方独立行政法人化が選択肢のひとつとなる
よう制度的な保証を望むものである。

C Ⅲ

　地方自治制度上、地方公共団体の公の施設の管理手
法としては地方公共団体が直接管理する方法、あるい
は、設置の目的を効果的に達成するため法人その他の
団体に管理を行わせる指定管理者制度があるところで
ある。
　行政の減量化及び民間活力の発揮が求められている
ことから、ご提案については、指定管理者制度の活用を
図るべきものである。

国立博物館はすでに独立行政法人
化されており、弊害も見あたらないこ
とから、同様の運用を地方公共団体
においても取り入れられないか。ま
た、博物館施設について、直営又は
指定管理者での管理運営が可能で
あれば、独立行政法人による管理
運営も当然可能と考えられることか
ら、地方公共団体の選択肢を増やす
ことができないか。右提案主体の意
見も踏まえて、再度検討し回答され
たい。

博物館施設の管理運営は、行政の減量
化が求められている中、直営では課題が
多いと考えます。一方、本市博物館施設
でも導入済みの指定管理者制度の下で
は、継続性の確保という業務の根幹にか
かわる課題が顕在化し（補足資料１）、日
本博物館協会や日本学術会議でも取り上
げられています（補足資料２）。民間活力
の発揮についても、例えば経営感覚のあ
る人材を登用する場合、期間指定の指定
管理者制度の下では十分な効果は期待
できません。本市としては、都市戦略の観
点からも、公的関与を確保しつつ施設の
設置目的を最も効果的に達成させるため
の有効な選択枝として、国と同様、公立博
物館でも独立行政法人制度が適用できる
よう要望します。

C Ⅰ

地方公共団体における事務・事業の在り方については、
①廃止、②民間譲渡、③指定管理者制度の導入を検討
すべきものであり、地方独立行政法人制度は、これらの
活用を図ることが困難な場合にその活用を検討すべきも
のである。
　また、地方独立行政法人が博物館の設置及び管理を
行うこととする場合には、
①当該博物館の博物館法における位置付けや、
②教育委員会による関与の見直しについての検討が必
要不可欠となるものである。
　したがって、これらの環境が整えば必要な検討を行うこ
とも考えられるが、当面は指定管理者制度の活用を図っ
ていただきたい。

提案主体は、博物館施設を
独立法人化することにより、
所有している各施設の経営
基盤を強化し、これらを拠点
とした都市経営戦略を策定
中であり、早急な対応を求め
ている。
文部科学省において、博物
館制度全体のあり方につい
て検討されていることから、
関係省庁と調整のうえ、博物
館施設の独立行政法人によ
る管理運営について可能と
する事ができないか、右提
案主体の意見も踏まえて再
度検討し回答されたい。

本市においては、市民の財産である館蔵品
の保全等の観点から廃止や民間譲渡は考
えられず、指定管理者制度では事業の継続
性の確保が課題です。
地方独法化については法案審議段階で、今
後の対象化に向けて教育委員会や関係団
体の意見を聞き、施設の特性も踏まえて検
討するとされています（補足資料１）。また、
博物館法における位置付けについては、国
の施設は相当施設となり、審議会答申や提
言で要件の緩和や撤廃が求められています
（補足資料２）。
事業の継続性確保という喫緊の課題を解決
し、本市の都市戦略に照らし地域の特性に
応じた運営形態が選択できるようにするた
め、早急に地方独立行政法人化が可能とな
るよう重ねて要望します。
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大阪市
総務省

文部科学省

第一条の二　行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する
書類（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知
覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計
算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成する場合
における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。）その
他権利義務又は事実証明に関する書類（実地調査に基づく図面類を含む。）
を作成することを業とする。
２　行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法
律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三　行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け
報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律にお
いてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
　一　前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する
書類を官公署に提出する手続について代理すること。
　二　前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関す
る書類を代理人として作成すること。
　三　前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成につい
て相談に応ずること。
第二条　次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有す
る。
　一　行政書士試験に合格した者
　二　弁護士となる資格を有する者
　三　弁理士となる資格を有する者
　四　公認会計士となる資格を有する者
　五　税理士となる資格を有する者
　六　国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定
独立行政法人（独立行政法人通則法 （平成十一年法律第百三号）第二条第
二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。）又は特定地方独立行
政法人（地方独立行政法人法 （平成十五年法律第百十八号）第二条第二項
に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員又は職員として
行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上（学校教育
法 （昭和二十二年法律第二十六号）による高等学校を卒業した者その他同
法第五十六条に規定する者にあつては十七年以上）になる者

C

１．各士業は、各業界団体による指導及
び連絡がなされており、各監督機関によ
る監督も行われている。
２．より専門性が高い各士業が行政書士
業務を行うことは、国民の法益の保護及
び利便に資する。
３．各士業の人数は十分にいるため、これ
らの者が行政書士業務を行うことができ
れば、国民の利便性が非常に高まる。
４．「規制緩和推進３か年計画」における
「行政書士の業務独占の在り方」について
は、十分に審議が尽くされていない。
（別様に詳細有り）

総務省個人
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　行政書士法は、行政書士の業務が国民の権利義務に
深く関わることから、行政書士法第２条に定める者が行
政書士名簿への登録を受け都道府県知事の監督を受
けることとされ、かつ行政書士会に入会し会員による自
主的な指導及び連絡を行うこととされた場合に限ってこ
れを行うことを認めることとしたものである。
　現行においても、弁護士、弁理士、公認会計士又は税
理士となる資格を有する者は、行政書士試験に合格しな
くても行政書士となることを認めているところであるが、
上記の趣旨を踏まえれば、これらの資格を有する者も、
行政書士の独占業務に属する書類の作成業務を行うに
当たっては、行政書士名簿への登録を受けることが必
要である。
　さらに、行政書士の携わる業務の多くが都道府県知事
等地方公共団体の機関に対する許認可申請等の手続
である点に鑑みれば、行政書士の独占業務に属する書
類の作成業務を行うに当たっては、行政書士名簿への
登録を受け、これらの手続の実態につき把握可能な立
場にある都道府県知事の監督を受けることとされること
が適当と考える。

Ⅰ
右提案主体の意見を踏まえて再度
検討し、回答されたい。

　行政書士法は、行政書士の業務が国民の権利義務に
深く関わることから、行政書士法第２条に定める者が行
政書士名簿への登録を受け、都道府県知事の監督を受
けることとされ、かつ、行政書士会に入会し会員による
自主的な指導及び連絡を行うこととされた場合に限って
これを行うことを認めることとしたものである。
　現行においても、弁護士、弁理士、公認会計士又は税
理士となる資格を有する者は、行政書士試験に合格し
なくても行政書士となることを認めているところである
が、上記の趣旨を踏まえ、これらの資格を有する者も、
行政書士の独占業務に属する書類の作成業務を行うに
当たっては、行政書士名簿への登録を受けることが必
要となっている。

ⅠC

他の法律専
門職に行政
書士業務の
取扱いを認
める

0
4
0
3
5
0

１． 行政書士法制定当時の地方行政委員会議事録によ
ると、行政書士法第１条の２、第1条の３に規定されてい
る行政書士の業務としては、「忙しい」又は「字が書けな
い」というような国民の代わりに出生届けなどを出すこと
などが考えられていた。したがって、その専門性はほと
んど無い、若しくは著しく低いと言える。
２． 行政書士資格には、特に専門性が求められている
わけではないので、税理士等と同様に国家試験を合格
し、国民の権利義務に関わる業務を行なっている社会
保険労務士、司法書士、土地家屋調査士を第２条の有
資格者の範囲にいれても何ら問題はない。
３．他の法律専門職が固有の業務に附随する行政書士
業務を行政書士登録なくおこなうことは国民の利便に帰
する。

法律専門職である弁護士、弁理士、公認会計
士、税理士、社会保険労務士、司法書士、土
地家屋調査士が、行政書士登録をせずとも行
政書士の独占業務を行なうことを一定期間試
験的に実施する。

行政書士登録をしていない他の
法律専門職に一定期間行政書
士業務を行なわせる

行政書士法
第１条の２、
１条の３、２
条
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 04　総務省（特区第10次　再々検討要請）

管
理

コ
ー

ド

具体的事業
を実現するた
めに必要な
措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置
の分
類

措置
の内
容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

提
案
事
項
管

理
番
号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
4
0
3
6
0

「ご近所さん
まちづくりモ
デル事業構
想」（「ご近所
パワー」によ
る政府未使
用地利用開
発）の為の情
報公開に関
する事項

－ －

情報公開制度上、情報公開法
の適用が除外されているものに
登記簿等と記載されているが、
東京都練馬区内の政府未利用
地を含む国有地等の情報公開
を求める。

①練馬区内に所在する未利用国有地（６件）
の情報
②一般には情報公開されていない未利用国
有地及び一軒家物納物件の情報
③宿舎用地で今後利用形態が見直される予
定の国有地
以上の３点について情報公開を求めたいが、
登記簿等については情報公開法の適用が除
外されているため、この部分の規制を緩和し
て頂きたい。これにより、国有地等の情報が
明らかになれば、区のまちづくりに有効的に利
用が図られ、虫食い状態の政府未使用地等
未利用地の解消にもなる。(別様資料：5)

練馬区内には一軒家物納等による虫食い状態の政府
未使用地等未利用地も存在している。しかし、国の情報
公開法により、誰でも、行政文書の開示を請求すること
ができ、開示請求された行政文書は、原則として開示さ
れることとなっているが、登記簿等は適用が除外され、
また、一部公開されている情報も競売等売却情報が大
部分を占め、情報として一元化されていない。現在利用
中及び未利用に係らず政府未利用地を含む国有地等
情報公開制度に基づく入手は困難である。そこで、まち
づくりの核として利用を図り、まちかど防災の拠点に資
するために、公開を求める。

D －

   提案者は、未利用国有地の情報について、行政機関
の保有する情報の公開に関する法律（以下「情報公開
法」という。）において、登記簿等が適用除外とされてい
るため、これらの情報が公開されないとしている。
　しかし、登記簿等については、個人情報等の情報公開
法の不開示情報まで開示範囲に含む独自の完結した体
系的な開示制度が、不動産登記法で定められているこ
とから、情報公開法の適用除外としているものである。
　したがって、登記簿等の閲覧を希望するのであれば、
不動産登記法の規定に則して請求いただきたい。
　なお、①～③の情報については、財務省の回答のとお
り、ホームページで閲覧可能である。

D －
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すずしろ環
境開発事業
協同組合

総務省
法務省
財務省
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投票所入場
整理券の交
付時期の緩
和

公職選挙法
施行令第31
条第１項
農業委員会
等に関する
法律施行令
第６条

　市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日以後できる
だけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない
とされている。

公職選挙法施行令第31条第１
項に規定される、投票所入場整
理券の交付時期を市の裁量に
より、早くすることができるよう
にする。

投票所入場整理券を早期に交付することによ
り、選挙期日などを周知するとともに投票しや
すい環境をつくり、投票率の向上をめざす。

公職選挙法施行令及び農業委員会等に関する法律施
行令に基づき、投票所入場整理券の交付は、公示又は
告示日以前にできない。しかしながら、人口の多い当市
の郵便による方法では、郵送完了までに一定期間を要
し、あらかじめ選挙期日や期日前投票などに関する内
容をひろく周知することは困難であり、特に選挙期間が
短い市選挙では、その影響は大きく、投票しやすい環境
の阻害要因となっている。ただし、事前に無投票が想定
されるような選挙では、選挙の確定を待って交付すべき
場合もある。したがって、有権者の利便性や影響などを
総合的に勘案し慎重に交付の時期を定め、交付の時期
を公示又は告示日以後と画一的にすることなく、市の裁
量によることができるようにすべきと考える。なお、選挙
時登録者は、当該法律施行令に規定されているとおり
公示又は告示日以後すみやかに交付すべきもので、市
の裁量により交付の時期を定めることは望ましいことで
はない。

D

　投票所入場券は、選挙の期日の公示又は告示の日以
後できるだけ速やかに選挙人に交付することとされてお
り、各団体で工夫して、できる限り早期に交付できるよう
努めているものと承知している。
　また、選挙期日、期日前投票など選挙に関する周知・
啓発については、各団体で工夫して、積極的になされて
いるものと考えている。
　なお、投票所入場券は、その事前の交付によって選挙
人に選挙日時、投票場所を周知させ、かつ、投票当日
の投票所において選挙人であることを確認する一手段
にすぎないものであって、投票所入場券を提出しない者
に投票させても違法ではないとされている。

右提案主体の意見を踏まえて、再度
検討し回答されたい。

当市では、投票所入場整理券の早期交
付が選挙人にとって、選挙期日や期日前
投票制度など選挙全般に関する情報の周
知、啓発を図るとともに、投票しやすい環
境づくりに有効な手段として積極的に検討
を進めてきたところである。今回、現行規
定により対応可能であるとの回答をいた
だきましたが、具体的にどこが可能なの
かを伺いたい。選挙期間の短い市選挙に
限定して、市の裁量により、早期交付（告
示日以前）することを認めていただけない
か。
なお、入場整理券は本人を確認する一手
段であり、投票することができる者は、選
挙人名簿に登録されているとともに、当日
選挙権を有するものであることから、入場
整理券を持参した者が絶対的に投票でき
る者ではないと考えている。

D

  投票所入場券は、選挙の期日の公示又は告示の日以
後できるだけ速やかに選挙人に交付することとされてお
り、各団体で工夫して、できる限り早期に交付できるよう
努めているものと承知している。
　現行においても、例えば、郵便局と連携して投票所入
場券を円滑かつ効率よく配達することや職員が投票所
入場券を直接交付すること等の工夫が可能であると考
えている。
　また、選挙期日については広報車、啓発物品等による
臨時啓発、期日前投票制度についてはホームページへ
の掲載、冊子の配布等による常時啓発等、その周知・啓
発については各団体で工夫して、積極的になされている
ものと考えている。
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市長、市議
会議員選挙
の候補者が
選挙運動の
ためにマニ
フェストの頒
布ができると
ともに、マニ
フェスト作成
を公営とする
特区

公職選挙法
第142条の２

　総選挙又は通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届
出政党又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院
名簿届出政党又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパン
フレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的
な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣
に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒
布（散布を除く。）することができる。

公職選挙法第142条の2を改正
し、市長、市議会議員選挙の候
補者が市政に関する重要事項
及びこれを実現するための基本
的な方策などを記載したパンフ
レット又は書籍で、市の選挙管
理委員会に届け出たそれぞれ1
種類を、選挙運動のために頒布
することができるようにする。選
挙の告示前にこれらを作成する
ために事務員を雇用した場合に
ついては、当該パンフレット又は
書籍作成の業務に従事した各
日について、その勤務に対して
支払うべき報酬の額の合計額
を公費とする。

選挙運動において、より具体的な政策を記載
したパンフレット又は書籍の配布が可能となる
ことにより、市民が市政に対する理解を深める
ことになり、課題となっている投票率の低下傾
向に歯止めをかけることに繋がる。
このためにも、パンフレット又は書籍の作成の
ために従事する事務員の人件費を公営とする
ことにより、当該パンフレット又は書籍の作成
に負担がかからないようにする。

地方選挙における選挙運動用パンフレットの頒布につい
ては、選挙運動のあり方にかかわる問題であり、その必
要性も含めて各党各会派で十分に議論がなされる必要
があるならば、貴省から各会派に対し、その必要性を検
討する機会を設けるよう呼びかけを行っていただきたく、
前回に引き続き提案するもの。

C

　地方選挙における選挙運動用パンフレットの頒布につ
いては、
・選挙運動費用が増加することをどう考えるか
・部数やページ数等の量的な制限をどう考えるか
など、検討すべき事項があると考えられる。
　いずれにしても、地方選挙における選挙運動用パンフ
レットの頒布については、選挙運動のあり方にかかわる
問題であり、まずは国会の各党各会派で十分に議論が
なされる必要がある。

右提案主体の意見を踏まえて、再度
検討し回答されたい。

前回に引き続いての回答であるが、これ
は貴省としては必要性を検討すべき問題
ではない、ということか。国会の各党各会
派における自発的な議論を期待するほか
ないということか。

C Ⅰ

　地方選挙における選挙運動用パンフレットの頒布につ
いては、
　・選挙運動費用が増加することをどう考えるか
　・部数やページ数等の量的な制限をどう考えるか
など、検討すべき事項があると考えられる。
　いずれにしても、地方選挙における選挙運動用パンフ
レットの頒布については、選挙運動のあり方にかかわる
問題であり、まずは国会の各党各会派で十分に議論が
なされる必要がある。
　なお、現在、各党においていわゆるローカルマニフェス
トの頒布について議論されているものと承知している。

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

　いわゆるローカルマニフェストの必要性等
については、先日自民党選挙制度調査会に
おいて、首長選の選挙期間中にマニフェスト
を記載したビラに限り配布を認める等の公
職選挙法改正案がまとめられたのはご存知
のことと思うので、次の4月の統一地方選挙
にてローカルマニフェストを頒布できるよう
法改正を行っていただくよう強く要望する。

1
0
2
9
0
6
0

多治見市 総務省

0
4
0
3
9
0

自治体首長
及び議員の
立候補制限
の解除

公職選挙法
第89条、第
90条

　国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人、特定地方独立
行政法人若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員は、一部の者を除き、在
職中、公職の候補者となることができない。
　また、公職の候補者となることができない公務員が、届出により公職の候補
者となったときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、そ
の届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

地方自治体の首長及び議員に
関し、現在の職の任期後に任
期が開始する公職については、
在職中にあっても、立候補する
ことができることとする。

地方自治体の首長及び議員に関し、現在の
職の任期後に任期が開始する公職について
は、在職中にあっても、立候補することができ
ることとする。このことにより、統一地方選挙な
どにおいて、議会議員から首長、首長から議
会議員、市町村から県、県から市町村への立
候補が容易になり、地方自治の活性化に繋が
る。また、任期満了まで在職することが可能と
なるため、不在となる期間がなくなり、現職に
ついての責任が果たされることとなる。

公職選挙法第89条及び第90条の規定により、自治体首
長及び議員は、公職への立候補が制限されており、立
候補した場合、失職することとなっている。
このため、統一地方選挙などにおいて、議会議員から首
長、首長から議会議員、市町村から県、県から市町村へ
の立候補が容易ではなく、また、現職に任期満了まで在
職することができないこととなっている。
特に、首長にあっては、その被選挙権において、住所が
要件とされていないことからも、本来、流動性が高いも
のであり、トップマネージメントの強化にもかんがみ、他
の公職への立候補が容易であることが望ましい。また、
現職が任期満了まで在職することになり、現職について
の責任が果たされるとともに、不在による事務執行上の
不安定性が回避される。

C Ⅰ

・公務員がその地位を利用することによる選挙運動等の
不平等を排除すること
・公務員の職務遂行に支障なからしめること
・現職のまま漫然と立候補し、当選をぎょうこうとし、落選
しても従前の資格を保持しようとするような候補者が乱
立するのを抑制すること
といった理由から、現行法においては特定の公務員が
現職のまま立候補することは禁止されているところであ
る。

右提案主体の意見を踏まえて、再度
検討し回答されたい。

御省の回答では、3点の理由を示されてい
るが、各点について、以下のとおり、意見
を提出させていただくので、御再考された
い。
　・選挙運動の不平等について：公職選挙
法第89条第2項の場合においても同様で
ある。よって、本件にのみ、懸念される必
要はない。
　・職務遂行への支障：この点についても
公職選挙法第89条第2項において同様で
ある。また、本件提案では、失職すること
なく、その任期満了まで職務を遂行してい
ただくことを、その提案理由の一つとして
いる。
　・候補者の乱立：本件では、現在の職の
任期後に任期が開始する公職に限定して
おり、従前の資格を保持することにはなら
ない。

C Ⅰ

・公務員がその地位を利用することによる選挙運動等の
不平等を排除すること
・公務員の職務遂行に支障なからしめること
・現職のまま漫然と立候補し、当選をぎょうこうとし、落選
しても従前の資格を保持しようとするような候補者が乱
立するのを抑制すること
といった理由から、現行法においては特定の公務員が
現職のまま立候補することは禁止されているところであ
る。
なお、公職選挙法第89条第２項は、同法第33条第１項に
より任期満了による選挙を任期満了前に行うこととして
いることから、原則として現職のまま立候補することがで
きない公務員であっても、その者の任期が満了するため
に行われる選挙には、現職のまま立候補できる旨の特
例を定めたものである。

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

　御省の回答の趣旨が明確でないが、御指
摘の懸念のうち1点目と2点目については、
公職選挙法第89条第2項の場合であっても
同様であるとの意見を、既に提出したところ
である。
　なお、同法第89条第2項の規定は、御指摘
の通り同法第33条第1項の規定を受けたも
のであるが、御指摘の懸念と同法第33条第
1項の間には、何ら関係がないと考える。
　また、御指摘の懸念のうち3点目について
は、本提案では、現在の職の任期後に任期
が開始する公職に限定していることから従
前の資格を保持することにはならないとの
意見を、既に提出したところである。
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地方公務員
と地方議会
議員との兼
職

公職選挙法
第89条、第
90条

　国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人、特定地方独立
行政法人若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員は、一部の者を除き、在
職中、公職の候補者となることができない。
　また、公職の候補者となることができない公務員が、届出により公職の候補
者となったときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、そ
の届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

地方公務員に関し、当該職員
の所属する団体の区域外にお
ける地方議会議員との兼職を
可能とする。

地方公務員に関し、当該職員の所属する団体
の区域外における地方議会議員との兼職を
可能とする。このことにより、市民を代表する
議会の議員に幅広い人材を確保し、地方議会
の活性化に繋げる。

公職選挙法第89条及び第90条の規定により、単純な労
務に雇用される職員以外の地方公務員は、公職への立
候補が制限されており、立候補した場合、失職すること
となっている。
一方、第28次地方制度調査会の答申において「地方公
共団体の議会の議員と当該団体以外の地方公共団体
の職員との兼職を可能とすることも検討すべき課題」とさ
れているところ。
地方公務員法第36条では、政治的行為を制限している
ものの、当該職員の属する地方公共団体の区域外にお
いては、一部の行為を可能としているところ。
地方公務員について、法により一律に公職への立候補
を制限する必要性は、職員の政治的中立性の保障であ
り、地方公務員法第36条の規定と、その趣旨を同じくし、
当該職員の属する地方公共団体の区域外に及ぶもので
はない。
このため、地方公務員に関し、当該職員の所属する団
体の区域外における地方議会議員との兼職を認めるこ
ととするものである。

C Ⅰ

　現行法においては特定の公務員が現職のまま立候補
することは、公務員の職務遂行に支障なからしめるこ
と、現職のまま漫然と立候補し、当選をぎょうこうとし、落
選しても従前の資格を保持しようとするような候補者が
乱立するのを抑制することといった理由から禁止されて
いるところである。

右提案主体の意見を踏まえて、再度
検討し回答されたい。

御省の回答では、2点の理由を示されてい
るが、以下のとおり、意見を提出させてい
ただくので、御再考されたい。
・職務遂行への支障：御省の回答では、
御懸念される点が選挙運動期間中か、当
選後かが明確ではないが、いずれにして
も職務への影響については、年次有給休
暇等により対応可能であると考える。
・候補者の乱立：御省の回答では、当選
後に職を辞することを前提とされているよ
うであるが、必ずしもそうとは限らない。ま
た、このような問題は、民間企業の従業員
でも同様である。
上記2点とも、公務員の政治的中立性の
問題ではなく、当該団体で律すればよい
問題であり、公務員の身分に特有の事項
として規制する必要性はないと考える。

C Ⅰ

　現行法においては特定の公務員が現職のまま立候補
することは、公務員の職務遂行に支障なからしめるこ
と、現職のまま漫然と立候補し、当選をぎょうこうとし、落
選しても従前の資格を保持しようとするような候補者が
乱立するのを抑制することといった理由から禁止されて
いるところである。

右提案主体の意見を踏まえ
て再度検討し回答されたい。

　前回の回答と同一であり、既に意見を提
出したところである。念のため、意見の要旨
を再掲させていただくので、御再考された
い。
・職務遂行への支障については、御懸念さ
れる点が選挙運動期間中か、当選後かが
明確ではないが、いずれにしても、年次有
給休暇等により対応可能であると考える。
・候補者の乱立については、当選後に職を
辞することを前提とされているようである
が、必ずしもそうとは限らない。また、このよ
うな問題は、民間企業の従業員でも同様で
ある。
　上記2点とも、公務員の政治的中立性の
問題ではなく、当該団体で律すればよい問
題であり、公務員の身分に特有の事項とし
て規制する必要性はないと考える。
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一定の要件
を満たす永
住外国人へ
の地方選挙
権の付与

公職選挙法
第９条第２項

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で引き続き３箇月以上市町村の区域内
に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙
権を有する。

公職選挙法第９条第２項の改正
し，一定の要件を満たす永住外
国人への地方選挙権を付与す
る。

　一定の要件を満たす永住外国人に対して，
市長選挙及び市議会議員選挙の選挙権を付
与する。このことにより，当然に付与されて然
るべき永住外国人の選挙権を保障するととも
に，地域のコミュニティの醸成を図る。

　永住外国人に地方参政権を認めることは，地方分権
型の行政システムへの転換に対応した，新たな役割を
担うにふさわしい地方行政体制を推進するものと考え
る。また，地方のことは地域に住む住民が自主的に決
定することが好ましく，地域主権を確立し，人々が支え
あい協働のまちづくりを進めるためには，同じ地域で共
に暮らす外国籍市民の参画は必要不可欠である。
　自主・自立の観点からも地方選挙のあり方について地
方の裁量で決定することが，本来あるべき姿であり，特
区提案により本市がモデルケースとして一定の要件を
満たす外国籍市民の参政権を付与することを求める。

C Ⅰ

　永住外国人に対する地方選挙権付与については、我
が国の制度の根幹に関わる重要な問題でもあり、国会
の各党各会派において十分に議論がなされる必要があ
る（なお、国会において議員立法による法案として審議
されているところ）。

C Ⅰ

1
0
9
8
0
3
0

三次市 総務省

0
4
0
4
2
0

満１８歳以上
の市民への
地方選挙権
の付与

公職選挙法
第９条第２項

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で引き続き３箇月以上市町村の区域内
に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙
権を有する。

公職選挙法第９条の改正し，満
１８歳以上の市民への地方選挙
権を付与する。

　満１８歳以上の市民に対し，市長選挙及び
市議会議員選挙の選挙権を付与する。若年
世代に対して政治参加の門戸を開き，過疎・
少子高齢化問題を抱える本市において，市政
に若年世代の意思を反映する。

　１８歳選挙権は世界の体勢であり，日本の国際化を進
めるためには選挙年齢を見直すことが必要であり，満１
８歳以上の市民へ地方選挙権を付与することは，地方
分権型の行政システムへの転換にも必要であると考え
る。
　本市では，地方主権を確立するため，自主・自立・自
考のまちづくりを進めるとともに，５０年後，１００年後の
未来の三次市民に地域を引き継ぐために，重要課題で
ある子育てや教育分野に力を入れた政策を展開してお
り，選挙権年齢を満１８歳まで引き下げることにより，地
域の主要な担い手である若年世代に対して政治参加の
門戸を開き，過疎・少子高齢問題を抱える本市におい
て，市政に若年世代の意見を反映することで，特色ある
まちづくりを更に活性化させることを目的とする。

C Ⅰ

　選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法で
の取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しな
がら検討されるべき問題である。
　いずれにしても、選挙権年齢のあり方については、選
挙の基本に関わる問題であるので、まずは国会の各党
各会派で十分に議論がなされる必要がある。

C Ⅰ
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 04　総務省（特区第10次　再々検討要請）

管
理

コ
ー

ド

具体的事業
を実現するた
めに必要な
措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置
の分
類

措置
の内
容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

提
案
事
項
管

理
番
号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
4
0
4
3
0

専任水防団
活動の公務
範囲の明確
化

消防団員等
公務災害補
償等責任共
済等に関す
る法律第６条
第１項

消防団員等公務災害補償等共済基金又は指定法人は、当該基金又は当該
指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村
又は水害予防組合であつて、当該契約が締結された日から解除される日まで
の期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償を行うものに対し
て、政令で定めるところにより、その請求に基づき、当該消防団員等公務災害
補償に要する経費について政令で定めるところにより算定した額を支払わな
ければならない。

消防団（消水兼任消防団）の公
務範囲として定められている、
風水害時等の自然災害におけ
る住民の避難誘導や、イベント
等における警戒など地域住民
等に対する協力、支援及び啓
発に関する業務について、専任
水防団の公務ともみなされるよ
う「専任水防団の公務範囲の明
確化」を図る。

消防団（消水兼任消防団）は、消防組織法第
１条などで広範囲の活動が認められており、
水害等の予防活動を行った場合、消防団は公
務となるが、専任水防団員については明確な
規定がなく、不明確である。
消防力の整備指針第３８条第１項（平成１２年
１月消防庁告示）のように明確化されていない
ため、消防団と同様な公務災害が補償され
ず、またその審査に時間を要している。
同じ公務を遂行しながら消防団と専任水防団
では、明確な基準があるかないかにおいて公
務災害における補償の格差が生じることとな
る。この格差を是正することにより専任水防団
が安心して地域水防活動に参加でき、十分な
使命を果たすことができる。

専任水防団員は、水防活動の一環として地域活動への
協力などを通し地域との連携を図りながら、消防団（消
水兼任消防団）と共に活動している。しかし、同じ非常勤
公務員で、同じ公務を遂行しながら、消防団は、公務で
あることが明確化されているが、専任水防団員は、不明
確であるため、不安の中で活動を行っている。岐阜市水
防団員（１６２４人）においては、この不安を解消すること
が最優先課題であり、今年度８月の中部地方整備局の
要望時においても大きな問題となった。
公務災害における補償等の格差が生じないようにする
ため、専任水防団員の活動範囲を明確化され、安心し
て地域活動に参加することにより、地域の総合防災力を
高めることができる。
なお、第５次特区提案の最終回答において、「水防団活
動の活動範囲を明確化するための基準等を平成１７年
度中の策定に向けて検討を行う。」との回答をいただい
ている。

C －

水防法の目的を遂行するために行われる活動以外の業
務については、公務災害補償の対象となり得ない。水害
等の予防活動を行う場合において、専任の水防団員と、
消防団員との兼任の水防団員とで公務災害補償の対
象となる公務の範囲に差異が生じているとは認識してお
らず、特区として対応することは困難。

C －
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自働化コンテ
ナターミナル
荷役機械へ
の給油制限
の緩和

消防法第９
条の４、第10
条

指定数量以上の危険物は、許可を受けた施設以外で取り扱うことはできな
い。

消防法、危険物の規制に関す
る政令による、タンクローリから
荷役機械へ直接給油できる取
扱量について、コンテナターミナ
ル施設では、制限を緩和する。

　コンテナターミナルのサービス向上と運営コ
ストの削減を図ることにより、国際競争力を持
つコンテナターミナルを目指す。
　軽油のタンクローリから荷役機械への給油
は、消防法等により、1事業所1日指定数量
（軽油の場合1000L）以上は禁止されている
が、ターミナルの敷地は22haと広く、荷役機械
の走行区域は限定されていることから、タンク
ローリから荷役機械へ給油できる量を、各走
行区域1レーンあたり1日指定数量以上に緩和
する。
　これにより、給油作業によるターミナル全停
止時間が無くなること、作業工数の削減が可
能になることから、サービス向上とコストの削
減につながる。

　弊社は、スーパー中枢港湾名古屋港のモデルバース
として認定を受け、364日24時間オープン、物流における
港湾コスト3割削減等の課題に、IT・自働荷役システムを
導入し、アジア主要港並みのサービスと利用料金を目
標として、港湾の国際競争に挑んでいる。
　その中で、荷役機械(RTG）への給油について、指定数
量1000L以上/日を超える量は、有人運転によりターミナ
ル内の給油所まで回送し給油を行っている。そして、こ
の給油作業の間は、車両衝突事故防止のため荷役作
業を全面的に中止する。これが、コンテナ受渡し時間の
制限と、コンテナ船の停泊時間の増加となり、国際競争
力の一つの妨げとなっている。
　そのため、ターミナルの荷役作業停止が、部分的かつ
最小限で済むよう、タンクローリからＲＴＧへの直接給油
できる量の区域単位を１事業所から１走行区域への緩
和を提案する。 （別紙提案理由書あり）

D －

　危険物の当該荷役機械への補給については、走行区
域等一定の区域を危険物を取り扱う場所と位置づけ、
消防法令又は市町村条例に定める安全対策を講じ、所
定の手続きを経ることにより、給油所まで回送すること
なく行うことは可能である。
　なお、既に名古屋港内における同様の形態のターミナ
ル施設において、実現している例があると聞いている。

コンテナターミナル施設で所要の安
全策を講じるために大規模な工事を
行うことが困難な場合、同等の安全
性を確保していると認められる場合
に最大取扱量を緩和することはでき
ないか、再度検討し回答されたい。

D －

　消防法令又は市町村条例に定める技術基準（安全対
策）については、同等以上の安全性を確保していると認
められる場合には、当該技術基準を適用しないことがで
きることとされているところである。
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短期民泊営
業における
旅館業法並
びに消防法
の規制緩和

消防法第１７
条
消防法施行
令
別表第一

消防用設備等については、消防法第１７条に基づき、消防法施行令第６条及
び別表第一に規定する防火対象物ごとに設置し、維持しなければならないこ
ととされている。

短期間の民泊営業について、
旅館業法施行令に定める構造
設備基準と、消防法に定める消
防設備条件の適用を除外する。

毎年8月第四土曜日に行われる「全国花火競
技大会」のみならず地域内花火大会開催時
に、市内一般民家において短期間（２日～１週
間）、客一人当たり1泊5千円程度の宿泊料金
による民泊営業を実施推進させ以下の効果を
得たい。
1. 花火大会会場への観客流入流出時間の分
散化による交通渋滞の緩和。
2. 観客の地域滞在時間の増加による経済効
果増。
3. 民泊の宿泊費収入による経済効果増。
4. 大会運営への一般市民参加促進による街
の活性化。

　大仙市は花火大会を含め、年間を通じ全国有数の花
火打ち上げを行っている。特に全国花火競技大会（大曲
の花火）は通算80回を数え、一晩に70万人を集める大
会となったが、交通渋滞、宿泊施設の不足により地元へ
の経済効果は留まっている。また、花火大会時以外の
時の宿泊需要は少なく新たなホテル、旅館等の進出は
望めない。観客の多くは市内以外に宿泊地を求め、大
会前後には交通渋滞が発生している。また、大仙市に
とっても観客が当地に宿泊せず、他地域に移動してしま
うので十分な経済効果を得るに至っていない。そこで、
市内一般民家において短期有料の民泊を実施し、問題
を解決し経済効果を得たいが、旅館業法の規制を受け
ると想定される。旅館業法施行令に定める構造設備基
準の適用を除外し、農家民泊特区における消防法の消
防設備要件省略と同様に、簡便な申請により短期一般
民家宿泊を実現させたい。

B-1 Ⅳ

火災危険性の低い民宿等における消防用設備等に関
する基準の特例適用については、平成18年度中に「火
災発生危険性等を考慮し適用できる防火対象物に要件
を課することにより、現行制度と同等の安全性が確保さ
れる場合には、現地の消防機関が柔軟に対応できるよ
う、その判断の際に参考となる考え方」を通知により示
すこととしている。

B-1 Ⅳ

1
0
6
5
0
1
0

花火ときめ
きチーム

総務省
厚生労働省

0
4
0
4
6
0

市町村の行
う救急業務
の救急隊の
編成の緩和
について

消防法施行
令第44条第1
項及び第3項
消防法施行
規則第51条
消防力の整
備指針（平成
12年1月20日
消防庁告示
第1号）第2条
第10号

救急業務を行う救急隊員は消防吏員でなければならない。
また、一定の場合を除き、救急隊は有資格者（救急業務に関する講習を修了
した者等）である救急隊員３人以上をもって編成しなければならない。

救急業務を行う救急隊員は、消
防法施行令第44条第3項におい
て消防職員と規定されている。
また一方で、緊急度の高い傷病
者の搬送について消防機関以
外の者が行うことについて禁止
する規定はない。退職後の消防
職員は、吏員としての資格を失
うが、技術・知識は何も変わるこ
とがなく、応急処置に対する支
障はない。また看護師について
も救急講習を受けた消防吏員と
同等以上の資格を有している。
従って、消防吏員でなくとも同等
の応急処置ができることから一
定の資格を有した乗務員を含む
嘱託職員による救急隊員の編
成について可能とする。

消防機関及び二次医療機関から遠く搬送時
間のかかるへき地を対象とした地域限定の事
業で、地域内にある地元医療機関及びドク
ターヘリポート、また消防署の救急自動車の
乗り継ぎまでの間、緊急を要する傷病者等を
搬送する救急業務である。まず、地元医療機
関を経由し、医師の判断により消防機関との
連携、若しくはドクターヘリの要請等を行う。隊
員は消防職員OB又は看護師等の嘱託職員3
人で編成し24時間体制で救急搬送業務にあ
たる。3名編成の内2名が出動し、1名が連絡
員となる。また指揮命令系統の徹底、訓練を
重ねることで、嘱託職員の救急隊員でも円滑
な活動を行うことができ、支障なく救急業務に
あたることができるものと考える。

当該地区は、人口3千人に満たない、救急件数も3日に1
回程度と少ない地域である。消防力の整備指針によれ
ば、救急車の配置はおおむね人口3万人に1台となって
いるが、こうした地域においても住民の安心・安全の確
保は行政の責務であるが、消防機関による救急体制を
置くことは財政的に非常に大きな負担となっている。住
民サービスを低下させることなく救急業務を行うために、
消防法によらない体制での事業を行うことができれば、
経費節減が図られ、救急要請の発生頻度に即した救急
隊の配置及び本署機能の強化にもつながり、より少ない
経費で最大の効果を上げることが期待できる。消防職員
OBといえども、消防法施行令第44条第3項の一に規定
する救急業務に関する講習を受けた職員であり、看護
師においても同等以上の資格を有している。（退職する
ことによりその資格を失うと言うことは不合理であり、公
費の無駄ともいえる。）

C Ⅱ、Ⅲ

　救急隊による救急業務や事故現場での活動は、消火
活動や救助活動との密接な連携の下行われるものであ
り、階級制度等に基づいた適切な指揮統率が不可欠で
ある。よって、救急隊員は消防吏員である必要があり、
嘱託員を救急隊員とすることは、円滑な活動や隊員の
危険の回避に支障が生じるため、認められない。
　なお、消防法や消防力の整備指針に定められている
救急隊の行う救急業務としてではなく、当該救急業務を
補完する形で、別途救急搬送業務を行うことについて
は、消防法等当省が所管する法令等において禁止して
いるものではない。

右の提案主体からの意見について、
再度検討し回答されたい。

　今回の事業は、消防機関に引き継ぐま
での活動が主である。嘱託職員は市の職
員と同様に、市の管理下にあり、服務規
程が適用される。従って、消防機関の乗り
継ぎまでは市の管理下の指揮統率とな
る。また、消防機関の到着と同時に消防
機関の救急隊員の指示によることとなる。
消防機関との連携については、これまで
も市と消防機関が災害時等、共同で作業
することがあり、支障は起きていない。
従って今回の提案する救急隊と消防機関
による救急隊との階級による指揮統率に
支障が生じる場合とは具体的にどのよう
な場合か示されたい。

C －

　消防法に基づく救急業務は、国民の生命身体を災害、
事故等から守り、国民の安心・安全を確保する業務であ
るため、消防機関による一元的な指揮統率の下で、消
防法等の法令等により高度な質が担保された救急隊に
より、ポンプ隊や救助隊とも連携した活動を行う必要が
ある。消防職員としての初任教育や救急隊員としての高
度な教育訓練を受けず、普段からの他隊と連携した訓
練や活動を経験していない市の嘱託職員では、安全か
つ迅速な救急活動に支障が生じるおそれがあり、救急
業務に対する市民の信頼を失墜しかねない。
　なお、消防法や消防力の整備指針に定められている
救急隊の行う救急業務としてではなく、当該救急業務を
補完する形で、別途救急搬送業務を行うことについて
は、消防法等当省が所管する法令等において禁止して
いるものではない。

提案主体の行おうとしている
業務については、貴省回答
にある「救急業務を補完する
業務」であると理解している
ところであるが、現地消防と
の連携のもとで行われるこ
のような業務については貴
省の所管外にあたると考え
てよいか。また、右の提案主
体からの意見も踏まえ再度
検討し、回答されたい。

当市が検討中の、救急業務を補完する形で
の搬送業務について、貴省所管関連事項と
して以下をお伺いしたい。
①１１９番通報を消防署で受けた後、消防署
から当市搬送事業所へ連絡を頂き、消防署
からの救急車が向かうまでの間に、当市の
搬送用車両が先に現場に向かうことを想定
している。この場合、消防署から当市搬送
事業所へ協力要請を行い、搬送事業所は
救急業務の補完としての搬送業務を本市の
責任において実施しようとしているが、消防
署が救急業務に対して負うべき責任に鑑
み、この連絡・対応体制につき、問題があれ
ばご指摘いただきたい。
②搬送用車両に搭乗予定の消防職員OB又
は看護士は、救急隊員の行う応急処置を行
うことは可能か。あるいは、一部のみに限定
されるか。限定される場合はその範囲をお
示し頂きたい。
③搬送用車両としては実際の救急車両をそ
のまま使う事を考えているが、緊急自動車
の指定のために無線機器の搭載・利用が求
められているところ、消防又は救急無線の
他人利用を認めて頂く事により、無線の利
用は可能と考えているが、認識に誤りがあ
ればご教示頂きたい。
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緊急自動車
の指定要件
の緩和

なし 消防法等、当省が所管する法令等において、関連規定はない。

消防機関以外の自治体の行う
緊急を要する傷病者の搬送業
務において使用する車両を緊
急自動車として指定し、業務に
利用可能とする。

　道路交通法施行令第13条第1号の2では、市
町村が傷病者の緊急搬送のために使用する
緊急用自動車となっている。一方、消防機関
が行う救急業務は、高度な専門知識や技術が
要求されていることから、消防法で一定の資
格を有する消防吏員による救急隊員3人で当
ることとされている。
　今回の提案は、消防法に規定する救急隊員
と同等以上の資格を有する消防職員OB又は
看護師を含む3人体制による緊急患者搬送業
務で使用する車両である。また対象地域を限
定した事業であり、走行範囲が限定され、緊
急走行の付与による交通の安全と円滑を阻害
する要因とはなりえない。

　今回の事業の実施対象地域は、救急車両でも市内中
心部より約40～50km・約1時間余りかかる山間地域で、
道路環境も悪く、比較的交通量は少ないものの、大型ト
ラック等走行の際にはさらに時間を要し、救急業務は容
易ではない。こうした地域からの搬送時間を短縮させる
ために、消防機関による出張所に替わる、市独自で行う
緊急を要する傷病者等の搬送事業所を対象地区の中
心部におき、24時間体制で住民の要請に基づき救急搬
送車両を運行する計画である。過去、搬送時間を短縮
するために住民自ら救急車を要請後、出合うところまで
自家用車で患者を搬送したケースもあったが、高齢化に
よりそれも容易ではなくなっている。こうした事態をなく
し、救命率の向上を目指すには、緊急走行は不可欠で
ある。赤色回転灯及びサイレンを鳴らすことにより、周囲
に緊急搬送中であることを促し、安全に患者を搬送する
ことができる。

E －

　緊急自動車としての指定追加については、当省の所
管外であるため判断はできない。
　また、緊急度及び重症度の高い傷病者の医療機関へ
の搬送を消防機関以外の者が行うことについて、これを
禁止しているものではないが、消防機関においては、現
場における傷病者の観察や病態管理等の高度な専門
知識や技術を修得した者のみが救急業務を行う体制を
整備しているところである。

右の提案主体からの意見について、
再度検討し回答されたい。

　現場における傷病者の観察や病態管理
等の高度な専門知識や技術を修得した者
であれば、消防機関以外の者が、救急業
務を行うことができると解してよいか。

E －

　消防機関以外の者による傷病者の搬送を禁止する規
定はないが、消防法第２条第９項に定める救急業務を行
う主体は消防機関の救急隊であるので、消防機関の救
急隊以外の者により行われる傷病者の搬送は救急業務
とはいえない。
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給油取扱所
での灯油用
簡易タンクの
設置認可

危険物の規
制に関する
政令第17条

給油取扱所には、固定注油設備に接続するタンクを地上に設けることはでき
ない。

現政令で認可されていない給油
取扱所における灯油用簡易タン
クの設置認可

　現在、政府の新国家エネルギー戦略に基づ
いた石油燃料の多様化、また環境にやさしい
クリーン燃料の導入を目指して、限られた地域
において複数のグレード灯油（プレミアム灯
油）の試験販売を実施している。
一般の給油取扱所では、灯油の地下タンクが
一基しか埋設されておらず、灯油に関する地
盤面上の固定注油設備に接続する簡易タンク
の設置も認められていないため、複数グレード
の灯油をポリタンクよる容器詰め販売を余儀
なくされているところ。今般、揮発油等の販売
において認められている簡易タンクの設置
が、給油取扱所における灯油の販売において
も認められることで、複数グレードの灯油販売
について本格導入の実現性が大幅に高まる。

現在、危険物の規制に関する政令第17条においては、
給油取扱所での揮発油、軽油に関する地盤面上の固定
給油設備に接続する簡易タンクの設置は認可されてい
るが、灯油に関する固定注油設備に接続する簡易タン
クの設置は認可されていない。安全性の観点からすれ
ば、灯油について容器詰め販売を認める一方で、簡易タ
ンクによる販売が禁止されていることは矛盾がある。
これら規制により、給油取扱所における新燃料の導入
は、地下タンクの埋設等の大幅な施設改造を必要とする
ことから、新燃料導入への取組みを阻害しているほか、
容器リサイクル上も無駄を生じていると言わざるを得な
い。

C －

　給油取扱所は、自動車等の燃料タンクに直接給油す
るために危険物を取り扱う取扱所であり、取扱所内での
自動車等の往来、道路に隣接した立地条件から、取扱
所内での交通事故による延焼媒体を極力少なくする必
要があるとともに、近隣への災害の影響を考慮した防災
上の観点から、原則として専用タンクは地下に設けるこ
ととしており、例外として防火地域及び準防火地域以外
の地域については、固定給油設備用の簡易タンクを地
盤面上に設置することを認めたものである。
　このことから、固定注油設備用の簡易タンクを地盤面
上に設けることは適当でない。

給油取扱所における簡易タンクの設
置について、揮発油用の給油用タン
クが認められているにも関わらず、
それよりも引火点が高く、安全な灯
油用の注油タンク設置が認められて
いない理由につき、ご説明願いた
い。右提案主体からの意見も踏ま
え、再度検討し回答されたい。

給油取扱所内の注油空地は給油空地と
完全に分離され、一般的に自動車等との
接触がない区域に設定されている。その
ため同じ給油取扱所内でも注油空地は自
動車等が横付けする給油空地にくらべ
て、安全性は高い。簡易タンクについて、
灯油では注油空地での設置を認めず、ガ
ソリン等では自動車等が横付けする給油
空地での設置を認めているのは、取扱所
内における交通事故等の防災上の観点
から矛盾がある。さらに灯油の容器詰め
販売については、取扱いの点で簡易タン
クによる販売より危険であるが、これを認
める一方で、簡易タンクによる販売が禁
止されていることも矛盾がある。
この２点の矛盾について考え方を明確に
していただきたい。

C －

　給油取扱所は、市街地等の道路に隣接して設置され
る危険物施設であるため、防災上の観点から、地上にタ
ンクを保有することは原則として禁止されており、給油用
の簡易タンクの設置が認められるのも、あくまで、地域・
数量が限定された極めて例外的なケースである。
　このことから、給油に併せて行う注油（容器詰替え等）
のための簡易タンクを地上に設置することは認められな
い。
　なお、給油取扱所における容器による灯油等の販売
は、安全上の観点から、その場所・数量等が制限されて
いるところである。

貴省の回答にある「極めて
例外的なケース」というの
は、どのような場合かお示し
頂きたい。
また、揮発油用のタンクが容
認されている一方、灯油用
のタンクが排除されるべき理
由については、前回も明確
な回答がなされていないた
め、再度ご説明頂きたい。
右の提案主体からの意見も
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

96年以降の給油取扱所向け簡易タンク出
荷台数は250台程度と推定され、簡易タンク
でのガソリン販売が「極めて限定的」ではな
くなっている状況下で、灯油の簡易タンクが
認められていないという矛盾点に関し、明確
な考え方をお示しいただきたい。政府の新
国家エネルギー戦略に基づき燃料の多様
化が求められる中、弊社ではエコ等にも資
する高付加価値灯油販売を検討しており、
こうした新燃料導入段階での簡易タンクによ
る販売は地下タンクによる本格販売実現に
いたる過程において重要である。また、簡
易タンクの設置に当たっては、追加的安全
策を講じる等何らかの代替措置との組合せ
による認可もできないかについて、切にご検
討いただきたい。
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 04　総務省（特区第10次　再々検討要請）
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具体的事業
を実現するた
めに必要な
措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置
の分
類

措置
の内
容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

提
案
事
項
管

理
番
号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁
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4
0
4
9
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防火・準防火
地域におけ
る給油取扱
所での簡易
タンクの設置
認可

危険物の規
制に関する
政令第17条

防火地域及び準防火地域の給油取扱所には、地上にタンクを設けることはで
きない。

現政令で認可されていない防
火・準防火地域の給油取扱所
における灯油用簡易タンクの設
置認可

　現在、政府の新国家エネルギー戦略に基づ
いた石油燃料の多様化、また環境にやさしい
クリーン燃料の導入を目指して、限られた地域
において複数のグレード灯油（プレミアム灯
油）の試験販売を実施している。
一般の給油取扱所では、灯油の地下タンクが
一基しか埋設されておらず、灯油に関する地
盤面上の固定注油設備に接続する簡易タンク
の設置も認められていないため、複数グレード
の灯油をポリタンクよる容器詰め販売を余儀
なくされているところ。今般、本製品の需要が
多い、防火・準防火地域の給油取扱所におい
て灯油用の簡易タンクの設置が認められるこ
とで、複数グレードの灯油販売について本格
導入の実現性が大幅に高まる。

現在、危険物の規制に関する政令第17条においては、
一般取扱所または少量危険物取扱所では認められてい
る都市計画法の防火・準防火地域における地盤面上の
固定給油設備または固定注油設備に接続する簡易タン
クの設置について、給油取扱所においては認められて
いない。これらに比べて安全基準に劣るとは言えない給
油取扱所において簡易タンクの設置を禁止する当該規
制は合理性を欠いている。これら規制により、給油取扱
所における新燃料の導入は、地下タンクの埋設等の大
幅な施設改造を必要とすることから、新燃料導入への取
組みを阻害している。また、現在余儀なくされている複
数グレード灯油の容器詰め販売は、容器リサイクル上も
無駄を生じていると言わざるを得ない。

C －

　給油取扱所は、自動車等の燃料タンクに直接給油す
るために危険物を取り扱う取扱所であり、取扱所内での
自動車等の往来、道路に隣接した立地条件から、取扱
所内での交通事故による延焼媒体を極力少なくする必
要があるとともに、近隣への災害の影響を考慮した防災
上の観点から、原則として専用タンクは地下に設けるこ
ととしており、例外として防火地域及び準防火地域以外
の地域については、固定給油設備用の簡易タンクを地
盤面上に設置することを認めたものである。
　このことから、防火地域及び準防火地域の給油取扱
所に、簡易タンクを地盤面上に設置することは適当でな
い。
　なお、一般取扱所は保安距離、保有空地等、給油取
扱所には適用されない規制が設けられていること、少量
危険物取扱所は取り扱う危険物の量が少ないことから、
それらの施設と給油取扱所を単純に比較することは適
当でない。

防火・準防火地域においても給油取
扱所はしかるべき安全措置を講じて
いると考えるが、その中でガソリンよ
りもリスクの少ない灯油用の簡易タ
ンクに限って認めることができない
か。右の提案主体からの意見も踏ま
え、再度検討し回答されたい。

給油取扱所は、給油および注油空地等一
般取扱所に適用されている規制に代替さ
れる規制が設けられており、安全は担保
されている。さらに給油取扱所内の注油
空地は給油空地と完全分離され、一般的
に自動車等との接触がない区域に設定さ
れているため、給油空地に比較して安全
性は高い。一般取扱所ならびに少量危険
物取扱所では防火・準防火地域において
も簡易タンクの設置を認める一方で代替
規制が適用されている給油取扱所では認
めない根拠等を明確にしていただきたい。

C －

　給油取扱所は、市街地等の道路に隣接して設置され
る危険物施設であるため、防災上の観点から、地上にタ
ンクを保有することは原則として禁止されており、給油用
の簡易タンクの設置が認められるのも、あくまで、地域・
数量が限定された極めて例外的なケースである。
　このことから、防火・準防火地域において簡易タンクを
地上に設けることは認められない。
　なお、給油取扱所においては、一般取扱所における保
有空地・保安距離等の安全対策に相当するものとして、
タンクの地下設置、防火塀の設置等の基準が設けられ
ているところであり、また、危険物の保有・取扱量が小規
模である少量危険物の施設と異なり、給油取扱所は指
定数量の危険物を取り扱う大規模な施設である。

右の提案主体からの意見を
もとに再度検討し、回答され
たい。

燃料の多様化が進む等時代のニーズは変
化しており、ガソリンの簡易タンクによる災
害事例がないことも踏まえれば、防火・準防
火地域にかかわらず、まずは、灯油につい
て、給油取扱所における簡易タンクの設置
を認めるべきではないか。また、一般取扱
所において講じられているような保安距離、
保有空地等の基準を満たすなど、適切な代
替措置を講じることによって、防火・準防火
地域における給油取扱所での簡易タンクの
設置は認められないかについて、ご検討い
ただきたい。
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火薬類取締
法における
第25条（消
費）事項の規
制緩和

なし 消防法等、当省が所管する法令等において、関連規定はない。

火薬類取締法における消費は
都道府県知事の許可をむねとし
ているが、許可権限の数量規
制を特区内のみ緩和していただ
きたい。

消費量許可数量制限を緩和することにより、
地区内花火の消費量が拡大し、花火業者の
みならず「花火の街」としての花火大会の数も
増加することが見込まれ、それに伴う観光客
の増加と通年分散化が可能となる。

秋田県大仙市は古くより花火に対する文化的認識が高
い地域であり、日常的に花火が打ち上げられていたが、
現行法での規制数量では花火業者が日常的に打ち上
げられる数が制限されており地域内の需要に即応でき
ない。商工会議所やNPO法人、TMO等が花火を中心と
した街の経済活性を計る上でも障害となっている。

E －
火薬類取締法における第25条（消費）事項の規制緩和
については、当省の所管外であるため判断はできない。
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公共業務用
無線局の開
設の根本基
準の条件緩
和

電波法関係
審査基準（平
成１３年総務
省訓令）第３
条（３）ア別表
２

自動車運送事業用を目的とした無線局を開設する場合は、旅客自動車の安
全かつ円滑な運行を確保することを主たる目的として開設するものであるこ
と。

公共業務用無線局の免許を取
得して稼動している盛岡市のバ
スロケーションシステムで有料
広告情報を流して当該システム
の維持管理経費に充当し、市
内のバス利用促進対策を充実
させたい。しかし、現行法（電波
法）では、放送業以外の業種に
対して電波を活用した広告情報
を流すことができないため、当
該免許でも行なえるよう規制緩
和を提案するもの。

盛岡市は慢性的な交通渋滞の緩和を目的
に、マイカーからバスへの転換と市内公共交
通の主体であるバスの運行充実を図るため、
これまで国土交通省のオムニバスタウン指定
を受け、施設整備等の事業を推進している
が、未だ道半ばの状態であり、今後も重点的
に施策を展開する計画である。このため、
（社）岩手県バス協会が国庫補助事業で整備
したバスロケーションシステム（盛岡市周辺で
稼動）を活用して有料の広告情報を流し、当該
システムの維持管理費に充当することにより
財務基盤を強化し、バス利用促進策の更なる
充実・強化を図るものである。

盛岡市では、国土交通省のオムニバスタウンの指定を
受け、これまで（社）岩手県バス協会と連携してバス利用
促進事業を実施してきた。また、本年度は「盛岡市総合
交通計画」を策定中で、マイカーからバス等の公共交通
への転換を明確にし、バス利用促進策を更に充実・強化
させる予定である。こうした状況下でバス事業者は、厳
しい経営環境が続いており、路線廃止などによるバス空
白地帯の拡大が懸念されているため、財務基盤の脆弱
な（社）岩手県バス協会が所有するバスロケーションシス
テムの維持管理費の負担軽減を目的に広告情報を流そ
うとするものであるが、現行法では公共業務用無線局の
免許で広告情報を流すことができない。なお、対象地域
は盛岡市周辺部で、対象者は（社）岩手県バス協会に限
定され、なおかつ、広告収入は当該システムの維持管
理費に充当されることから、電波の公共性に反しない内
容と考える。（別様あり）

Ｄ

　電波法関係審査基準（平成１３年総務省訓令）第３条
（３）ア別表２における「免許の主体及び開設の理由」
は、あくまで主たる目的を審査するものであり、免許人
である（社）岩手県バス協会が引き続き無線局の運用主
体であって、広告情報を流すことが当該事業の範疇で
あり、広告による収入が公益法人の事業の範疇であれ
ば、現在の通信事項である一般乗合旅客自動車の運行
に関する事項で対応可能です。
　ただし、主たる通信事項を一般乗合旅客の安全運行
に関する事項としていることから公共業務用無線局とし
て免許しているものであり、広告情報が主たる通信事項
を圧迫するような運用は認められません。
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非常事態に
おいて重要
回線が使用
できる民間
避難所の範
囲拡大

電気通信事
業法第８条、
電気通信事
業法施行規
則第５５条、
５６条及びそ
れに基づく総
務大臣告示

電気通信事業法
（重要通信の確保）
第八条 　電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は
発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは
電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を
優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要
するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。

現行法で規定されている非常
事態下で優先的に通信できる
電話回線の敷設可能な施設に
ついて、一定の要件を満たして
いる場合には、当該施設での使
用を可能とする。

　大規模災害時における避難所の通信機能
の確保し、円滑な避難所運営を目指す。
　具体的には、市は災害対策基本法に基づ
き、地域防災計画を策定し、その中で、予定避
難所を指定している。
　福岡県西方沖地震の教訓を踏まえ、大規模
避難所の設置について、当該計画の中で、１
３施設を位置づけることを予定している。その
うち、法により災害時優先電話回線が認めら
れていない民間施設１か所(JRA　小倉競馬
場）について、使用を可能とすることで、大規
模災害時における多様な通信機能を確保し、
多量の避難者への対応の円滑化が図れる。

提案理由：
　西日本電信電話株式会社では、災害時等非常事態に
おいて、通信を優先的に取扱う電話回線は、電気通信
事業法により規定された施設に限られるとしている。
　今回、本市では、大規模災害時に多量の避難者を収
容するため、大規模避難所に市内の１３施設を指定する
予定であるが、うち１２の施設は、同法では災害時優先
電話の使用が可能となる。
　13施設はいずれも災害時に避難所としての同様の機
能を担い、公共の利益の用に供する施設であることか
ら、通信手段である災害時優先電話の使用も同様に可
能とされたい。
代替措置：
　市の付属機関である北九州市防災会議において、大
規模避難所として地域防災計画で規定することが認ら
れた場合、その施設の公共性が担保されると考える。

D －

  法令では、電気通信事業者が、優先的に通信を取り扱
わなければならない場合を「通信の内容」と「通信を行う
機関」を条件として定めているものであり「場所」を条件
とするものではない。
  提案内容にある、「地方公共団体が災害発生時に避
難者救護など避難所運営のために行われる通信」は、
法令で定められている『「火災、集団的疫病、交通機関
の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、
又は発生するおそれがある場合において、その予防、
救援、復旧等に関し、緊急を要する事項」を通信の内容
として、「予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相
互間」の機関において行われる通信』に該当するもので
あり、現行制度で対応可能と考えられる。

D －
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北九州市 総務省

消防救急無線の通信系に、指令台の指揮命令下にない
運用者が加わることは、無線通信の輻輳や、指令台か
らの一元的な指揮に基づいた救急活動・災害対応に混
乱が生じる懸念があります。しかしながら、こうした懸念
を考慮してもなお、消防の救急隊と医療機関に駐在の
医師とによる直接通話確保の必要性が地域の消防本部
において認識されるのであれば、次の方法により対応す
ることで実現可能です。
なお、週に1回30秒程度の交信を行うために医師自らが
無線局の免許を受けて開設し、整備することは、維持管
理の手間や費用面から考えて非現実的です。
(1) 「他人使用」の規定に基づく対応（電波法施行規則第
5条の2、平成7年郵政省告示第183号）
無線局の免許人（消防救急無線の場合は市町村）によ
る適切な監督、免許人との契約関係、無線局運用証明
書の携帯等の要件を備えた場合、免許人以外の者によ
る無線局の運用が可能です。この場合には、消防本部
において免許を受けた救急業務用の無線機を医療機関
に配備し、医療機関に駐在する医師が救急業務用無線
を使用して救急隊と交信します。
こうした事例で医師が無線設備を操作する場合は、消防
本部の指令台に設置された無線局（基地局）の無線従
事者の管理の下で運用されているものとして扱われます
ので、医師は無線従事者の資格なしに無線設備を操作
して交信することができます。（電波法施行規則第33条
第4号及び第7号）
(2) 有・無線接続による対応
救急隊と指令台との間の救急無線を、指令台において
一般の電話回線に電気的に接続することで、救急隊の
無線と医療機関に駐在する医師の一般の電話や携帯
電話との間で直接に通信を行うことが可能です。救急業
務用無線は、こうした有・無線接続を考慮したシステム
構成となっています。ただし、電話回線と接続して使用し
ている間は、その救急業務用無線の回線は、他の通信
を取り扱えない状態となるので、その地域における救急
出場の頻度や救急業務用無線の使用状況、携帯電話
など他の手段による方法とのバランスを考え合わせて接
続実施の可否を判断する必要があります。
なお、消防救急無線の通信エリアとされている地域内で
あっても、無線通信の特性上、消防本部の基地局と移
動する救急車との間に電波の伝搬を遮るような地形の
悪条件（がけ下や山の陰など）がある場合には、消防救
急無線でも不感となる場所が生じる可能性はあります。
通常の携帯電話と消防救急無線との双方が不感の場
合に備えて、衛星携帯電話の救急車への配備を検討す
ることも一方策かと考えられますが、地域の救急業務の
円滑な遂行のための個別具体的な措置内容について
は、各市町村長から任命された消防長の下に組織され
る各消防本部において、地域の実情に応じた取扱いを
検討し、実施することとなりますので、地域の消防本部と
よくご相談いただくとともに、今後とも、消防救急業務へ
の積極的なご提言、ご協力をお願いいたします。

個人 総務省
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回答①では無線交信時には消防機関の
指揮下で行動する規定を設ければよいか
と存じます。回答②、③に関しては現在の
周波を用いるとして、実際の特定行為の
救命指示は、現在の頻度では多くて週に
１回程度であり、又１回の交信時間は３０
秒程度と思われ、救急業務に支障を及ぼ
すこともなく、消防機関の指令台を経由し
て指示受けする方が時間を要し、医療機
関側からの問い合わせを指令台を介して
行っていればそこに数分間の交信が必要
となり、支障を及ぼす可能性が高い。ま
た、前述の如く数分間の時間的遅れのた
め、救命率が低下することが危惧されま
す。現場で働く地元の救急救命士と相談
しておりますが、彼らも無線での指示を希
望しております。

DC －

・救急無線による救急隊と医療機関の交信
 「救急業務用無線局」（以下「救急無線」という。）は、消
防法第２条第９項に定める救急業務を行う消防吏員に
よって構成する救急隊（以下「救急隊」という。）と、消防
本部等の通信指令管制台（以下「指令台」という。）との
相互の連絡通信を確保することで、消防組織における
救急業務活動の指揮と任務の円滑な遂行を図るため
に、「消防力の整備指針」(平成12年1月20日消防庁告示
第1号)第24条の規定に基づき整備している消防用無線
と一体的に運用される通信系（以下「消防救急無線」と
いう。）の無線局です。
　ご提案のように、救急隊と医療機関との間に新たに救
急無線を整備すると、①消防救急無線に消防機関の指
揮命令下にない者が加入すること、②救急無線の周波
数の割当には限りがあり、新たに周波数を割り当てるこ
とは困難であること、③既存の周波数を用いるとする
と、医療機関と救急隊との通信中は指令台と救急隊と
の通信が不可能になることなどから、指令台と救急隊の
連絡通信に支障が生じ、ひいては救急業務の遂行に支
障が生じる可能性があります。他方、消防機関に所属
する救急車に配備されている救急無線によって指令台
との通信が可能な場合には、指令台を経由して電話回
線を介することで医療機関との通信を行うことは可能で
あり、携帯電話の不感地域であっても救急隊と医療機
関との間の通信は確保されています。以上のことから、
救急隊と医療機関との間に新たに救急無線を整備する
必要性は認められません。

携帯電話のエリア外において、医療
機関が救急隊に指示を出す際に指
令台を経由していると、医師の指示
内容がうまく伝わらない時に、再度
連絡を行う必要が生じ、急を要する
救命活動に支障を及ぼす。
貴省回答①について、医師が消防
の指揮命令下に無いことが具体的
にどのような悪影響を及ぼす可能性
があるとお考えか具体的に示された
い。また、地域の特性や緊急出動の
頻度を勘案し、認めることができな
いか、右の提案主体からの意見も踏
まえ、再度検討し回答されたい。

消防法において救急業務のあり方、救急隊の組織方法、任務等を規定。
電波法において無線局開設の方法、免許の可否、技術的基準、無線局運用
のルール等を規定。

実績のある救急医療機関と救
急隊等との特定周波数での交
信の免許の緩和。

救急医療時や災害時などでは携帯電話によ
る連絡では限界があるため、無線による交信
が不可欠であるが、現状ではソフト面・ハード
面双方で厳しい点がある。よって、救急医療に
関係する者が無線を使用しやすくする環境を
整備する事により、救命率の向上及び災害時
における迅速な情報伝達の確保を目指すもの
である。

救急救命士が医師から指示をうけて行う特定行為（気管
内挿管、薬剤投与、点滴等）があるが、当地域は熊本県
の北部の福岡県および大分県の県境に位置し、山間部
が多く携帯電話の不感地帯がかなりあり、心肺停止患
者への特定行為の指示要請が出来ず、救命率の低下
が危惧される。また、平成１９年には実績のある救急医
療機関の医師の車に赤色灯をつけてサイレンを鳴らす
ことを条件に緊急車両に指定することがほぼ決定した
が、当院も自前の救急車で消防署の要請を受け現場に
駆けつけた経験から、現場の場所や刻々と変化する状
況を携帯電話で確認するのは困難であった。以上の点
から救急隊と医療機関との交信は必要である。
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救急無線特
区

消防法第２
条第９項

電波法第２
章第４条、第
６条、第７
条、第12条、
第13条、第
20条、第27
条　第４章第
39条
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 04　総務省（特区第10次　再々検討要請）

管
理
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ド

具体的事業
を実現するた
めに必要な
措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置
の分
類

措置
の内
容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
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案
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項
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番
号
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庁
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救急無線特
区

消防法第２
条第９項

電波法第２
章第４条、第
６条、第７
条、第12条、
第13条、第
20条、第27
条　第４章第
39条

消防法において救急業務のあり方、救急隊の組織方法、任務等を規定。
電波法において無線局開設の方法、免許の可否、技術的基準、無線局運用
のルール等を規定。

医療機関の無線局の設置基準
の要件緩和。

救急医療時や災害時などでは携帯電話によ
る連絡では限界があるため、無線による交信
が不可欠であるが、現状ではソフト面・ハード
面双方で厳しい点がある。よって、救急医療に
関係する者が無線を使用しやすくする環境を
整備する事により、救命率の向上及び災害時
における迅速な情報伝達の確保を目指すもの
である。

救急救命士が医師から指示をうけて行う特定行為（気管
内挿管、薬剤投与、点滴等）があるが、当地域は熊本県
の北部の福岡県および大分県の県境に位置し、山間部
が多く携帯電話の不感地帯がかなりあり、心肺停止患
者への特定行為の指示要請が出来ず、救命率の低下
が危惧される。また、平成１９年には実績のある救急医
療機関の医師の車に赤色灯をつけてサイレンを鳴らす
ことを条件に緊急車両に指定することがほぼ決定した
が、当院も自前の救急車で消防署の要請を受け現場に
駆けつけた経験から、現場の場所や刻々と変化する状
況を携帯電話で確認するのは困難であった。以上の点
から救急隊と医療機関との交信は必要である。

D －

・医療機関への無線局の免許
 消防組織でない民間の医療機関とその医療機関が患
者を搬送等するために所有する車両（以下「病院救急
車」という。）との連絡のために無線局の開設を必要とす
る場合には、「医療・福祉用」を目的とする無線局とし
て、病院等の施設に設置する基地局及び車両に設置す
る陸上移動局を、現行の電波法制度の下で免許してお
り、所定の免許申請手続きを経ることで使用が可能で
す。
 現に、相当数の医療法人、社会福祉法人、医師会など
が免許を受けて無線局を運用しており、病院と病院救急
車等、福祉施設とデイサービスカーとの連絡などに活用
されています。

提案主体の求めているのは、上記
に関連して医療機関が消防用の無
線免許を取得することである。
右の提案主体の意見も踏まえ、再度
検討し回答されたい。

医療機関とその医療機関の車両との交信
は救命率に関係する部分が少なく、これ
を希望しているわけではありません。救急
隊と医療機関の交信を行う場合に、無線
局の設置を既存の特定の周波数（消防専
用）のみに限定した免許の交付を望んで
いるのです。また、これに関しては、消防
職員は消防学校入学時に講習を受け、試
験に合格しておりますので、既存の特定
の周波数に限定した免許を例えば医療機
関の職員が消防署に講習と試験を受け合
格したら、交付する等が出来ないでしょう
か。

－ － 上記040531に同じ
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救急無線特
区

消防法第２
条第９項

電波法第２
章第４条、第
６条、第７
条、第12条、
第13条、第
20条、第27
条　第４章第
39条

消防法において救急業務のあり方、救急隊の組織方法、任務等を規定。
電波法において無線局開設の方法、免許の可否、技術的基準、無線局運用
のルール等を規定。

救急医療に従事する者の無線
免許取得要件の緩和。

救急医療時や災害時などでは携帯電話によ
る連絡では限界があるため、無線による交信
が不可欠であるが、現状ではソフト面・ハード
面双方で厳しい点がある。よって、救急医療に
関係する者が無線を使用しやすくする環境を
整備する事により、救命率の向上及び災害時
における迅速な情報伝達の確保を目指すもの
である。

救急救命士が医師から指示をうけて行う特定行為（気管
内挿管、薬剤投与、点滴等）があるが、当地域は熊本県
の北部の福岡県および大分県の県境に位置し、山間部
が多く携帯電話の不感地帯がかなりあり、心肺停止患
者への特定行為の指示要請が出来ず、救命率の低下
が危惧される。また、平成１９年には実績のある救急医
療機関の医師の車に赤色灯をつけてサイレンを鳴らす
ことを条件に緊急車両に指定することがほぼ決定した
が、当院も自前の救急車で消防署の要請を受け現場に
駆けつけた経験から、現場の場所や刻々と変化する状
況を携帯電話で確認するのは困難であった。以上の点
から救急隊と医療機関との交信は必要である。

E －

・医療従事者の無線従事者免許取得要件緩和
　無線局の無線設備の操作は、その規模などの区分に
応じて、無線に関する専門的な知識・技能を有し国家資
格を所持した者（以下「無線従事者」という。）でなけれ
ば、原則として行うことができません。
　混信のない良好な無線通信は、一定の地域における
独占的な周波数の使用を必要とするという無線通信の
特性上、他の無線局の通信に妨害を及ぼすようなこと
が起きないよう、無線従事者によって適切に無線局が管
理される必要があるので、ご理解いただきたい。
　しかしながら、上記２の場合において、基地局の無線
従事者に管理される陸上移動局（病院救急車側）の無
線設備の操作については、簡易な操作とされており、資
格は不要となります。
 したがって、病院救急車側の無線設備は無資格で操作
することが可能です。具体的に無線局を開設する際に
は、所轄の九州総合通信局にご相談願います。

提案主体の求めているのは、上記
に関連して医療機関の従事者が消
防用の無線免許を取得することであ
る。
右の提案主体の意見も踏まえ、再度
検討し回答されたい。

救急隊と医療機関の交信を行う場合に、
医療機関の従事者（主として医師）が既存
の特定の周波数（消防専用）のみに限定
した免許の交付を望んでいるのです。ま
た、これに関しては、消防職員は消防学
校入学時に講習を受け、試験に合格して
おりますので、既存の特定の周波数に限
定した免許を例えば医療機関の職員が消
防署に講習と試験を受け合格したら、交
付する等が出来ないでしょうか。

－ － 上記040531に同じ
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　コミュニティ放送は、「商業、業務、行政等の機能の集
積した区域、スポーツ、レクリエーション、教養文化活動
等の活動に資するための施設の整備された区域等、コ
ミュニティ放送の特性が十分発揮されることが見込まれ
る区域において、その普及を図ること」を目的とするもの
であり、コミュニティ放送局は、一般の放送局と異なり、
各市区町村において当該地域に密着したきめ細かな情
報の提供を促進する観点から制度化された小規模な放
送局である。
　コミュニティ放送局は、使用周波数が限定されるととも
に、空中線電力についても上限（２０Ｗ）が定められ、放
送区域が一の市町村（特別区を含み、地方自治法第２５
２条の１９に規定する指定都市にあっては区）の一部の
区域に限定される一方で、一般の放送局において必要
となる競願処理、比較審査等の手続きを経ることなく、
簡易かつ迅速な手続き（先願主義）で開局を可能として
いるものである。
　また、住民への災害情報の伝達手段としては、防災行
政無線のほか、災害対策基本法に基づく指定公共機関
又は指定地方公共機関として避難勧告の伝達など災害
応急対策の実施について法的責務を負ったNHK及び県
域の一般放送事業者によりラジオの中波放送、超短波
放送が確保されており、災害・緊急情報等の住民への
周知・広報は多種多様な手段が可能である。加えて、災
害時の実際のニーズに応じて、臨時災害対策用の臨時
目的放送局を迅速に開設することも可能である。

①②災害対策基本法第57条では、本法第55条及び第56
条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要
し、かつ特別な必要があるとき、電気通信事業者等にそ
の通信網等の優先的利用を求めることができる、と規定
したものである。また、本法施行令第22条に定めるとこ
ろにより、あらかじめ電気通信役務を提供する者等と協
議して定めた手続により、これを行わなければならな
い、としている。
　国際的協力関係の中で収集した情報を緊急性かつ特
別の必要性から、事前の協議に基づいて定めた手続に
よって、電気通信事業者等に優先的利用を求めることは
災害対策基本法の規定にかかわらず対応可能であると
思料する。
③について
【電気通信事業法との関連性】
災害対策基本法第５７条及び第７９条と電気通信事業法
第８条及び同法施行規則第５６条との間に直接的な関
連性はない。
【留意すべき事項】
電気通信事業法においては、電気通信事業者が非常事
態が発生し、又は発生するおそれがある場合に、救援
等に必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わ
なければならないことを定めている。ここでいう「優先的
に取り扱う」とは、具体的には、電話では他から発信され
た通信を制限することにより、他に優先して回線を設定
することや、専用線が一部損壊した場合において他に優
先して回線を設定すること等をいうものである。

CC

放送用周波
数使用計画
（昭和６３年
郵政省告示
第６６１号）第
１総則１０

コミュニティＦ
Ｍ放送局の
出力緩和
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5
4
0

総務省
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0
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1
0

社団法人日
本ニュービ
ジネス協議
会連合会

災害に強いコミュニティを目指すのは国是であり、コミュ
ニティＦＭ強化が望まれる。

コミュニティＦＭの出力を（現行２０Ｗ）を５０Ｗ
程度まで認める

一般のＦＭ放送局に比べ、コ
ミュニティＦＭ放送局は、極力小
電波出力しか認可されない。大
地震〈例　中越地震）の際、被災
者が一番助かったのはラジオ放
送、とりわけ地域社会に密着し
細かな情報を提供しているコ
ミュニティＦＭである。現在、電
波法ではコミュニテＦＭの出力
は２０Ｗ以下とされており、町村
合併の進んだ現在では、同一
市内を網羅できないケースもあ
り、また、地形によつては電波
の届きにくいところがあり、格差
が生じている。

空中線電力は、原則として２０Ｗ以下で必要最小限のものとする。

総務省
内閣府

与那国町

1
1
1
3
0
1
0

本提案は、姉妹都市関係にある台湾花蓮
市等の国外地方公共団体との防災気象情
報共有体制の構築を図ることにより、発生し
得る大規模災害に対処するための防災体
制強化と災害時の迅速な対応を図ることを
趣旨とし、先の意見書では、災害対策基本
法に基づく電気通信設備の優先利用の要
件等について貴当局の見解を求めた。
これに関して、「国際的協力関係の中で収
集した情報を緊急性かつ特別の必要性か
ら、事前の協議に基づいて定めた手続に
よって、電気通信事業者等に優先的利用を
求めることは災害対策基本法の規定にかか
わらず対応可能であると思料する。」との見
解を確認できたことは有意義と認識する。
よって、本町としては、施行令に基づく電気
通信網の使用について貴省を含む関係府
省ならびに事業者と事前の調整を行い、そ
の成果を国際防災協力のモデルとして結実
させたいと考える。

－E

別様あり。意見書の全文は補足資料をお
読み願います。
以下質問等概略。
①大規模災害に対処するための平常時
の防災体制強化と災害時の迅速な対応を
目的とする国外地方公共団体との防災気
象情報共有体制の構築にあたっての「電
気通信事業法」等の通信網の優先的活用
について。
②防災気象情報共有体制の構築等に必
要な研修・訓練等にあたっての電気通信
設備・回線などの使用に関わる関係機関
とのアレンジ（事前調整等）について。
③「電気通信事業法」第8条、同施行規則
第56条の規定根拠法令等との関連性及
び提案実施に際して留意すべき事項な
ど。
④「国境地域」に対する認識・取り組みに
ついて。

右の提案主体からの意見について、
回答されたい。

　したがって、提案のようにコミュニティ放送についての
空中線電力の制限を緩和することは、コミュニティ放送
の制度目的を逸脱し、一般の放送局と異なる規律を適
用する根拠を失わせることとなることのみならず、超短
波放送用周波数が逼迫している中、周波数の効率的利
用の要請にも反することとなることから、特区という限ら
れた地域であっても不適当である。

－D

インド洋大津波は、大規模災害には国境は無く、災害対
策には近隣地域の協力が必要不可欠であるという教訓
を改めてもたらした。
与那国町は、日本の最西端に位置し、那覇から５０９ｋｍ
離れているが、台湾とは１１１ｋｍの距離にある。このた
め、国内での確実かつ迅速な体制整備は当然である
が、近隣の地域とも十分な協力体制を構築しておくこと
は、有意義・効果的であり、平常時の防災体制の強化と
災害時の迅速な対応等が可能となり得る。与那国島に
国際防災協力特区を設置し、姉妹都市である台湾・花
蓮市等との間で国際的協力を行うことにより、住民の生
命・財産の安全確保等に大きく寄与することが期待でき
る。

姉妹都市協定に基づき、与那国町と台湾・花
蓮市防災当局等の間で国際防災協力に関す
る取り決めを締結し、東シナ海で発生する可
能性がある地震や津波その他の大規模災害
に対処するため、地域住民のための防災や災
害支援の協力を推進する。その一環として、
花蓮市から地震、津波などの公開データ等の
情報提供を受けるとともに、当町から花蓮市
に提供する。また、災害対策基本法に基づい
た電気通信事業法等の通信網をこの場合でも
優先的に活用できるようにする。

地域防災計画に、国外の地方
公共団体等からの防災気象情
報を収集することを規定し、充
実した防災体制を構築する。ま
た、国外の地方公共団体等か
らの情報収集を円滑に進めるた
め、与那国町で収集した防災気
象情報を伝達することを併せて
規定する。

国外の地方
公共団体等
との防災気
象情報共有
体制の構築
（国際防災協
力特区）

0
4
0
5
5
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地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、気
象観測網の充実についての国際的協力に関する事項、台風に対する人為的
調節その他防災上必要な研究、観測及び情報交換についての国際的協力に
関する事項等の実施に努めなければならない。

災害対策基
本法第８条
第２項第８号
第９号
同法第５１条
同法第５６条
同法第５７条
同法第７９条
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